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発刊に当たって

昨年12月、コペンハーゲン(デンマーク)で、気候変動枠組条約第15回締約国会議、

いわゆるCOP15が開かれました。我が国を含む約120カ国の首脳をはじめ世界各国から３

万人を超える人々が集いました。そのことからも今や、地球温暖化問題は、人類に突きつ

けられた地球規模の問題として、いかに世界的な関心事となっているかがうかがえます。

COP15 では、2013 年以降の地球温暖化対策の国際的枠組（ポスト京都）について、温

室効果ガスの各国の削減義務を定めた法的拘束力を有する文書を採択する予定でした

が、先進国と途上国との間の意見の隔たりは依然として大きく、報道でも伝えられたとおり、

交渉は難航しました。結果的には、法的拘束力を有する文書を採択するには至りませんで

したが、それに替わるものとして、「コペンハーゲン合意（いわゆる政治的合意）」が取りまと

められました。そのこと自体は、今後のCOP交渉等に一縷の望みを繋ぐものでありましたが、

半面では、国際交渉の難しさを改めて浮き彫りにするものでもありました。

本資料は、委員会審査の参考の用に供することを主たる目的に、地球温暖化問題に

関する国際交渉や地球温暖化対策への取組みの現状と主な課題について取りまとめた

ものですが同時に、広く皆様の地球温暖化問題への更なる関心の喚起と理解の一助と

なればとも考えております。

内容につきましては、精度等の点で必ずしも十分とはいえない箇所もあろうかと思われま

す。また、地球温暖化問題に関しましては、国内、国際を問わず、その取組み状況等が

目まぐるしく動いている事情もあり、記載内容が場合によっては、旧聞に属するということもあ

ろうかと思われます。その点につきましては今後、機会を捉えて必要な見直し等を施してい

けたらと考えております。

なお、本書につきまして皆様から忌憚のないご意見等をお寄せいただければ幸甚に存じ

ます。
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Ⅰ 地球温暖化問題をめぐる状況

１ 国際的取組の経緯

２ 我が国の動き

３ 温室効果ガスの排出状況



１ 国際的取組の経緯

(1) 地球温暖化に関する科学的知見

気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）1は、2007 年に第４次評価報

告書（AR4）を公表し、地球温暖化が

人為起源の温室効果ガスの増加によ

ってもたらされた可能性がかなり高

いとの結論を出した。

二酸化炭素（CO２）の大気中の濃度

の状況をみると、産業革命以前には

280ppm 程度だったものが、現在、

380ppm 程度にまで増加し、CO２の人

為的排出量は自然の吸収量の約２倍

に達しているという（図Ⅰ-1-1）。

AR4 は、わずかな気温上昇でも温

暖化の悪影響が生ずる国・地域があ

ると指摘し、「気温の上昇が約２～

３℃以上である場合には、すべての

1 IPCC （ Intergovernmental Panel on Climate
Change）は、地球温暖化問題について世界各国
の専門家が科学的な評価を行う場として 1988（昭
和 63）年 11 月に、国連環境計画（UNEP）と世界
気象機関（WMO）の共催により設置された。

地域は正味の便益の減少か正味のコ

ストの増加のいずれかを被る可能性

が非常に高い」（AR4 第 2 作業部会報

告）としている。

このため、温暖化による影響を最

小にするには、早急に地球全体の温

室効果ガス排出量を大幅に削減し、

その濃度を安定化させる必要がある。

AR4 では、今後 20～30 年の温室効

果ガスの削減努力とそれに向けた投

資が、温室効果ガスのより低い安定

化濃度の達成の鍵となると指摘して

おり、目指すべき「安定化」のレベ

ルとそのレベルを達成する速さにつ

いては、大気濃度の安定化の水準と

世界平均気温上昇量等との関係を表

したシナリオを示している。

対策に要する経済的なコストにつ

いては、一般的に温

室効果ガス濃度の安

定化の目標が厳しく

なるほど増加し、例

えば、厳しい対策を

とった場合（2050 年

に温室効果ガスの濃

度 を 445ppm か ら

535ppm の間で安定

化する場合）は、世

界の年平均の GDP 成

長率を 0.12％未満引

き下げることとなるが、気温の上昇

は 2.0℃から 2.8℃程度に抑えられる

こととなる（表Ⅰ-1-1）。

（IPCC 第４次評価報告書(2007)より国立環境研究所・環
境省作成）

（出所：第１回環境省政策会議資料（平成 21 年 10 月 14 日））

図Ⅰ-1-1 世界の CO２排出状況
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このような科学的知見を踏まえ、欧

州連合（EU）などは、これまで、気

温上昇を長期的に産業化以前から

２℃以下に抑えることを提案してき

ており、後述するが、昨年（2009 年）

イタリアで開催された主要国首脳会

議（Ｇ８ラクイラサミット）の首脳

宣言や気候変動枠組条約第15回締約

国会議（COP15）の「コペンハーゲ

ン合意」においても、世界の平均気

温の上昇を２℃以下に抑えるべきと

の科学的見解が認識されている。

(2) 気候変動枠組条約と京都議定書

(気候変動枠組条約)

地球温暖化問題に対処するために、

1992 年に国際的な取組を決めた初

めての条約である「気候変動に関す

る国際連合枠組条約（気候変動枠組

条約）」が採択された。同条約は、「気

候系に対して危険な人為的干渉を及

ぼすこととならない水準において、

大気中の温室効果ガスの濃度を安定

化させること」を究極の目的とし、

また、「共通だが差異のある責任」に

基づき、先進国、途上国がそれぞれ

レベルの異なる温暖化対策を講じる

こととしているが、温室効果ガスの

削減については努力目標としていた

ことから、数値化された約束をもつ

議定書の策定が課題とされていた。

気候変動枠組条約のポイント

【究極の目的】
温室効果ガス濃度を、気候システムに対して危

険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準に
安定化させる

【原則】
共通だが差異のある責任、及び各国の能力に従

い、気候系を保護

【すべての締約国の義務】
排出目録、政策措置の報告の作成・更新など

【先進国（OECD 諸国＋市場経済移行国）の義務】
①温暖化防止のための政策措置
②排出量や政策・措置等に関する情報を締約国会

議に報告
→①、②の措置、報告を、温室効果ガスの排出を

1990 年代の終わりまでに 1990 年の水準に戻
すとの目的で行う（数値は努力目標）

【先進国（OECD 諸国）の義務】
途上国への資金供与、技術移転

1994 年３月 21 日に発効
2009 年 12 月 3 日現在、194 か国・地域が締結

（環境省資料等を基に作成）

（出所：環境省「環境白書」（平成 19 年度））

表 I-1-1 安定化シナリオ
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(京都議定書の採択)

このため、同条約を具体化し、先進

国の温室効果ガス排出量について法

的拘束力のある各国毎の数値目標を

設定した「気候変動に関する国際連

合枠組条約の京都議定書（京都議定

書）」が 1997 年に採択された。同議

定書は、2008 年～2012 年までの期

間（第１約束期間）において、先進

国全体で、基準年（原則 1990 年）比

で少なくとも５％の温室効果ガス排

出削減を求めており、我が国の削減

目標は６％となっている。

なお、気候変動枠組条約の構成国

と京都議定書の構成国の状況は、

図Ⅰ-1-2 の通りとなっている。

京都議定書のポイント

○先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘
束力のある数値目標を各国毎に設定。

○国際的に協調して、目標を達成するための仕組
み（京都メカニズム）を導入（共同実施、クリ
ーン開発メカニズム、国際排出量取引）

○途上国に対しては、数値目標などの新たな義務
は導入せず。

○数値目標
対象ガス：二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、

HFC、PFC、SF6
吸 収 源：森林等の吸収源による温室効果ガス吸

収量を算入
基 準 年：1990 年 (HFC､PFC､SF6 は、1995 年

としてもよい）
目標期間：2008 年から 2012 年
目 標：先進国全体で少なくとも５％削減を目

指す。各国毎の目標→日本▲６％、米
国▲７％、EU▲８％等。

※ 2005 年２月 16 日に発効
（環境省資料を基に当室作成）

（出所：環境省ＨＰ）

図Ⅰ-1-2 気候変動枠組条約の構成国と京都議定書の構成国
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(2013 年以降の枠組みに係る検討)

京都議定書では、第１約束期間の

後の排出量については規定されてい

ない。このため、2013 年以降の次期

国際枠組みについて、2007 年 12 月

にインドネシアのバリで開催された

気候変動枠組条約第13回締約国会議

（COP13）及び京都議定書第３回締

約国会合（COP/MOP３）において、

気候変動枠組条約の下にアドホッ

ク ・ ワ ー キ ン グ ・ グ ル ー プ

(AWG-LCA)2を設置し（京都議定書下

の AWG (AWG-KP) 3と併行して）、

2013 年以降の枠組みを 2009 年の

COP15 までに採択することが合意さ

れた。

(3) COP15 の結果

2009 年 12 月にデンマークのコペ

ンハーゲンで開催された COP15 及び

COP/MOP５は、当初、2013 年以降の

各国の削減義務を定めた文書の採択

が期待されていた。

しかし、事前の閣僚級準備会合や

国連の作業部会等において先進国側

と途上国側の主張には依然として大

きな隔たりがあったため、法的拘束

力のない政治合意を目指すこととさ

れた。ところが、途上国側は、経済

2 気候変動枠組条約の下の長期的協力について
話し合う特別作業部会

3 京都議定書附属書 B 改正について話し合う特
別作業部会(2005 年 11 月にカナダで開催された
COP11 及び COP／MOP １において、京都議定
書第３条９項に基づく先進国（附属書Ⅰ国）のさら
なる約束に関する検討が開始された。その際設
置されたのがこの作業グループである。

成長が制約されないよう日本やEU等

の先進国側のみが削減義務を負う京

都議定書の延長等を求めたため、一

時は政治合意すらも困難な状況に陥

った。

このような事態を打開するため、

日本、米国、EU 及び中国等 26 か国・

機関の首脳レベルの協議･交渉により

「コペンハーゲン合意」が作成され

たが、これも中米・アフリカの数か

国が作成過程の不透明さを理由に反

対したため採択には至らず、結果と

して「条約締約国会議として同合意

に留意する」ことが決定されるにと

どまっている。

コペンハーゲン合意では、先進国

の中期目標や途上国の削減行動につ

いて各国が条約事務局に提出するこ

となどが盛り込まれている（表Ⅰ

-1-2）。この他、森林の減少や劣化に

よる温室効果ガスの排出を削減する

取組（REDD）を進めること、途上国

のための能力開発や技術移転などに

ついても言及されている。

なお、AWG-LCA は、COP15 の後

に終了する予定であったが、AWG-KP

と共に作業が継続されることとなっ

ている。
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表Ⅰ-１-2 コペンハーゲン合意の主な内容

（環境省資料を基に当室作成）

(4) COP16 に向けた今後の国際交渉

COP16 は、本年（2010 年）11 月

～12 月にメキシコにおいて開催され

る予定である。本年中に AWG-LCA

及び AWG-KP が複数回開催される予

定であるが、Ｇ８や主要排出国を含

むＧ20 など首脳レベルの会合を始め

とした様々な機会を通じ、交渉が進

展することが期待される（図Ⅰ-1-3）。

なお、コペンハーゲン合意に基づ

き、先進国及び途上国は自国の削減

目標等の提出が求められているが、

条約事務局の発表によると１月末ま

でに削減目標等を提出した国は、米

国、中国、EU、インド等の主要排出

国を含む 55 か国であり、これらの国

のエネルギー使用による温室効果ガ

ス排出量は世界の排出量の 78％を占

めるという。

長 期
目 標

産業化以前からの気温上昇を２度以

内に抑える

先 進 国
の 中 期
目 標

各国の

数 値

目 標

2020 年の削減目標を条約

事務局へ2010年１月31日

までに提出（任意）

各国の

数 値

目 標

2020 年の削減行動を条約

事務局へ2010年１月31日

までに提出（任意）

途 上 国
の 削 減
行 動

検 証

方 法

支援を受けて行う削減行動

→国際的なＭＲＶ（測定・

報告・検証）の対象

自発的に行う削減行動

→国内検証を経た上で国際

的な協議の対象

資 金

全 体 の

拠 出 額 、

各 国 の

拠 出 額 ・

方 法

先進国は、2010～2012 年

の間に 300 億ドルの新規か

つ追加的な資金による支援

を共同して行い、2020 年ま

でには共同して年間 1,000

億ドルの資金動員目標を約

束する

合 意 の
実 施 状
況 の 検
証

2015 年までに合意の実施状況を評
価

（出所：環境省資料）

図Ⅰ-1-3 気候変動に関する主な外交日程
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6月 気候変動被害国ｻﾐｯﾄ(ｹﾆｱ･ﾅｲﾛﾋﾞ)

9月
国連総会
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11/13･14
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（横浜）

11月G20サミット
（韓国）
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6
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第32回補助機関
会合（SB32）
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追加のAWG-LCA, 
KPが開催される
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事
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6/25・26 G8サミット
(カナダ・ ムスコカ)
6/26･27 G20サミット
(カナダ・トロント)

5月(予定)
日中韓三カ国環境
大臣会合（ＴＥＭＭ）
（北海道）

4/20-22 気候変動及び母なる大地の権利に

関する世界人民会議（ボリビア）
6月 気候変動被害国ｻﾐｯﾄ(ｹﾆｱ･ﾅｲﾛﾋﾞ)

9月
国連総会
(米・ニューヨーク)

11/13･14
APEC首脳会議
（横浜）

11月G20サミット
（韓国）

11/29-12/10

COP16/CMP
6
（メキシコ・

カンクン）

5/31-6/11
第32回補助機関
会合（SB32）
AWG-LCA,KP(?)
（ドイツ・ボン）

4/9-11
AWG-LCA9
AWG-KP11
(ドイツ・ボン)

10月頃(予定)
COP準備会合
(メキシコ)

2/22・23
ﾋﾞｭｰﾛｰ会合
(ドイツ・ボン)

追加のAWG-LCA, 
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可能性がある。
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会合（東京）
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（名古屋）
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２ 我が国の動き

(1) 我が国のこれまでの主な取組

ア 京都議定書の削減約束達成に向

けた取組

(地球温暖化対策推進大綱の決定と地

球温暖化対策推進法の制定)

我が国では、平成９（1997）年の

京都議定書の採択を受け、同年12月、

内閣総理大臣を本部長とする地球温

暖化対策推進本部が内閣に設置され

るとともに、翌平成 10 年６月に、当

面の温暖化対策を示した「地球温暖

化対策推進大綱」が同推進本部によ

って決定された。

同年 10 月には、「地球温暖化対策

の推進に関する法律（以下「地球温

暖化対策推進法」という。）」が、地

球温暖化防止を目的とする世界最初

の法律として制定された。

(京都議定書の締結と京都議定書目標
達成計画の閣議決定）

その後、京都議定書の批准に向け、

平成14年５月に地球温暖化対策推進

法が改正され、京都議定書の国内担

保法として整備されるとともに、同

年６月我が国は京都議定書を締結し

た。

そして、平成 17（2005）年２月の

京都議定書の発効を受け、同年４月

に「京都議定書目標達成計画」が閣

議決定された。同計画では、我が国

の温室効果ガス６％削減約束の達成

に向け、温室効果ガス別に目標、対

策及びその実施スケジュールが明記

されるとともに、個々の対策におけ

る数値目標、排出削減見込量及び対

策を推進するための具体的施策が掲

げられ、これらに基づき各種の対策

が行われてきた。

図Ⅰ-2-1 改定京都議定書目標達成計画（閣議決定）の概要

（出所：環境省 HP）
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同計画は、その後、京都議定書の第

１約束期間開始の前年（平成 19

（2007）年）に同計画の評価・見直

しを行うとした地球温暖化対策推進

法の規定に基づいて見直しが行われ、

平成 20（2008）年３月に全面改定さ

れた。その概要は前頁の図Ⅰ-2-1 の

通りである。

同計画では、温室効果ガスの削減に

吸収源対策、京都メカニズム（概要に

ついてはコラム参照。）を含め、京都

議定書の６％削減約束の確実な達成

を図ることとしており、毎年各対策の

進捗状況を厳格に点検するとともに、

2009 年度には第 1 約束期間全体の排

出量見通しを示し、総合的に評価する

こととされ、必要に応じ、機動的に計

画を改定し、対策・施策を追加・強化

することとなっている。

イ 低炭素社会の構築に向けた取組

気候変動枠組条約の究極の目的を

達成するためには、世界全体の温室効

果ガスの排出量をまず減少基調に転

換させ、最終的には現在のレベルの半

分以下に減少させていくことが必要

であると言われている。このため、京

都議定書の削減約束達成に向けた動

きとともに、低炭素社会の構築に向け

た取組も開始された。

(美しい星 50（クールアース 50）から

福田ビジョンへ)

安倍元総理は、平成 19（2007）年

５月に、京都議定書の第１約束期間終

了後の 2013 年以降の次期枠組みづく

りにおける国際的議論を主導すべく、

「美しい星 50（クールアース 50）」

を提案した。これは、世界全体の温室

【コラム】京都メカニズム

「京都メカニズム」（Kyoto Mechanisms）とは、1997 年に採択された「京都議定書」
において定められた、温室効果ガス削減をより柔軟に行うための経済的メカニズムであ
る。

京都議定書では、先進国による温室効果ガスの排出量削減の数値目標が定められてい
る。しかし、日本などの国では、すでにエネルギー使用効率がかなり高く、これらの数
値目標を国内のみで達成することは困難と言われており、また、効率改善の余地の多い
国で取組を行ったほうが、経済的コストも低くなることから、他国内での削減実施に投
資を行うことが認められている。対象国・活動の種類により、以下の３つのメカニズ
ムが規定されている。

国際排出量取引

[京都議定書 17 条]

各国の削減目標達成のため、先進国
同士が排出量を売買する制度

共同実施 （JI）

[京都議定書６条]

先進国同士が共同で事業を実施し、そ
の削減分を投資国が自国の目標達成
に利用できる制度

クリーン開発メカニズム（CDM）

[京都議定書 12 条]

先進国と途上国が共同で事業を実施
し、その削減分を投資国（先進国）が自
国の目標達成に利用できる制度

（出所：京都メカニズム情報プラットホーム HP）
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効果ガス排出量を現状に比して 2050

年までに半減するとの世界共通の長

期目標等を提示したものである。

その後、平成 20（2008）年のＧ８

北海道洞爺湖サミットにおいて、福田

元総理は、我が国が地球温暖化対策で

リーダーシップを発揮するための包

括的な政策方針である「『低炭素社

会・日本』をめざして」（「福田ビジョ

ン」）を発表し、我が国としての温室

効果ガス削減の長期目標を初めて明

示した。福田ビジョンでは、2050 年

までに温室効果ガスを現状比で 60～

80％削減すること等が宣言された。ま

た、平成 20 年７月には、地球温暖化

防止の国内対策を盛り込んだ「低炭素

社会づくり行動計画」が閣議決定され

ている。

(麻生前内閣における「低炭素革命」

と温室効果ガス排出削減の中期目標

の設定)

2009 年１月、サブプライムローン

問題や、リーマンブラザース証券破綻

のショックによる世界同時不況下に

おいて、米国で、黒人初の大統領であ

るオバマ大統領が就任した。大統領は、

環境対策と経済活性化の両立を目指

すグリーン・ニューディール政策を推

し進めており、世界的にこの政策に注

目が集っていた。

こうした中、麻生前総理は、平成

21 年 4 月に経済危機対策を示し、そ

の成長戦略の１つとして「低炭素革

命」を位置付けた。対策には、低炭素

革命の実現に向け、太陽光、低燃費車、

環境・エネルギー技術の開発・導入促

進等が掲げられており、第 1 次補正予

算に、小中学校を初めとする公的施設

への太陽光発電パネルの導入（スクー

ルニューディール）やエコポイントを

活用した省エネ家電の買いかえ促進

等の施策が盛り込まれた。

なお、同月、斉藤前環境大臣は、必

要とされる環境対策を思い切って実

行することにより、直面する環境問題

に対処するとともに、現下の経済危機

を克服し、我が国の将来の経済社会を

強化しようとする｢緑の経済と社会の

変革｣をとりまとめている。

また、麻生前総理は、ポスト京都の

交渉期限である COP15 を念頭に、そ

れまで設定されていなかった我が国

の中期目標の検討に着手した。

この検討は、「地球温暖化問題に関

する懇談会」の下に、分科会として設

置された「中期目標検討委員会」にお

いて平成 20 年 11 月から開始され、

モデル分析等を行うなど科学的、理論

的に行われるとともに、地球温暖化問

題の解決、経済成長、資源・エネルギ

ー問題が両立するよう総合的な観点

から判断され、検討会の案としては中

期目標の６つの選択肢が示された。こ

の案を踏まえ「地球温暖化問題に関す

る懇談会」の議論を経て、平成 21 年

６月、麻生前総理は、我が国の温室効

果ガス排出削減の中期目標として、

2020 年までに 2005 年比 15％減とい
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う数値目標を発表した。

この中期目標は、海外から購入する

クレジット等を含まない、国内におけ

る削減努力を積み上げたいわゆる真

水の目標であり、COP15 を控え、本格

的な国際交渉に向けた第一歩である

とされた。他方、1990 年比では８％

の削減に過ぎず、科学の要請に応えた

削減目標とはいえないことや、EU は

1990年比20％削減目標をさらに先進

国間での合意の下で、30％まで拡大し

ようとしていたことから、国際社会か

らは到底受け入れられないとの批判

もなされた4。

(国会の動き)

政府における動きの一方で、国会に

おいても低炭素社会の構築に向け、地

球温暖化対策に係る基本的な法律の

必要性が認識され、平成 21 年４月に

は民主党等から「地球温暖化対策基本

法案」が、同年７月には自由民主党及

び公明党から「低炭素社会づくり推進

基本法案」が国会に提出されるなどの

動きがあった5。

(2) 1990年比25％削減目標の世界に向け

た発信

4 浅岡美恵 気候ネットワーク代表「日本の『８％削
減』中期目標 このままでは国際社会から孤立す
る」（平成 21 年６月 10 日）
（ http://www.kikonet.org/iken/kokunai/2009-06-
10.html）

5 いずれも第 171 回国会に提出された法案で、衆
議院解散により未付託未了となり廃案となっている。
「地球温暖化対策基本法案」は参法第 19 号(提出
会派：民主党・新緑風会・国民新・日本)、「低炭素
社会づくり推進基本法案」は衆法第 48 号(提出会
派：自由民主党、公明党) である。

(鳩山総理の国連演説)

2009 年９月 22 日、国連気候変動首

脳会合における演説で、鳩山総理は、

1990年比25％削減という我が国の温

室効果ガス削減の中期目標を表明し、

また、途上国支援として「鳩山イニシ

アティブ」を発表した。

(COP15 とコペンハーゲン合意)

その後、COP15 での交渉においても、

鳩山総理及び小沢環境大臣等は、すべ

ての主要排出国が参加する公平で実

効性のある枠組みの構築と野心的な

目標の合意を前提に、我が国は 2020

年までに 1990 年比 25％の温室効果

ガス排出削減を目指すことを表明し

ている。このほか、「鳩山イニシアテ

ィブ 」の具体化として、2012 年末ま

での３年間で官民合わせて１兆 7,500

億円（約 150 億ドル）の支援の実施も

表明している。

また、このコペンハーゲン合意に従

って、本年(2010 年)１月 26 日には、

我が国の排出削減目標として、すべて

の主要国による公平かつ実効性のあ

る国際枠組みの構築及び意欲的な目

標の合意を前提とし、1990 年を基準

年として 25％削減という目標が気候

変動枠組条約事務局に提出されてい

る。

(3) 温室効果ガス排出削減の中期目

標達成に向けた国内の動き

(チャレンジ 25)

鳩山総理の国連演説では、1990 年
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比25％削減の中期目標の実現に向け、

国内排出量取引制度や再生可能エネ

ルギーの固定価格買取制度の導入、地

球温暖化対策税の検討を始めとした

あらゆる政策を総動員していく考え

が示された。これを受け、政府はこの

目標を達成するための政策を「チャレ

ンジ 25」と名付け、取り組んでいく

こととしている。

このうち、温暖化防止のための国民

的運動については、これまで行われて

きた「チーム・マイナス６％」を、よ

り CO２削減に向けた運動へと生まれ

変わらせ、「チャレンジ 25 キャンペー

ン」と銘打って、本年 1 月から展開し

ている(図Ⅰ-2-2)。

図Ⅰ-2-2 チャレンジ25キャンペーンが推進す

る６つのチャレンジ

（出所：チャレンジ 25 ＨＰ）

また、これらの政策の位置付けや基

本的な方向性を明らかにする法律の

制定が必要であるとし、「地球温暖化

対策の基本法」に関し国民に意見募集

も行われた。

（新成長戦略）

他方、平成 21 年 12 月 30 日に閣

議決定された新成長戦略（基本方針）

においても、グリーン・イノベーショ

ンによる環境・エネルギー大国戦略が

掲げられ、「環境・エネルギー大国」

を目指すため、あらゆる政策を総動員

した「チャレンジ 25」の取組を推進

することとしている。

(第 174 回国会の鳩山総理の施政方針

演説）

このような流れを受け、平成 22 年

１月 29 日に行われた鳩山総理の施政

方針演説においては、温室効果ガスを

2020 年に 1990 年比で 25％削減する

との目標が示されるとともに、日本の

誇る世界最高水準の環境技術を最大

限に活用した「グリーン・イノベーシ

ョン」の推進による「成長」が表明さ

れた。そして、地球温暖化対策基本法

を策定し、環境・エネルギー関連規制

の改革と新制度の導入を加速すると

ともに、『チャレンジ 25』によって、

低炭素型社会の実現に向けたあらゆ

る政策を総動員する旨が表明されて

いる。

(地球温暖化対策に係る中長期のロー

ドマップの検討）

政府は、地球温暖化対策について、

中期的には温室効果ガス排出量を

2020 年までに 1990 年比 25％削減

する目標を掲げており、また、長期的

には、2009 年 11 月に日米両国首脳

の間で合意された「気候変動交渉に関

する日米共同メッセージ」において、
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2050 年までに自らの排出量を 80％

削減することを目指すこととしてい

る。

この長期的視点を含めた中期目標

達成のためには、いつ、どのような対

策・施策を実施していくことが必要か

というロードマップを策定する必要

があることから、目標達成のための対

策・施策のパッケージを政府として検

討していくに当たり、専門的・技術的

観点からの具体的な提案を行うこと

を目的として、「地球温暖化対策に係

る中長期ロードマップ検討会」が環境

省に設置され検討が行われている。な

お、「地球温暖化対策に係る中長期ロ

ードマップ」については、小沢環境大

臣の試案が、本年２月 17 日の環境省

政策会議で示されている。

同時に、地球温暖化に関する閣僚委

員会の副大臣級検討チームが設けら

れ、地球温暖化対策基本法案の提出に

合わせる形で、ロードマップの取りま

とめが行われるよう、政府としての検

討が開始されている。

（参考） 地球温暖化問題への取組の経緯

年 国 際 国 内

COP３開催（京都）京都議定書採択（12 月）1997

（平成９） 12 月 地球温暖化対策推進本部設置

1998

（平成 10）

6 月
10 月

地球温暖化対策推進大綱（旧大綱）決定
地球温暖化対策の推進に関する法律成立

2002

（平成 14）

3 月
5 月
6 月

新しい地球温暖化対策推進大綱決定
第 1 次改正地球温暖化対策推進法成立
京都議定書締結

京都議定書発効（2 月 16 日）
4 月 京都議定書目標達成計画閣議決定

温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナス６％」が発足

2005

（平成 17）

COP11、COP/MOP１開催（モントリオール）（11～12 月）
IPCC 第４次評価報告書（統
合報告書）採択

5 月 安倍元総理が「美しい星 50（クールアース 50）」発表2007

（平成 19）
COP13、COP／MOP3 開催（バリ）「バリ・ロードマップ」採択（12 月）

1 月 福田元総理はダボス会議において、クールアース」推進構想を発表
3 月 経済産業省「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」策定

京都議定書目標達成計画全面改定

京都議定書の第１約束期
間（2008 年～2012 年）開
始(我が国については 4 月
から) ６月 福田元総理「低炭素社会・日本をめざして」（福田ビジョン）公表

2008

（平成 20）

Ｇ８洞爺湖サミット（７月）
４月 麻生前総理は経済危機対策に「低炭素革命」を位置付ける（スクールニュ

ーディール・エコポイント等開始）

Ｇ８ラクイラサミット（７月）
6 月 麻生前総理が、温室効果ガス排出削減の中期目標発表（1990 年比△８％、

2005 年比であれば△15％）
９月 鳩山総理は、国連の気候変動サミットにおける演説において、1990 年比

25％削減を発表
10 月

11 月

鳩山総理は、第 173 回国会における所信表明演説で、25％削減という中
期目標を達成するための行動を「チャレンジ 25」と名付け、あらゆる政
策を総動員して推進していくことを述べる。
「気候変動交渉に関する日米共同メッセージ」（2050 年までに 80％削減
で合意）

COP15、COP／MOP5 開催（コペンハーゲン）「コペンハーゲン合意」（12 月）

2009

（平成 21）

12 月 新成長戦略（基本方針）閣議決定（グリーン・イノベーションによる環境・
エネルギー大国戦略が掲げられる）

コペンハーゲン合意に基づく排出削減目標あるいは削減行動の提出期限（１月末）2010

（平成 22） COP16、COP／MOP6（メキシコ）（11～12 月予定）

（各種資料に基づき当室作成）
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３ 温室効果ガスの排出状況

(1) 世界の CO２排出状況

世界の CO２排出状況を国別にみる

と、2007 年には、これまでトップで

あった米国を抜き中国が世界第 1 位

（21.0％）となっている。またインド

も日本の排出量を超えるなど、新興

国の排出量の増加が顕著となってい

る（図Ⅰ-3-1）。

また、排出量の多い国について人

口１人当たりの排出量をみると、米

国等の先進国がいまだその上位を占

め、途上国の数倍を排出している国

がある。しかし京都議定書で途上国

と位置付けられている中国は、既に

世界の平均排出量を上回り、先進国

に肩を並べつつある（図Ⅰ-3-2）。

図Ⅰ-3-1 世界のエネルギー起源 CO２排出量（2007 年）

※EU15ヶ国は、COP3（京

都会議）開催時点での加盟

国数である

出典：IEA「KEY WORLD

ENERGY STATISTICS」2009

を基に環境省作成

（出所：環境省ＨＰ）
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図Ⅰ-3-2 １人当たりの年間 CO２排出量（2006 年）
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なお、京都議定書において削減義

務が課されている国の排出量（エネ

ルギー起源の CO２排出量）をみると、

2007 年では世界全体の排出量の

28.2％しか占めていない（図Ⅰ-3-3）。

このことから、実効性のある地球温

暖化対策のためには、京都議定書に

参加していない、あるいは参加して

も削減義務を負っていない国々の取

組がいかに重要であるかが分かる。

(2) 我が国の温室効果ガス排出状況

平成 20（2008）年度の我が国の温

室効果ガス総排出量（速報値）は、

約 12 億 8,600 万 t（CO２換算）と京

都 議 定 書 の 基 準 年 の 総 排 出 量 を

1.9％上回っている。これは、金融危

機の影響による景気後退に伴い各部

門のエネルギー需要が減少したこと

等から 2007 年度と比べると 6.2％の

減少になるが、柏崎刈羽原子力発電

所（新潟県）の停止等により原発の

稼働率が 60％程度に落ち込み、その

分を石炭火力発電等に頼らざるを得

ないこと等が影響し、基準年の総排

出量を上回る結果となったものであ

る（図Ⅰ-3-4）。

また、温室効果ガス排出量のうち

約 95％を占める CO２についてその内

訳を見ると、家庭からの排出は CO２

排出量のうち約２割であり、残る８

割は企業や公共部門からの排出であ

ることが分かる(図Ⅰ-3-5)。

我が国が京都議定書の第１約束期

間内に削減約束を達成するためには、

合わせて 7.9％（削減約束の６％＋

1.9％）の温室効果ガスを削減する必

要がある。このうち、我が国は京都

議定書に基づいて我が国に認められ

た措置として、森林吸収源対策で

3.8％、京都メカニズム（共同実施、

クリーン開発メカニズム、排出量取

引）で 1.6％の確保を目標としている

が、仮に、これらの削減分が確保さ

れたとしても、なお、差し引き 2.5％

の温室効果ガスの実質的な排出削減

が必要とされる。

今後、京都議定書の削減目標より

もさらに厳しい 1990 年比 25％削減

という意欲的な中期目標を達成する

ためには、より一層厳しい削減努力

が必要となると考えられる。

出典：IEA「CO2 EMISSIONSFROMFUELCOMBUSTION」2009

EDITIONを基に環境省作成

(出所：環境省ＨＰ)

図Ⅰ-3-3

世界のエネルギー起源CO２排出量（2007年）に
占める京都議定書義務付け対象の割合
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（出所：環境省「2008 年度（平成 20 年度）の温室効果ガス排出量（速報値）について」）

図Ⅰ-3-5 平成 21(2008)年 CO２排出量の内訳

（出所：環境省「2008 年度（平成 20 年度）の温室効果ガス排出量（速報値）について」)

図Ⅰ-3-4 温室効果ガス排出量の推移
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Ⅱ 25％削減に向けた取組の現状と課題

１ 国際交渉をめぐる課題

２ 国内排出量取引制度の在り方

３ 地球温暖化対策税の在り方

４ 再生可能エネルギーの活用の在り方

５ その他



(1)国際交渉の現状

ア 中期目標を取り巻く状況

中期目標の意義及び国際合意

中期目標とは、通常、2020 年までの

各国の温室効果ガスの削減目標のこと

をいう。削減の基準年については我が国

及び EU 等が 1990 年、米国や中国等が

2005 年など様々である。中期目標は、

京都議定書の第一約束期間（2008 年～

2012 年）に続く 2013 年以降の温室効

果ガス削減に向けた取組の基礎となる

ものであり、産業化以降の地球上の平均

気温の上昇を２℃以内に抑えるために

2050 年までに世界全体で温室効果ガス

を半減、先進国で 60～80％削減すると

いう長期目標の通過点となるものとし

ても重要である。

Ⅰで述べたとおり、国連気候変動首脳

会合や COP15 の場において、我が国は、

25％削減目標を表明してきた。

(ｱ) COP15 における中期目標の取扱い

2009 年 12 月の COP15 において我が

国は、温室効果ガスの 1990 年比 25％

削減目標を掲げ、米国や中国等の先進

国・新興国のさらなる削減努力を促すと

ともに、途上国支援のための鳩山イニシ

アティブを表明するなど、政治的合意に

向け、交渉をリードしようと努めた。

しかし、議長国デンマークの議事運営

に対する途上国側の不信感や、一部の新

興国の強硬な交渉姿勢などから、2007

年の COP13 において合意された「2013

年以降の次期国際枠組みに関する合意

の採択」は行えず、法的拘束力のない政

治合意であるコペンハーゲン合意を

“take note（留意する）”という結果と

なった。

「コペンハーゲン合意」には、先進

国・新興国が掲げる温室効果ガス削減の

中期目標の数値は書き込まれなかった

が、先進国は排出削減目標を、途上国は

削減行動を、2010 年 1 月末までに合意

の付表に記入するため、国連気候変動枠

組条約事務局（以下「条約事務局」とい

う。）に提出することとされた。

(ｲ) 25％削減目標の提出と国内対策

「コペンハーゲン合意」に基づき、我

が国は、条約事務局に対して「（1990

年比）25％削減」という中期目標を提

出した。今後、政府は、その実現に向け、

国内において実際に削減に当たる国民

及び産業界を交えて、そのメリット・デ

メリットに関する議論を十分に尽くす

とともに、その実現の方策について検討

１ 国際交渉をめぐる課題

鳩山総理の COP15 における演説（首相官邸 HP）
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図Ⅱ-1-1 次期枠組みをめぐる構図

削減目標の義務化を要求

「南々支援」を強化

より厳しい削減目標と

途上国支援を要求

温暖化対策の検証可能化

（透明化）を要求

先 進 国

ＢＡＳＩＣ（新興国）グループ

（中国、インド、ブラジル、南ア

フリカ等） 
ＢＡＵ比（何も対策を取らなかっ

た場合との比較）やＧＤＰ当たり

の削減目標を掲げるが、義務

化には反対。

日本

すべての主要排出国の

参加による意欲的な目

標への合意を条件に

1990 年比▲25％。

ＥＵ

1990 年比▲20％、他国が相当

の貢献を約束すれば▲30％。排

出量取引市場の安定のため、

次期枠組みの早期合意を望む。

米国

2005 年比▲17％。

地球温暖化対策法案の成立を

目指す。新議定書の早期採択

にも反対。

（朝日新聞 2010.2.3 を参考に当室作成）

気候変動の悪影響に脆弱な

途上国に対する支援

支援を要求

AOSIS（島嶼国）グループ（ツ

バル、グレナダ、フィジー等） 
海面上昇など温暖化による

被害への危機感から新議定

書の早期採択を要求。

し、明確な方針及び行程表を国民に対し

て示す必要があるとされる。なお、政府

は、国内削減分である、いわゆる真水の

割合及び 25％削減目標の実現に必要な

具体策を盛り込んだ行程表について現

在、検討中であり、３月にはその詳細が

明らかになるとされている。

(ｳ) 各国の中期目標の提出と今後の交渉

2010 年２月、条約事務局は、コペン

ハーゲン合意に基づき１月末までに削

減目標等を提出した国は、米国、中国、

ＥＵ、インド等の主要排出国を含む 55

カ国であること及びこれらの国でエネ

ルギー使用による世界の温室効果ガス

排出量の 78％を占めることを発表した。

今後、我が国は、交渉戦略を早期に固

め、2010 年 11 月～12 月にメキシコに

おいて開かれる COP16 に臨む必要があ

る（図Ⅱ-1-1）。

主要排出国の 2020 年までの削減目

標・行動の状況は図Ⅱ-1-2 のとおりで

ある（参考１、２）。

なお、国連環境計画（UNEP）は、2010

年２月、これまでに各国が条約事務局に

提出した目標を基に計算すると、2020

年までに数十億トンの削減不足が生じ、

平均気温の上昇を「産業化以前に比べて

２℃以内」に抑えるのは困難とする報告

書を発表し、各国に対し、排出削減に向

けたより積極的な行動を呼びかけてい

る。
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＜参考１＞ 先進国の削減目標

国名 2020 年の排出削減量 基準年

米国

・17％程度削減、ただし、最終的な目標は成立した法律に照らして事務局に対して通報
されるとの認識。審議途中の法案における削減経路は、2050 年までには 83％排出を
削減するとの目標に沿って、2025年には30％削減、2030年には42％削減を課してい
る。

2005

ＥＵ
・20％/30％削減、2013 年以降の期間の世界全体の包括的な合意の一部として、他の
先進国・途上国がその責任及び能力に応じて比較可能な削減に取り組むのであれば、
2020 年までに 1990 年比で 30％減の目標に移行するとの条件付きの提案。

1990

ロシア
・15-25％、人為的排出の削減に関する義務の履行への寄与の文脈におけるロシアの森
林のポテンシャルの適切な算入、すべての主要排出国による温室効果ガスの人為的排
出の削減に関する法的に意義のある義務の受入れを前提。

1990

日本
・25％削減、ただし、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築及
び意欲的な目標の合意を前提とする。

1990

カナダ ・17％削減、米国の最終的な削減目標と連携する。 2005

豪州

・５％から 15％又は 25％削減、大気中の温室効果ガスのレベルを 450ppm 又はそれ以
下に安定化させることのできる野心的な世界全体の合意がなされる場合は、2020 年ま
でに 2000 年比で 25％の削減を行う。また、条件なしに 2020 年までに 2000 年比５％
の削減を行うとともに、世界全体の合意が 450ppm での大気安定化に満たない場合であ
っても、主要途上国が実質的に排出を抑制することを約束し、先進経済国が豪州の目
標と比較可能な約束を行う場合には、2020 年までに 2000 年比で 15％の削減を行う。

2000

（環境省資料を基に当室作成）

図Ⅱ-1-2 主要排出国の 2020 年までの削減目標・行動の状況

（各種資料等を基に当室作成）

米国

▲17%

（2005 年比）

豪州

▲5%/▲15%/▲25%

（2000 年比）

ロシア

▲15%～25%

（1990 年比）

ブラジル

▲36.1%～38.9%

（BAU 比）

南アフリカ

▲34%

（BAU 比）

インド

▲20%～25%

（GDP 当たり）

メキシコ

▲30%

（BAU 比）

ＥＵ

▲20%/▲30%

（1990 年比）

カナダ

▲17%

（2005 年比）

インドネシア

▲26%

（BAU 比）

※BAU 比：何も対策を取らなかった場合（business as usual）との比較。
※GDP 当たり：GDP(国内総生産）が増加すれば、CO２排出量は逆に増えるとされる。

日本

▲25%

（1990年比）

韓国

▲30%

（BAU 比）

・・・先進国

・・・新興国

中国

▲40%～45%

（GDP 当たり）
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＜参考２＞ 新興国の削減行動

国名 国内的に適当な緩和のための行動

中国
・2020 年の GDP 当たりの CO２排出量を 2005 年比で 40～45％削減。

・2020 年までに非化石エネルギーの割合を 15％、2020 年までに 2005 年比で森林面積
を 4 千万ヘクタール増加等。これらは自発的な行動であり、法的拘束力を持たない。

インド ・2020 年までに GDP 当たりの排出量を 2005 年比 20～25％削減（農業部門を除く）。

・削減行動は自発的なものであって、法的拘束力を持たない。

韓国 ・温室効果ガスの排出量を追加的な対策を講じなかった場合（BAU）の排出と比べて 2020
年までに 30％削減。

メキシコ

・世界全体の合意の一部として先進国から十分な資金及び技術支援が得られることを前提
に、温室効果ガス排出量を 2020 年までに BAU 比で 30％削減。

・メキシコは、すべてのセクターにおける適切な削減・適応行動を含めた気候変動特別プロ
グラムを 2009 年に採択しており、その完全な実施により 2012 年までに排出量を BAU 比
で 5100 万トン（CO２換算）削減できる。

南アフリカ

・2020 年までに BAU 比で 34％、2025 年までに BAU 比で 42％の排出削減。

・これらの行動には先進国からの技術・資金・キャパシティ・ビルディング（能力開発）の支援
が必要であることから、COP16（メキシコ）において条約及び議定書の下での野心的、公
平、効果的かつ拘束力のある合意が必要である。

・技術・資金・キャパシティ・ビルディングの支援があれば、南アフリカの排出量は2020年か
ら 2025 年の間にピークアウトし、10 年程度安定し、その後減少に転じる。

インドネシア

・2020 年までに BAU 比で 26％削減。

・具体的な行動として、湿地管理、森林減少速度の緩和、森林・農地による炭素吸収、エ
ネルギー効率改善、代替エネルギー源の開発、固定・液体廃棄物の発生抑制、低炭素
型の交通へ移行。

ブラジル

・2020 年までに BAU 比で 36.1-38.9％削減。

・具体的な行動として、熱帯雨林の劣化防止、セラード（サバンナ地域の植生の一種）の劣
化防止、穀倉地の回復、エネルギー効率の改善、バイオ燃料の増加、水力発電の増加、
エネルギー代替、鉄鋼産業の改善等。

（環境省資料を基に当室作成）

イ 長期目標を取り巻く状況

長期目標に関する国際合意

Ⅰで述べたとおり、気候変動による深

刻な被害を防ぐためには、産業化以降の

気温上昇を２℃以内に抑える必要があ

るとの認識が国際的に共有されるよう

になってきている。

(ｱ) Ｇ８サミットにおける合意

2008 年７月のＧ８北海道洞爺湖サミッ

トにおいては、「2050 年までに世界全

体の排出量の少なくとも 50％の削減を

達成するというビジョンを、UNFCCC の

すべての締約国と共有」することが首脳

宣言に盛り込まれた。

2009 年７月のＧ８ラクイラ・サミッ

ト（イタリア）の首脳会議においては、

「2050 年までに世界全体の排出量の少

なくとも 50％の削減を達成するとの目

標を全ての国と共有することを改めて

表明する」と、洞爺湖サミットの合意を

再確認した。また、先進国全体では、
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「（1990 年又はより最近の複数の年と

比して）50 年までに 80％、又はそれ以

上、削減するとの目標を支持する」とさ

れた。また、「工業化以前の水準からの

世界全体の平均気温が２℃を越えない

ようにすべきとする広範な科学的見地」

も認識された。

Ｇ８サミットと同時に開催され、中国、

インド、韓国等の新興国も参加して行わ

れた「エネルギーと気候に関する主要経

済国フォーラム（MEF）」においても、「産

業化以前の水準からの世界全体の平均

気温の上昇が２℃を超えないようにす

べきとの科学的見解を認識する」ことが、

首脳宣言に盛り込まれた。

(ｲ) コペンハーゲン合意における長期目標

2009年12月のCOP15において“take

note（留意）”されたコペンハーゲン合

意においては、これまでのＧ８首脳会議

において共有されてきた「世界全体で

2050 年までに 50％削減」あるいは「先

進国全体で 2050 年までに 80％削減」、

といった具体的な数値目標は盛り込ま

れなかったが、「気温上昇を２℃以内に

抑えるべきとの科学的見解を認識」する

ことは盛り込まれた（表Ⅱ-1-1）。

2050 年までの長期目標
国際会議名

世界全体 先進国全体

産業化以降の世界の気温上昇を２℃

以内に抑制するとの科学的見解

G8 北海道洞爺湖

サミット (2008.7)

世界全体の排出量の少

なくとも 50％を削減。

― ―

G8 ラクイラ・サミット

（2009.7）

世界全体の排出量の少

なくとも 50％を削減。

80％又はそ

れ以上削減。

工業化以前の水準からの世界全体の平

均気温が２℃を越えないようにすべきとす

る広範な科学的見地を認識。

エネルギーと気候

に関する主要経済

国フォーラム（MEF）

（2009.7）

（世界全体の排出を相当

の量削減するという目標

を 設 定 す る た め に

COP15に向け取り組んで

いく。）

―

産業化以前の水準からの世界全体の平

均気温の上昇が２℃を超えないようにす

べきとの科学的見解を認識。

コペンハーゲン合意

(COP15) （2009.12）
― ―

世界全体の気温の上昇が２℃より下にと

どまるべきであるとの科学的見解を認識。

表Ⅱ-1-1 最近の国際会議における長期目標に関する合意

（外務省資料等を基に当室作成）
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(ｳ) 我が国及び各国の長期目標

鳩山総理は、2009 年 11 月６日の参

議院予算委員会において、従来の 2050

年までに 60％以上削減という我が国の

長期目標を引き上げ、2050 年までに

80％の削減を目指すことを初めて明ら

かにした6。

さらに、11 月 13 日のオバマ米国大

統領との首脳会談後に「気候変動交渉に

関する日米共同メッセージ」を発表し、

日米両国は、「2050 年までに、自らの

排出量を 80％削減することを目指すと

ともに、同年までに世界全体の排出量を

半減するとの目標を支持する」とした。

なお、これまでに各国の発表した

2050 年までの長期目標は、表Ⅱ-1-2

のとおりである。

表Ⅱ-1-2 各国の長期目標

国名 基準年 削減

率

決定経緯

米国 2005 83％
ホワイトハウス発表

（2009.11.25）

ＥＵ ― ―
EU環境相理事会の合意

は、先進国全体で 1990

年比 60～80％削減

英国 1990
80％

以上

英 国 気 候 変 動 法

（2008.11）

ﾌﾗﾝｽ 1990 75％
環 境 グ ル ネ ル 法

（2009.2）

日本 1990 80％
日米共同メッセージ

（2009.11）

カナダ 2006
60～
70％

豪州 2000 60％

ﾉﾙｳｪｰ ― ―
2050 年までにカーボ

ンニュートラルを達成

6 麻生前総理は、世界全体の排出量について今後10

～ 20 年の間にピークアウトさせ、2050 年に少なくとも

半減させること及び日本の長期的な排出量について

2050年までに60～ 80％削減するという目標を掲げて

いた。

ウ 途上国支援

(ｱ) 途上国における温室効果ガス削減の

ための支援の重要性

世界全体の温室効果ガス排出量に占

める途上国の排出量の比率は、1990 年

の 34％から、2005 年には 50％と増加

しており、今後も大幅な増加が見込まれ

ている。そのため、地球規模で気候変動

対策に取り組むためには、先進国だけで

はなく、途上国においても温室効果ガス

を削減することが必要不可欠である。

なお、途上国において温室効果ガスを

削減するために要する費用は、先進国に

おいて追加的に削減を行うよりも安く

て済むため、地球規模での削減を進める

上で、途上国における削減は効率的であ

るとされる。

途上国の多くは、温暖化対策を行うこ

とによる経済発展への悪影響を懸念し

ている。そのため、先進国は、途上国に

対して技術・資金面において、途上国が

温暖化対策を行いつつ経済成長を遂げ

られるように支援する必要がある。

(ｲ) 気候変動による悪影響に途上国が適

応するための支援の必要性

途上国・最貧国ほど、気候変動による

悪影響に対して脆弱である。そのため、

気候変動に起因する自然災害への対応

や生物多様性の保全など、途上国が気候

変動に適応するための技術・資金的支援

が必要となっている。

(ｳ) コペンハーゲン合意における支援

約束の状況

コペンハーゲン合意においては、短期

資金として、先進国は途上国に対して、

（平成 21 年 12 月 7 日現在。環境省資料を基に当室作成）
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2010 年～2012 年の３年間で 300 億ド

ルの新規で追加的な支援を、長期資金と

して、2020 年までに年間 1000 億ドル

の資金を共同で調達することを目指す

ことが合意された。

我が国は、COP15 において、「鳩山イ

ニシアティブ」として、官民合わせて

150 億ドル（うち公的資金 110 億ドル）

の支援を発表した。この発表は、各国首

脳・閣僚が参加する COP15 のハイレベ

ル会合においても歓迎された。

なお、COP15 において先進国が表明

した途上国支援の規模及び使途等は、表

Ⅱ-1-3 のとおりである。

(2) 今後の主な課題

ア 温室効果ガス 25％削減の中期目標

の在り方に係る課題

(ｱ) 「25％」の妥当性

政府の掲げる温室効果ガスを 2020

年までに 1990 年比で「25％」削減する

という中期目標については、これに肯定

的な見解と否定的な見解がある。

○肯定的な見解

25％削減目標に対して肯定的な見解

は、産業化以降の世界の平均気温の上昇

を２℃以内に抑え、我が国が 2050 年ま

でに 60～80％以上の温室効果ガスの削

減を行うためには、早期に必要な政策を

決定し、民間の投資を促すことが重要で

あり、また、技術開発、意識改革、経済

構造の転換が早く進めば、その分、環境

技術でも政策作りでも世界をリードで

き、結果的には低コストで長期目標の達

成が可能になるとする。

さらに、25％削減目標の実現のため

に地球温暖化対策税、国内排出量取引制

度、再生可能エネルギーの固定価格買取

制度及び省エネ規制の強化等の施策を

実施することにより、将来性のある産業

の発展や雇用の拡大、エネルギー自給率

の向上、農山村地域の活性化など様々な

メリットをもたらすとの意見がある。そ

の他、気候変動リスクや将来の化石燃料

の価格高騰のリスクを見据えて低炭素

社会の構築を行うために 25％削減目標

の実現を図るべきとする意見もある。

表Ⅱ-1-3 COP15 において先進国より表明され

た途上国支援の概要

日

本

・2012 年末までの約３年間で約１兆 7,500
億円（約 150 億ドル）、うち公的資金は
１兆 3,000 億円（約 110 億ドル）規模の
支援を実施。

・日本の優れた技術や知見を積極的に活用
した途上国の削減行動の支援や、途上国や
島しょ国の適応プロジェクトやキャパシ
ティ・ビルディングへの支援を強化。

・すべての主要国による公平かつ実効性の
ある国際的枠組みの構築と、すべての主要
国の参加による意欲的な目標への合意が
条件。

Ｅ

Ｕ

・年間 24 億ユーロ（３年間で 72 億ユーロ
=約 100 億ドル）を、脆弱な途上国や後発
開発途上国に重点をおき、適応、森林分野
を含めた緩和及びキャパシティ・ビルディ
ングのために支出。

米

国

・途上国支援の具体的内容については、現
在上院で審議中のため未定。

・クリントン米国国務長官は、COP15 中の
記者会見において、途上国の温暖化対策の
ための資金援助として、先進国が連携して
年間 1000 億ドル（約９兆円）を拠出する
仕組みを2020年までに作ることを目指す
用意があると発表。

・すべての主要排出国が削減を着実に進め
ているかどうかを検証する仕組みの構築
が支援の条件。

（環境省資料及び朝日新聞 2009.12.18 を基に当室作成）
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○否定的な見解

25％削減目標に否定的な見解は、気

候変動に関する国際交渉において我が

国のみが高い目標を掲げることは適当

ではないとする。また、国内の家計・産

業の負担が大きくなることなどから、

25％削減目標については、その撤回を

含めて見直すべきであるとする。

この意見は、以下のように国際関係を

理由とするものと、国内への影響を理由

とするものに大別される。

＜国際関係を理由とするもの＞

①日本の排出量はわずか４％

日本の CO２排出量は、世界全体の排出量の

４％に過ぎず、国民が一丸となって国内の排出

削減に取組んでも、地球規模での削減には貢献

できない。

②各国は自国の国益を最優先に考える

我が国が「地球益」を考えた意欲的な目標を

掲げても、各国は温暖化交渉において自国の国

益を最優先に考えており、日本の野心的な目標

に影響されて一層の努力をすることはない。

③国際交渉の手法の変化

高い目標値を掲げることで環境対策に熱心な

ことを示し、交渉をリードするという手法は、

既に国際的に意味をなさなくなってきている。

④日本は排出権購入の「お客様」

我が国が経済合理的な削減余地を大幅に上回

る目標を掲げても、各国からは排出権を購入し

てくれる「いいお客様」扱いされるだけである。

⑤目標が高すぎるため米国や中国が参加しない

1990 年比 25％減では目標が厳しすぎて、米

国や中国を引き込むことが困難になる。

⑥国際的公平性の担保

国際的公平性を担保するためには、公平性を

図る評価基準（これまでの削減努力や今後の削

減の困難さを示す限界削減費用や国民負担な

ど）を明確にする必要がある。また、発表済み

の米国、EU 等の削減目標との比較において、日

本の削減目標としてどのような水準が公平なの

かを改めて検討すべきである。

＜国内への影響を理由とするもの＞

①産業への影響

高い削減目標を実現するために日本だけが国

内に対して厳しい環境規制を課すと、企業は排

出枠の購入や工場への省エネ投資を行う必要に

迫られ、結果として技術開発のための資金が不

足し、国内企業の国際競争力が弱まる。

→この見解に対しては、次のような反論がある。

・いま投資した方が将来的に安く済み、技術

革新により日本企業の国際競争力が増すほ

か、新しい分野における雇用も生み出す。

・鉄鋼、セメント、電力等の排出量の多い産

業に対しては、地球温暖化対策税の減免や

国内排出量取引制度において排出枠の無償

割り当てを行う等、十分に配慮した制度設

計を行うので問題ない。

②さらなる削減は困難（乾いた雑巾）

日本の産業部門は、すでに世界トップクラス

の効率に達しており、これ以上削減を行うのは、

乾いた雑巾を絞るようなものである。

→この見解に対しては、次のような反論がある。

・業種によっては、効率性において欧米企業

に抜かれているものもあり、実態を検証す

る必要がある。

③2020 年までに技術が間に合わない

25％削減には、CCS7（CO２回収・貯留）や水

素製鉄など革新的な環境技術の導入が欠かせな

いが、実用化は 2030 年以降で、2020 年には間

に合わない。

→この見解に対しては、次のような反論がある。

・EU は CCS について 2020 年までの実用化を

目指して実証実験を進めている。我が国に

も世界最先端のCCS 技術を保有する企業が

あり、今後、国内での CCS の早期導入を図

る余地がある。

④家計への影響

家計への負担増が避けられない。

→この見解に対しては、次のような反論がある。

・地球温暖化対策税、排出量取引、再生可能

エネルギーの固定価格買取制度及び省エネ

規制強化など、25％の削減を国内で担保す

る政策を実施しても、GDP や国民の可処分

所得は増加する。

7 CCS：Carbon Capture and Storage の略
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(ｲ) 前提条件のついた削減約束の在り方

日本が 25％削減約束の前提条件とし

て掲げる「すべての主要国による公平か

つ実効性のある国際枠組みの構築及び

意欲的な目標の合意」については、内容

が曖昧であるため、早急に前提条件を具

体化する必要がある、との意見がある。

この意見は、以下のような国際交渉上

の理由及び国民に対する説明責任を主

な理由とする。

①国際交渉上の理由

相手国に具体的な譲歩を迫るためには、まず

「公平性」の基準を明確にした上で、日本の

25％削減目標と相手国に要求する目標とが公

平であると相手を説得する必要がある。

②国民に対する説明責任

政府の掲げる「公平」、「意欲的」などの意

味や理由を、実際に削減に取り組むことになる

国民に対して説明する必要がある。

○前提条件である「主要国の参加」がな

い場合の対応

万一、米国、中国等の主要排出国が拘

束力ある次期枠組みに参加しないなど、

「主要国の参加」という前提が崩れた場

合、日本は 25％削減を達成できなくて

も国際公約には違反しないとの意見が

あることから、前提条件である「主要国

の参加」がない場合の対応を明らかにす

ることが求められている。

○前提条件である「公平」の具体的基準

主に経済団体や産業界等からは、国際

的公平性を担保するためには、公平性を

図る評価基準として、これまでの削減努

力や限界削減費用（追加的に CO２を 1

トン削減するために要する費用）や国民

負担等を明確にする必要があるとの主

張がなされている。この主張は、少なく

とも我が国の限界削減費用や国民負担

が米国や EU 等の先進国と同程度となる

ように、日本の削減目標としてどのよう

な水準が公平なのかを改めて検討すべ

きであるとする（表Ⅱ-1-4）。

国名 1990 年比

換算

2005 年比

換算

限界削減費用

日本 ▲25％ ▲30％ 4 万 2,840 円

ＥＵ ▲

20/30％

▲

14/25％

4,320 円～

1 万 2,150 円

米国 ▲3％ ▲17％ 5,400 円

韓国 ＋80％ ▲4％ 1,890 円

中国 ＋327～

366％

＋88～

105％

0～ 270 円

インド ＋344～

373％

＋127～

144％

0 円

(ｳ) 25％削減の内訳

○真水の割合の公表

25％削減における国内削減分である

いわゆる真水の割合に関連して、どの程

度を真水で削減し、どの程度を森林吸収

や海外の排出枠購入で賄うかの議論を

早急に進め、その割合を明らかにすべき、

との意見がある。その理由としては、国

民への説明責任や新興国・途上国からの

期待が挙げられる。

表Ⅱ-1-4 限界削減費用の各国比較

中国、インドは GDP あたりの削減率で発表され

たものを、現在の経済成長が続くと仮定して

1990 年比、2005 年比の排出量に換算したも

の。削減にかかる費用は省エネの効果を差し

引いた金額。

（朝日新聞 2009.12.18 を基に当室作成）
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①国民への説明責任

国際交渉に臨む前に、国民的な負担や、国内

削減分の「真水」の水準など、具体的な中身が

明らかになっていないことが異例である。

②新興国・途上国の期待

新興国・途上国は、日本を含む先進国が、そ

の資本・技術により新興国・途上国内において

温室効果ガスを削減することを望んでいるが、

日本が真水分を明らかにしないことにより、排

出枠を生み出す排出削減事業がどれだけ自国を

潤すか見えないため、不満を抱いている。

これに対して、25％の内訳は国際交

渉によって決まるものであり、真水の実

際の比率は、次期枠組みをめぐる外交交

渉の駆け引きに必要な“持ち札”でもあ

り、明らかにすべきではない、との意見

もある。

○真水の割合（海外クレジットの割合）

をどの程度にすべきか

ある程度の国内の経済成長を見込む

のであれば、真水の割合は 1990 年比

10～15％程度が限界であり、それ以上

の削減は、生産量を落とす必要があるた

め、国内企業が海外に移転する可能性が

ある、との意見がある。

真水の割合と海外からのクレジット

の割合は、前者の割合が多くなれば、後

者の割合が相対的に少なくなるという

関係にある。それぞれを多くした場合の

長所・短所については表Ⅱ-1-5 のとお

りである。

表Ⅱ-1-5 真水と海外クレジットの関係

（各種資料を基に当室作成）

真水の割合が多い場合

（＝海外クレジットの割合が少ない場合）

真水が少ない場合

（＝海外クレジットの割合が多い場合）

長所 ・真水の割合が多い場合、企業は資金を

設備投資等に回すことにより、技術革新を

促進し、企業の国際競争力が増す可能

性がある。また、技術革新の結果、新しい

雇用が創出される可能性がある。

・海外クレジットの割合が少なくて済む結

果、国富の流出を防げる。

長所 ・真水の割合が少ないことにより、国民・企

業等の省エネ製品購入、設備投資等に

要する費用が安くて済む可能性がある。

・海外クレジットの活用により、日本が競争

力を維持しつつ効果的に削減を進めるこ

とが可能となる。

・一定割合を海外クレジットで賄うことは、

途上国支援としての側面もある。

短所 ・真水が多い場合、企業が工場への省エネ

投資を行う必要に迫られるため、技術開

発のための資金が不足し、企業の国際競

争力が弱まる可能性がある。また、企業

が海外に移転し、産業の空洞化や失業率

の増加を招く可能性がある。

・海外クレジットが少ないことにより、日本が

クレジットを購入することによる間接的な

援助を期待していた途上国から不満を持

たれる可能性がある。

・日本企業が海外に移転する場合、「日本

は自国の CO２排出を他国に押し付けた」と

して非難を受ける可能性がある。

短所 ・真水が少ない場合、企業が設備投資を

行わない結果、真水が多い場合に比べ

て技術革新が進まない可能性がある。

・多額の海外クレジットの購入費用が必要

となり、これらは税金や電力料金の形で

国民負担になるなど、国富の流出となる

可能性がある。
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イ 次期枠組み構築に向けた課題

(ｱ) 削減目標の基準年

削減目標の基準年を 1990 年にする

か 2005 年にするかについては、基準年

をどちらにとっても 2020 年までに削

減する総量は変わらないため、表現に関

しては柔軟に対処することが可能であ

るとの意見がある。

これに対して、全体の量は変わらない

としても、基準年の問題は、日本が欧州

の定めた枠組みに従うのか、日米中が主

導する新たな枠組みを提案するかとい

う問題であることから、日本が主導権を

発揮できるように基準年を定めるべき

である、との意見もある。さらに、この

立場は、国際交渉の現場の関心事は、日

本の削減策ではなく、いかに米国と中国

を拘束力のある一つの枠組みに参加さ

せるかであることから、基準年を 1990

年から 2005 年にすることで、同様に

2005 年を基準年に掲げる米国を枠組み

に引き入れる効果が望め、中国も米国に

続くことが期待されるとする。

(ｲ) COP16 に向けた新議定書の展望

COP15 の交渉においては、日本や EU

が参加する京都議定書を延長しつつ、米

国や中国が京都議定書とは別の緩やか

な枠組みに参加する「２本立て」方式が

提案されたことから、今後の国際枠組み

の在り方が問題となる。

具体的には、①すべての主要排出国が

削減義務を負う、京都議定書に代わる 1

つの新議定書を採択する、②京都議定書

と米中等が参加する拘束力の緩やかな

新議定書が２本立てとなり、(ⅰ)いずれ

両議定書が融合する、又は(ⅱ)２本立て

のままになる、等の可能性がある。

本年 11 月～12 月に行われる COP16

の交渉においても、米国や中国が法的拘

束力の緩い自主的な取組を中心とする

枠組みとなる一方で、京都議定書が延長

され、日本だけが厳しい削減義務を負う

こととなる可能性があることから、これ

には反対を貫くべき、との意見がある。

(ｳ) 京都議定書型の削減数値目標に代

わる新たな方式

COP15 において日本が行った、数値

目標を基軸とした駆け引きは、CO２排出

量の 60％を先進国が占める京都議定書

採択時の手法であり、米国と中国が世界

の CO２排出量の 40％を占める現在にお

いては全く通用しない旧式な発想の手

法である、との意見がある。

図Ⅱ-1-3 ポスト京都の枠組みをめぐる主要国の立場

京都議定書を単純延長

（中国、インド等の新興

国） 

1 つの議定書

（日本、ＥＵ

等） 

「２本立て」の枠組み

（新興国以外の途上

国） 

・先進国のみが削減義務を負うべき

・すべての主要排出国が公

平な条件で取組むべき

・ＥＵは排出量取引市場維

持のために「２本立て」も

容認

・一部先進国は京都議定書の

枠組みで削減義務付け

・米国・新興国は別の枠組み

米国は「京都」以外の枠組みでの削減を模索

（日経新聞2009.12.18 を基に当室作成）
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また、議会が強く国内事情で動く米国

や、経済成長最優先の中国は、今後、「排

出総量規制&罰則型」の京都議定書の下

で削減義務を負うことはないとの指摘

もなされている。

このような状況の下、我が国が国際的

リーダーシップを発揮するためには、自

国の削減目標のみならず、米国や中国、

そして途上国が参加を検討できるよう

な、先進国と途上国の間の溝に橋を架け

る次期枠組みに関する総合的な構想を

提示しなければならないとの主張がな

されており、現在の京都議定書に代替す

る方式として、以下の３つの案が主張さ

れている。

①義務的削減目標から、自主申告＋国際的レビ

ュー方式へ

コペンハーゲン合意の最大の特徴は、京都議

定書離脱中の米国と中国等が削減目標を作る一

つの枠内に入ることがほぼ確実になったことで

ある。現行議定書のような各国に削減目標を義

務付け、その遵守をペナルティ措置で担保する

仕組みから、自主申告＋国際的レビュー方式へ

と移行していくべきである。

②数値目標競争から次期枠組みの構想力競争へ

数値目標競争にまい進するのではなく、公平

かつ実効性ある問題解決の枠組みを総合的に構

想する外交力が必要となっている。日本は、世

界各国の目標と比べて突出している中期目標を

改めて、経済的・技術的にバランスの取れたも

のに見直すか、幅を持った数値目標に改定する

とともに、コペンハーゲン合意を基礎として、

次期枠組みの具体的構想の提示に外交の重心を

移していくべきである。

③二国間・地域内協力による削減を日本の削減

分としてカウントする仕組みの創設

今後、米国や中国が法的拘束力のある枠組み

に入るつもりはないと思われることや、COP 交

渉の妥結を待っているだけでは温暖化防止が間

に合わないこと等から、二国間や地域内での協

力の仕組みを検討し、国連プロセスを補完する

モデルを提示していくべきである。

日本の中期目標の真水部分を合理的なレベル

に抑えるとともに、それ以上の削減部分は、日

本とアジアの途上国などの二国間や地域内での

協力により、途上国の温室効果ガス削減の目標

値を達成した場合に生じるオフセット･クレジ

ットを日本の削減分にカウントできるようにす

べきである。

(ｴ) COP16 に向けた日本の交渉スタンス

京都議定書では、現在、合わせて世界

の CO２排出量の約４割を占める米国と

中国に対して削減義務が課せられてお

らず、このままでは地球規模の削減に実

効性を持たせることができないことや、

国際的公平性にも欠けることから、

COP16 に向けて、我が国は、引き続き

米国・中国等の主要排出国の参加を呼び

かけていくべきである、とされる。

その際、新興国・途上国が発言権を増

すなど、地球温暖化に関する国際交渉の

構図が大きく変化しつつあることを認

識し、新興国をどのように説得するかに

ついての戦略を練り直すなど、COP16

の本格協議までに、どれだけ周到な交渉

戦略のシナリオを描けるかが問われる、

とされる。

また、日本が説得力のある主張をする

ためには、米国のように、閣僚級の担当

特使を設置するなどの交渉体制の見直

しが必要である、との意見もある。

なお、交渉が不調に終わった場合、負

担ばかりで効果の乏しい合意であるな

らば、日本は次期枠組みに不参加の決意

を表明すべき、との意見もある。
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(ｵ) 国連における全会一致方式は限界か

コペンハーゲン合意が「採択」に至ら

ず「留意」に止まったのは、ごく一部の

国が採択に反対したためとされる。

国連を舞台とした会合や WTO（世界

貿易機関）の交渉では、参加国・地域す

べての合意が意思決定の原則であり、こ

のような全会一致方式は、審議を尽くす

面では利点があるものの、新興国・途上

国と先進国の利害が対立しやすい多極

化時代となった今日においては、議論が

滞る場面が増えてきている、とされる。

そのため、１国でも反対すれば正式に

採択されないという、現在の国連のコン

センサス（全会一致）方式は限界にきて

おり変更すべき、との意見がある。

この考えに基づき、国連の COP 本会

合を補完するものとして、主に以下の３

つの案が挙げられている。

①コアグループの形成

190 カ国以上の主張をすべて満足させる合意

形成は現実的には不可能であるため、国連安全

保障理事会の常任理事国のようなコアグループ

を作り、そこである程度、案の作成を進めるこ

とを検討すべきである。

②気候変動問題に関するハイレベル委員会

気候変動問題に戦略的に対処するため、ハイ

レベルの委員会を 2010 年の早い段階に新設す

べきである。

③エネルギーと気候に関する主要経済国フォー

ラム（MEF）

世界の温室効果ガスの大半を排出している大

量排出国のみが集まって補完的に議論をしてい

る「エネルギーと気候に関する主要経済国フォ

ーラム（MEF）」が、交渉の中核になるべきで

ある。

ウ 長期目標の在り方

コペンハーゲン合意においては、世界

全体の平均気温の上昇を２℃未満にと

どめなければならない、とされたが、世

界全体や先進国全体で 2050 年までに

目指す削減目標の値については触れら

れていない。

我が国は、2020 年までに 1990 年比

で 25％削減するという中期目標を、

2050 年までに 80％削減するという長

期目標の実現に向けた通過点として位

置付けている。仮に現在世代が 25％削

減を行えないとすると、大幅削減の負担

は、将来世代に持ち越されることとなる

ため、世代間の公平な削減という観点に

立ち、2050 年 80％削減をいかに達成す

るかという道筋を示して、2020 年、

2030 年、2040 年までにどの程度削減

して、2050 年 80％削減を実現するかと

いう方策を決定しなければならない、と

の意見がある。

この点、米国は、具体的な政策措置（排

出量取引制度等）により、2020 年▲

17％、2025年▲30％、2030年▲42％、

2050 年▲83％という段階的な削減目

標を含む温暖化対策法案を上院におい

て審議している。

エ 途上国支援の在り方等

途上国は、温暖化対策が経済成長の足

かせになることを警戒しており、それが

交渉を難しくしているとされる。

(ｱ) 鳩山イニシアティブの評価

途上国支援のための鳩山イニシアテ

ィブについては、その規模が当初の約

90 億ドルから官民合わせて 150 億ドル
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に膨らんだことから、税収減が深刻な日

本にとっては重い負担となるにも関わ

らず、COP15 における交渉の主役は米

国や中国であり、日本は蚊帳の外であっ

たことからもわかるように、評価されな

かったとする意見がある。

これに対して、鳩山イニシアティブも

25％削減目標と同様、条件付であり、

援助だけを約束したわけではないとの

意見もある。

(ｲ) 途上国支援の在り方

今後の途上国支援の考え方について

は以下のように様々な見方があり、これ

らを踏まえ支援を検討していくことが

必要とされる。

①日本の人材・技術を活かした技術協力共同

体の構築

途上国支援においては、金だけでなく人的

資源と知恵を投入すべきである。アジアでの

技術協力の共同体作りは、日本の技術を活か

す絶好の場所となる。

②技術移転によるビジネスチャンスの発掘

世界でもトップクラスの日本の技術を活か

して、個別に途上国に技術を提供し、そのよ

うな貢献を評価してもらえる仕組みを作るこ

とが重要だ。技術の輸出、新技術の開発によ

り、新たなビジネスチャンスも生まれる。

③途上国支援が日本の削減実績としてカウン

トされるルール作り

短期でも中長期でも、厳しい経済状況の下

では巨額の支出となる。日本企業の商機につ

なげるといった発想も求められる。途上国支

援が日本の削減実績に計上されるよう、ルー

ル作りでも積極的に提案をすべきである。

【コラム】先進国及び途上国の責任と歴史的排出量

気候変動枠組条約では、「共通だが差異ある責任」という考え方に基づき、これまで多くの

温室効果ガスを排出してきた先進国に、より多くの義務を課している。中国、インド等の新興
国は、この考え方に基づき、先進国はその歴史的な累積排出量と 1 人当たりの排出量の高さに
責任を負い、率先して排出量を削減すべきと考え、COP15 で先進国にのみ排出削減を求めるな
どしていた。

こうした中、1850～2006 年までの歴史的な累積排出量を見ると、新興国の中国はすでに我
が国の排出量を超え、第１位
の米国に次ぐ排出量であり、
インドもカナダやイタリアと
並ぶなど先進国並みの排出量
となっているという状況にあ
る。

歴史的排出量に基づく責任
を削減目標の根拠にするとい
う考え方は、削減コスト等削
減目標に関する他の指標と比
較して、途上国の義務を最も
軽く、先進国の義務を最も重
くする効果をもたらすとの指
摘もある。こうした中、新興
国の排出量状況にかんがみて、
国際交渉が今後どのように行
われていくのかその動向が注
目される。 （出所: World Resources Institute, Climate Analysis Indicators Tool より当室作成）
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(1) 排出量取引制度とは

排出量取引制度は、排出権取引、ある

いは排出枠取引ともいわれ、ある物質の

排出量の削減目標を達成するために、各

排出元の間でその排出量（枠）を取引す

る仕組みをいう。同じ排出量を削減する

場合に、より少ない費用で削減できる方

法を選択することにより、結果として社

会全体のコストを低減することができ

るシステムであると考えられている。

排出量取引制度の方式の１つとして、

キャップ・アンド・トレード方式がある。

現在、我が国で検討されている国内排出

量取引制度は、このキャップ・アンド・

トレード方式が前提となっている。同方

式は、目標年における温室効果ガスの総

排出量を定め、それを個々の主体に排出

枠として配分し（キャップをかける）、

個々の主体間の排出枠の一部の移転（ま

たは獲得）を認める制度のことである

（図Ⅱ-2-1）。

２ 国内排出量取引制度の在り方

（各種資料を基に当室作成）

① 総排出量の設定及び排出枠の配分

目標年における全体の総排出量を 100 とし、

個々の主体（Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社）に対し、

それぞれ 40、20、30、10の排出枠を配分する。

② 排出量取引

Ａ社は削減努力の結果、割り当てられた排出枠より 20

の排出量を抑えることができた。一方、Ｂ社は削減目標を

20 達成することができなかった。このためＡ社は、余っ

た排出枠を削減目標が達成できなかったＢ社に販売する

ことができ、Ｂ社は排出枠を購入することにより削減目標

を達成することができた。

図Ⅱ-2-1 キャップ・アンド・トレード方式の仕組み
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キャップ・アンド・トレード方式によ

る排出量取引制度は、排出総量にキャッ

プをかけるため、排出量を確実にコント

ロールできるといったメリットがある

一方で、排出枠の初期割当を行うに当た

り衡平性を担保するのが難しいといっ

たデメリットもあるため、制度設計を行

う上で、十分な検討を行う必要がある

（表Ⅱ-2-1）。

表Ⅱ-2-1 キャップ・アンド・トレードのメリット・デメリット

（経済産業省「地球温暖化対応のための経済的手法研究
会」資料等を基に当室作成）

(2) 我が国の取組

ア 国の動き

我が国では、Ｇ８北海道洞爺湖サミッ

トを目前に控えた平成 20（2008）年６

月に福田元総理が発表した「福田ビジョ

ン」を契機として、国内排出量取引の議

論が動き始め、同年 10 月より「排出量

取引の国内統合市場の試行的実施」が行

われている。

政権交代後の平成 21（2009）年９月、

鳩山総理は、国連気候変動首脳会合にお

いて、温室効果ガスを「2020 年までに

1990 年比 25％削減」することを世界に

向けて発信し、その実現に向け、国内排

出量取引制度の導入等のあらゆる政策

を総動員していくと表明した。

これを受け、現在、国内排出量取引制

度の導入に向けたプロジェクトチーム

が設置され、制度構築に向けた検討が始

まっている。（表Ⅱ-2-2）

（制度の仕組みは表Ⅱ-2-3 参照）

（各種資料を基に当室作成）

メ
リ
ッ
ト

・キャップをかけることにより排出総量を確実にコントロ

ールすることができる

・事業者同士の排出枠の取引が認められるため、各事

業者は柔軟に削減義務を遵守できる

・市場メカニズムにより全体の削減コストを抑制できる

・排出量が経済価値をもつことにより、企業に排出削減

のインセンティブが生まれ、排出削減行動を促す

デ
メ
リ
ッ
ト

・衡平な初期割当の合意を得ることが難しい

・排出主体に対し排出上限を定めるため、経済統制に

つながるおそれがある

・成長産業・企業は排出枠を購入しなければならなくな

る可能性がある反面、衰退産業・企業には排出枠の余

剰とその売却による収益が生じ、公正な競争を阻害す

る可能性がある

・投機目的の売買により排出量価格が大きく変動する

年月日 事 項

福田総理演説「『低炭素社会・日本』を

めざして」（福田ビジョン）
H20
(2008)年
6月9日 2008年秋からの、排出量取引の国内統

合市場の試行的実施、実験の開始を表明

地球温暖化問題に関する懇談会提言

～「低炭素社会・日本」をめざして～

6月16日
欧米の動向を注視しつつ、試行的実施を
通じて、我が国の実情を踏まえたものと
して検討

「低炭素社会づくり行動計画」閣議決定

7月29日 2008年９月中を目途に試行的実施の設
計の検討を進め、10月を目途に試行的
実施を開始すると明記

「排出量取引の国内統合市場の試行的実

施について」決定

参加企業の募集開始10月21日

地球温暖化対策推進本部において決定

鳩 山 政 権 下 の 動 き

国連気候変動首脳会合

鳩山総理が演説H21
(2009)年
9月22日

国内排出量取引制度の導入等のあらゆ
る政策を総動員して実現を目指す決意
を表明した

国内排出量取引プロジェクトチーム

第１回会合開催

11月6日 閣僚委員会の下に設置された副大臣級
検討チームにおいて、90年比25％削減
する政府目標の実現に向け、国内排出量
取引PTを設置し、第1回会合を開催

表Ⅱ-2-2 国内排出量取引制度をめぐる動き
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イ 東京都の取組

このような国の動きに先行する形で、

温室効果ガスの排出量取引制度の導入

を決めたのが東京都である。

東京都は、2020 年までに都の温室効

果ガス排出量を 2000 年比で 25％削減

する、という数値目標を掲げており、企

業の CO２削減を推進する手段として排

出量取引制度を位置付けている。都の制

度は、温室効果ガスの大規模排出事業所

を対象に温室効果ガスの総量削減義務

を課すキャップ・アンド・トレード方式

によるものであり、平成 22（2010）年

度からの導入が決定している8。

（制度の仕組みは表Ⅱ-2-3 参照）

なお、平成 21（2009）年５月には、

このような義務的な排出量取引制度を

構築したことにより、国際炭素行動パー

トナーシップ（ICAP）9の正式メンバー

として加盟が認められている。

さらに、最近の動きとしては、東京都

を含める首都圏の８自治体10が、環境分

野における首都圏広域連合を設置する

ことで合意しており、温室効果ガスを効

果的に削減していくため、共同の排出量

取引制度の創設に向け検討を始めてい

るところである。

(3) 諸外国の取組

8 平成20（2008）年６月に改正された「都民の健康と安
全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）」に
より導入が決定した。

9 地球温暖化を防止するため、義務的なキャップ・ア
ンド・トレード制度を採用している政府や公共機関が、
地域炭素市場の設計やリンクの可能性等の排出量
取引の在り方について、国際的な対話の場を設ける
ことを目的として、平成 19（2007）年 10 月、ポルトガ
ル・リスボンで創設された組織。

10 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市。

ア EU の域内排出量取引制度（EU-ETS）

2005 年１月、EU は世界に先駆けて

EU 域内において国際的なキャップ・ア

ンド・トレード方式による排出量取引制

度を開始した。

現在は、第２フェーズでの取組が行わ

れているところであるが、同時に、第３

フェーズに向けた制度設計の検討も進

められている。第３フェーズは第２フェ

ーズと比べ、規制対象業種が拡大され、

排出枠の割当が原則オークション11と

なる等、事業者にとってより厳しい制度

となることが予想される。

（制度の仕組みは表Ⅱ-2-3 参照）

イ 米国の取組

米国政府は、京都議定書を締結してい

ないものの、連邦議会等において、排出

量取引の導入に向けて積極的な取組を

行っている。

連邦議会においては、従来から、民主

党、共和党を問わず、温室効果ガス削減

や排出量取引制度に関連する法案が数

多く提出されている。

オバマ政権下では、2009 年５月、排

出量取引制度の導入を含むワックスマ

ン・マーキー法案が下院の委員会で可決

され、同年６月には下院本会議でも可決

された。また、同年 11 月には、同様に

排出量取引制度導入を含むケリー・ボク

サー法案が上院の環境・公共事業委員会

で可決されており、今後の動きが注目さ

れている。

（制度の仕組みは表Ⅱ-2-3 参照）

11 オークションとは、規制対象の事業者に対して、競
売形式で排出枠を有償で割り当てる方法のこと。
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（環境省資料等を基に当室作成）

※１ 一部の国は他の温室効果ガスにも拡大予定。
※２ 石油化学・アンモニア・アルミ起源 CO２、硝酸等起源 N２O（亜硝酸窒素）、アルミ起源 PFC（パーフルオロカーボン）、CCS（温室効果ガスの地中貯留） 等を追加。

※３ 割当方法については、39 頁、「イ 割当対象の在り方」参照。
※４ リンクする取引制度は、①絶対量の義務削減目標を課し、かつ②算定、遵守、施行、オフセットの質と利用制限について、法案と同等の厳しさを課すものに限る。
※５ 参考資料「２ 国際排出量取引で取得・移転が行える排出枠・クレジットの種類」参照。

※６ ①超過削減量：対象事業所が義務量を超えて削減した量、②都内中小ｸﾚｼﾞｯﾄ：都内中小規模事業所の省エネ対策による削減量、③再エネｸﾚｼﾞｯﾄ：再生可能ｴﾈﾙ
ｷﾞー 環境価値（グリーンエネルギー証書、生グリーン電力等を含む。）、④都外ｸﾚｼﾞｯﾄ：都外の大規模事業所の省エネ対策による削減量

※７ 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく算定割当量（クレジット）のこと。京都議定書で定められた手続により発行され、同議定書の削減目標達成のため

に用いられる。CDM により発行される CER や JI により発生する ERU、京都議定書における初期割当量（AAU）、吸収源活動による吸収量（RMU）などがある。
※８ 国内の大企業の資金・技術により中小企業が排出を削減した場合に、第三者認証機関により排出枠として認証されたクレジット。
※９ 本法案は、上院環境・公共事業委員会において、民主党委員 12 名中 11 名による賛成多数で可決した。同委員会の全共和党委員 7 名が審議をボイコットしたた

め、投票は民主党委員のみにより行われた。

キャップ＆トレード方式

アメリカ ＥＵ（ＥＵ－ＥＴＳ） 日本（東京都） 日本（国）

ワックスマン・

マーキー法案

ケリー・

ボクサー法案
第２フェーズ 第３フェーズ 環境確保条例

国内統合市場の

試行的実施

期

間
2012 年～ 2050 年 2008 年～ 2012 年 2013 年～ 2020 年

（第１計画期間）

2010～ 2014 年度
（第２計画期間）

2015～ 2019 年度

2008～ 2012 年度

（排出量取引対象部門による削減目標）

削
減
目
標

2012 年：３％減
2020 年：17％減
2030 年：42％減
2050 年：83％減

（2005 年比）

2012 年：３％減
2020 年：20％減
2030 年：42％減
2050 年：83％減

（2005 年比）

(08～ 12 年の期間平均)

5.6％減（2005 年比）

(2020 年時点)

21％減（2005 年比）

(対象事業所の削減義務
率)

（第１計画期間）

６～８％減（ 基準年比）

参加事業者が自主
的に設定

（排出総量目標又は原
単位目標を選択可能）

対
象

ガ
ス

CO2 、CH4、N2O、SF6、
HFCs、PFC、NF3

CO2
※１ CO2 、N2O、

PFC、CCS※２ 等
CO2 CO2

規
制
対
象

エネルギー部門
産業部門 等

エネルギー・産業部
門におけるエネルギ
ー多消費施設
航空部門（2012 年以
降）

第２フェーズの対象
に加え、アルミ・化学
部門等を追加

前年度の燃料、熱、電
気の使用量が、原油
換算で 1500 ㎘以上の
事業所

事業者の自主的参
加によるものであり、
対象業種は特定され
ていない

割
当
方
法
（
※
３
）

グランドファザリ
ング方式とオー
クション方式の
組合せ
段階的にオーク
ションの割合を
高めていく

グランドファザリン
グ方式とオークシ
ョン方式の組合せ

グランドファザリング
方式が中心

<産業部門>

2013 年に 20％オー
クション。2020 年に
70 ％ 、 2027 年 に
100％へ

<発電部門>

原則100％オークショ
ン

グランドファザリング方
式

目標設定参加者が
設定した目標に相当
する排出枠の事前交
付か、目標と実績の
差分について事後的
に清算をするかのい
ずれかを選択する

遵
守
方
法

① 本法案に基づく排出枠
② 国内外のオフセットクレジット
③ 他国制度の排出枠※４

① EU‐ETS 域内における排出枠
② CDM、JI※５によるクレジット

①超過削減量
②都内中小クレジット
③再エネクレジット
④都外クレジット ※６

① 試行的実施のス
キームにおける排
出枠

② 京都クレジット※７

③ 国内クレジット※８

ペ
ナ
ル
テ
ィ

・罰金
（不足した排出枠の量×遵守年の
排出枠市場価格の２倍）

・不足分排出枠の償却義務

・課徴金

€（ 100/ｔ-CO2）

・不足分排出枠の償
却義務

同左

（課徴金は、消費者
物価指数により毎年
スライド）

(削減義務未達成)
・措置命令

（義務不足量×最大
1.3 倍の削減）

(さらに措置命令違反)
・罰金（上限 50 万円）
・知事が代わって命令
不足量を調達し、違
反者に費用請求

なし

国際競争力に深刻な影響を受ける
産業部門に無償割当を行う。

国
際
競
争
力
問
題

へ
の
対
応

2025 年から、米
国と同等の温暖
化対策を実施し
ていない主要貿
易 相 手 国 か ら
の輸入品に関し
ては、その輸入
者 に 排 出 枠 の
提出を求める。

上院 ※ ９の審議を
通 じ て 、 本 法 案
に、国際貿易ルー
ルに 整合 的な 国
境調 整措置に 関
す る 章 を 追 加 す
る。

なし

直接・間接費用の増
加分と総輸出入額の
割合から見て、深刻
な影響のある部門に
は 100％無償割当。
深刻ではないが影響
のある部門には、無
償 割 当 の 割 合 を
2013年に80％、2020
年に 30％と段階的に
削減。

なし なし

表Ⅱ-2-3 排出量取引制度の比較

35



図Ⅱ-2-2 世界の主な排出量取引制度の動き

（各種資料を基に当室作成）
（注）この他、カナダや米国における「MGA:中西部地域温室効果ガス削減アコード」等の取組が行われている。

国内統合市場の試行的実施
期間：2008年～
目標：任意
対象：任意

RGGI（地域温室効果ガスイニシアティブ）

期間：2009～18年
目標：基準年比▲110％
対象：電力

EU－ETS
期間：2005～07年（第1フェーズ）

2008～12年（第2フェーズ）
2013～20年（第3フェーズ）

目標：1990年比▲21％（第3フェーズ）
対象：電力、産業等

ニューサウスウェールズ州
排出量取引制度

期間：2003年～12年
（CPRSに合流予定）

目標：1990年比▲5％
対象：電力

CPRS（炭素汚染削減計画）

期間：2011･2012年～
2014･2015

目標：未定
対象：電力、運輸等

東京都排出量取引制度
期間：2010年～
目標：基準年度比▲6％or8％
対象：一定の大規模事業所

WCI（西部気候イニシアティブ）

期間：2012年～
目標：検討中
対象：発電、産業等

ニュージーランド排出量取引制度
期間：2008年～
目標：部門により異なる
対象：森林（2008年～）

エネルギー・産業（2010年～）
運輸（2011年～）

： 国際炭素行動パートナーシップ（ICAP）メンバー

： 国際炭素行動パートナーシップ（ICAP）非メンバー

ウ その他の国の動き

ニュージーランド政府は、2008 年か

ら、森林部門について排出量取引制度を

導入しており、2013 年までには運輸、

エネルギー、産業、農業、廃棄物部門へ

と対象を広げていく方針を示している。

しかし、2008 年 11 月に政権が交代し

たため、排出量取引制度についても今後

改正される予定である。

オーストラリア連邦政府は、国内排出

量取引制度を遅くとも 2012 年までに

導入すると表明している。2009 年 10

月には国内排出量取引制度関連の修正

法案を再提出12したが、同法案は同年 12

12 2009 年５月に国内排出量取引制度関連法案（炭素
汚染削減制度：CPRS）が議会に提出され、同年６月
に下院を通過したが、同年８月に上院で否決された

月に否決された。その後政府は、2010

年２月に、再度修正したものを議会に提

出した。

なお、オーストラリアでは、連邦政府

に先駆け、2002 年からニューサウスウ

ェールズ州が、電力関連業者を対象とす

る排出量取引制度を運用してきた実績

がある。

このように、現在、世界各地で排出量

取引制度の構築が進められてきており、

将来的には、各国の排出量取引制度が相

互にリンクされ、広範囲な国際取引市場

が実現する可能性があるともいわれて

いる。（図Ⅱ-2-2）

経緯がある。
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図Ⅱ-2-3 排出量取引市場の動き

（「State and Trends of the Carbon Market 2009」（2009 年５月、世界銀行）等

を基に当室作成）

(4) 排出量取引の動向

ア 世界の市場状況

世界銀行が 2009 年５月に公表した

資料によると、CO２の排出量取引市場の

規模は 2008 年には取引額 1,260 億 US

ドルに達し、2007 年の取引額（630 億

US ドル）の２倍近くに成長している（図

Ⅱ-2-3、表Ⅱ-2-4）。

このうち、最も活発に取引が行われた

のは、欧州の EU-ETS であり、2008 年

の取引額は 920 億 US ドルと、世界全体

での取引額の約７割を占めている。

しかし 2009 年は、景気の悪化による

影響に加え、同年 12 月に開かれた

COP15 において世界全体での排出削減

目標の合意がまとまらなかったことに

よる先行きの不透明感等により、

EU-ETS の排出量価格は下落している。

表Ⅱ-2-4 2006－08 年の炭素取引市場の規模

2006 年 2007 年 2008 年

取引量 取引額 取引量 取引額 取引量 取引額

アローワンス（排出枠）市場

EU-ETS 1,104 24,436 2,060 49,065 3,093 91,910

ニュー サウス ウェールズ（豪州） 20 225 25 224 31 183

シカゴ気候取引所（米国） 10 38 23 72 69 309

RGGI（米国） － － na na 65 246

AAUs（※１） － － na na 18 211

小計 1,134 24,699 2,108 49,361 3,276 92,859

プロジェクト市場

プライマリーCDM（※２） 537 5,804 552 7,433 389 6,519

セカンダリーCDM（※３） 25 445 240 5,451 1,072 26,277

JI（共同実施） 16 141 41 499 20 294

その他遵守目的（※４） 33 146 43 263 54 397

小計 611 6,536 876 13,646 1,535 33,487

合計 1,745 31,235 2,984 63,007 4,811 126,345
※１：京都議定書において先進国に割当てられた排出枠（初期割当量）

※２：CDM（クリーン開発メカニズム）プロジェクトの実施により取得する排出権

※３：CDM プロジェクトの実施により他の企業が取得した排出権を二次的に取得する排出権

※４：CDM/JI プロジェクトとして国連に正式に登録される前の段階の排出権

取引量：百万CO2トン

取引額：百万USドル

（「State and Trends of the Carbon Market 2009」（2009 年５月、世界銀行）等を基に当室作成）
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イ 我が国のクレジット

取得状況

我が国では、京都議定

書の削減約束を達成する

ため、平成 18（2006）

年度より「京都メカニズ

ムクレジット取得事業」

を NEDO（(独)新エネルギ

ー・産業技術総合開発機

構）に委託し、実施して

いる（図Ⅱ-2-4）。

平成 20（2008）年度

までに取得したクレジッ

ト の 総 契 約 量 は 、 約

5,510.4 万トン（CO２換

算）13となっている。

また、政府における京

都メカニズムクレジット

取得事業予算額は平成

21（2009）年度までは

年々増加していたが、平

成 22（2010）年度の同

予算案では、428 億円と

前年度同額程度となって

いる（図Ⅱ-2-5）。

(5) 今後の主な課題

我が国では、現在、キャップ・アンド・

トレード方式による国内排出量取引制

度の構築に向けた検討が行われている。

制度設計に当たっては、様々な課題につ

いて検討する必要があるが、ここでは、

13 変更契約分を含む数値となっており、必ずしも各年
度に報道発表資料で示された数値の合計と一致す
るものではない。（図Ⅱ-2-5 は、各年度の報道発表
資料を基に作成しているため、この数値の合計とは
一致しない。）

主な論点として考えられる事項につい

て整理を行った。

ア 排出枠の割当方法

まず最も大きな問題として挙げられ

るのが、排出量の削減目標を踏まえた各

主体への初期割当の方法である。初期割

当の方法は、主に、無償割当のグランド

ファザリング方式及びベンチマーク方

式、有償割当のオークション方式の３つ

（出所：NEDO「平成 20 年度京都メカニズムクレジット取得事業について」）

図Ⅱ-2-4 京都メカニズムクレジット取得事業概要

図Ⅱ-2-5 京都メカニズムクレジット契約量及び購入費
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割当方法 概 要 メリット デメリット

グランドファ
ザリング方
式

過去の排出実績をもと
に規制対象の事業者
に対して、排出枠を無
償で割り当てる方法

○過去の排出量実績のデータがあれ

ば、比較的導入が容易

○過去の削減努力の反映が難し

く衡平性の観点から問題

（効率の悪い事業者に多くの排出

枠を割り当ててしまう）

無

償

割

当
ベ ン チ マ
ーク方式

規制対象の事業者に
対して、原単位（単位
生産量当たりの温室
効果ガスの排出量等）
に基づいて排出枠を
無償で割り当てる方法

○事業者による過去の削減努力を適

切に評価可能

○国際的にも衡平な割当の実現が可

能

○ベンチマークの確立が困難な

セクターがある

（例えば、一つの製造プロセスで

複数の生産品がある場合など）

○設定の仕方次第では、競争を

歪める可能性がある

有

償

割

当

オークショ
ン方式

規制対象の事業者に
対して、競売形式で排
出枠を有償で割り当て
る方法

○規制当局が事業者毎の割当量を決

定する必要がないため実施が容易

○排出量の大きな事業者に削減のイ

ンセンティブが働く

○多く排出する事業者ほど、多くの排

出枠を調達しなければならず、汚

染者負担の原則に適う

○既存排出源と新規排出源を区別せ

ずに済み、その競争条件を均等化

させることができる

○オークション自体のルールを

決定しなければならず、ルー

ル次第では、競争を歪める可

能性がある

○排出枠調達にかかる初期コス

トの負担が大きくなることか

ら、事業者の競争力への影響

が大きくなる懸念がある

○投機資金の流入など、マネー

ゲームの対象になりやすい

表Ⅱ-2-5 排出枠の主な初期割当方式の比較

（経済産業省「地球温暖化対応のための経済的手法研究会」

資料を基に当室作成）

があるが、各主体の衡平性を担保するた

め、これらをどのように組み合わせるの

か、慎重に検討を進める必要がある（表

Ⅱ-2-5）。

なお、欧州の EU-ETS では、現在、過

去の排出実績をもとに排出枠を割り当

てるグランドファザリング方式での初

期割当が行われているが、省エネ対策に

熱心な企業より、あまり省エネをせずに

CO２を大量に排出している企業ほど多

くの排出枠をもらえるといった課題が

指摘されている。欧州では、このような

課題を踏まえ、今後オークション方式へ

移行する姿勢を打ち出している。

イ 割当対象の在り方

排出量取引制度の対象を設定するに

当たっては、化石燃料の生産・輸入・販

売段階（川上）に着目するか、化石燃料・

電力の消費段階（川下）に着目するか、

また、電力消費に伴う排出の場合に、直

接排出・間接排出のいずれを対象とする

かにより、カバー率、排出削減インセン

ティブ等に違いが生ずる。このため、こ

れらを踏まえて、割当対象を適切に設定

する必要がある。（表Ⅱ-2-6、図Ⅱ

-2-6）

また、規制対象を検討する場合、地球

温暖化対策税等の他の経済的手法との

ポリシーミックス14も議論していく必

要がある15。

ウ 国際競争下にある企業への配慮

キャップ・アンド・トレード方式によ

り、各企業に排出枠を設定した場合、温

室効果ガスを大量に排出する企業にと

っては、何らかの削減対策等を講じる必

要があり、新たなコスト負担が生じる。

14 規制的手法、経済的手法などの諸政策手法を、効
果的に組み合わせること。

15 地球温暖化対策税との関係については 52 頁、「(ｵ)
ポリシー ミックス」参照。

39



このような炭素規制が、世界中で等しく

行われている場合には、コスト負担は増

加するものの国際競争力の影響は生じ

ない。しかし、炭素規制の度合いが国に

よって異なる場合、強い規制国の企業は、

相対的に製造コストが上昇することと

なり、国際競争力に影響が生ずる。

我が国では、炭素規制によるコスト負

担が大きく、国際競争下にさらされる部

門として鉄鋼部門などが考えられ、これ

らの企業の競争力低下を引き起こすこ

とが懸念されている。

また、国際競争力の低下やコスト負担

を回避するため、企業が生産拠点を炭素

規制の緩やかな国に移転した場合、移転

先で排出を増加させ、地球全体としては

かえって排出が増加する可能性がある。

これを炭素リーケージ問題という。

これらの問題については、実証的な分

析に基づき影響の大きい部門を特定し

た上で、排出枠を無償で割り当てる等の

対応策を検討していく必要がある。

輸送

採掘

化石燃料生産・輸入業者

化石燃料販売業者

化石燃料消費

（発電所） （産業） （業務）

川上割当

川下割当
（電力・直接）

（業務）

（産業）

電力消費

（家庭）

川下割当
（電力・間接）

図Ⅱ-2-6 化石燃料の流通と割当対象
（イメージ図）

（環境省「国内排出量取引制度のあり方

について中間まとめ」等の資料を基に当室作成）

（環境省「国内排出量取引制度のあり方について中間まとめ」等の資料を基に当室作成）

表Ⅱ-2-6 排出枠の主な初期割当方式の比較

メリット デメリット

川
上
割
当

・対象ガスを化石燃料起源
CO２に限定した場合、我
が国は化石燃料のほとん
どを海外から輸入してお
り、化石燃料起源 CO２の
ほぼ全量をカバーするこ
とができる

・我が国の化石燃料輸入者
は商社、石油会社、ガス
会社、電力会社などに限
定され、割当対象者が少
数であるため、行政費用、
算定・検証費用を大幅に
抑制可能

・実際に化石燃料を燃焼さ
せる川下の企業や消費者
の参加意識が低くなり、排
出削減インセンティブが低
くなるおそれがある

・割当対象者自身による排
出削減手段が自身の生
産・輸入・販売量を減少さ
せることに限定されるた
め、売り上げ確保のために
海外クレジット購入に依存
するなど、結果的に国内で
の排出削減につながらな
いことが懸念される

川
下
割
当

（電
力
・直
接
）

・実際に化石燃料を消費し
排出する者を直接的に割
当対象とするため排出者
の参加意識が高まり、削
減インセンティブが大きい

・検証等にかかるコスト負担
等を考慮すると裾切基準を
設定する必要があり、川上
割当に比べカバー率が低
くなる

川
下
割
当

（電
力
・間
接
）

・需要家に対し、化石燃料
及び電力の全体的な省エ
ネルギーのインセンティブ
を与えることができる

・CO２原単位の低い電源を
選択するインセンティブを
与えることができる

・発電所における排出削減
インセンティブが低くなるこ
とが懸念される

・管理対象となる主体の数
が多くなり、検証等も煩雑
になるため、相対的に行政
コストが高くなる

・検証等にかかるコスト負担
等を考慮すると裾切基準を
設定する必要があり、川下
割当（電力・直接）に比べさ
らにカバー率が低くなる
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エ 費用緩和措置

(ｱ) 課題

ａ 排出枠の需給ギャップ

割当枠を設定した後、この水準まで削

減することを可能とする技術開発・実用

化の遅れといった何らかの事情により、

当初の見込みより削減が進まなかった

場合、排出枠の需給ギャップが生じるこ

とが考えられる。その場合、排出枠価格

が長期高止まりする、さらには絶対的な

排出枠の供給不足により国内排出量取

引制度の下で多数の割当対象者が不遵

守となるような事態が生じ得る。

ｂ マネーゲーム化

また、排出枠という新たな取引対象が

過剰投機やマネーゲームの対象となり、

実際の削減に貢献しないのではないか

と懸念する声がある。企業活動のために

排出枠が必要な企業による取引ではな

く、投機的取引が中心になり、企業の限

界削減コスト16とは無関係に排出枠価

格が短期的に大幅に急変動するのでは

ないかと危惧されている17。

しかしその一方で、排出枠は自由に売

買できるため、株等と同様に投資の対象

にはなり得るが、制度全体で削減目標を

設定し、需給バランスが明らかになれば、

長期的に見て制度は安定し、確実に総排

出量のコントロールが可能であるとい

う意見もある。

このため、この問題については、実際

にマネーゲームが起きているのか十分

16 温室効果ガスの排出量を追加的に１単位削減する
ために必要な対策費用の増加分。

17 参考資料「３ 排出量取引の価格気配動向」参照。

に吟味する必要があると指摘されてい

る。

(ｲ) 対応策

これらの問題への対応策としては、大

きく２つの手法が考えられる。

１つ目の手法としては、排出量取引制

度自体に、バンキング18やボローイング
19、プライス・キャップ20といった費用

緩和措置を組み込んでおく手法がある。

このような費用緩和措置を導入する

場合には、本来の排出削減に対するイン

センティブを損なわないよう、費用緩和

効果とのバランスをとる必要がある。

２つ目の手法としては、実際に取引が

行われる取引所等において、取引ルール

として、盛り込む手法がある。例えば、

価格の不安定化を防止するサーキッ

ト・ブレーカー21や値幅制限22といった

ものがある。

オ その他

ア～エのような制度設計上の課題以

外にも、現在行われている国内統合市場

の試行的実施との関係性の整理や、国際

的に行われている各国の排出量取引制

度とのリンケージをどうするのかとい

った問題もある。

18 目標以上に削減できた場合に、余剰排出枠を次の
約束期間に繰り越せる仕組み。

19 次の約束期間から割当量の一部を前借りできる仕
組み。

20 あらかじめ排出枠の上限価格を設定し、その価格を
払えば排出枠を入手可能とする措置。

21 一定以上の値動きに対し、一定時間取引を中断す
ることで、短期的な価格急変動を防止する措置。

22 前日終値から一定の値幅を設けるなど、ストップ値
幅を設定する措置。
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エネルギー税

地球温暖化対策を目的としたエネルギー税

炭素税（炭素含有量に応じた税）

図Ⅱ‐3‐1 環境税の様々な定義

汚染物質
関連税

廃棄物
関連税

天然資源
関連税

等

自動車
関連税

（「環境税をめぐる状況」（調査と情報－ＩＳＳＵＥ

ＢＲＩＥＦ－Ｎｏ．665）を基に当室作成）

OECD 等が定義する環境税
（地球温暖化対策以外の環境分野を含む） 

環境税は、図Ⅱ-3-1 に示すとおり

様々な意味23（OECD 等においても幅広

い定義24）で用いられているが、本論に

おいては、昨年の税制改正において要望

された「地球温暖化対策税」と諸外国や

我が国でこれまで議論されてきた温暖

化対策としての環境税を同義として記

述していくこととする。

23 環境に負荷を与える様々な財やサービスを課税対象
（二酸化炭素、自動車、廃棄物、有害汚染物質及び天
然資源の採取等）とする税全般を環境税と呼ぶことが
ある。

24 OECD（経済協力開発機構）、IEA（国際エネルギー
機関）及び欧州委員会は環境税を「特に環境分野に
関連すると考えられる課税対象に対して賦課する義務
的かつ一方的な政府への支払い」と定義している。こ
の定義の下では、税の名称、目的や使途が判断基準
とならないこともあり、OECD 加盟国では環境税に該当
するものとして、約 375 の税をあげることができるとされ
ている。（参考資料「４ ＯＥＣＤ環境統計における環境
関連歳出と税制」参照。）

(1) 諸外国における地球温暖化対策と

しての環境税の導入状況

地球温暖化対策としての環境税は、

1970 年代のオイルショック、1980 年

以降の環境問題に対する関心の高まり

や、気候変動枠組条約に関する国際交渉

などを背景に、1990 年、フィンランド

において、世界で初めて二酸化炭素税と

して導入された。

1990 年代の前半には、気候変動枠組

条約の採択や地球サミットの開催など

の動向を踏まえ、北欧諸国において環境

税の導入が進んだ。

1990 年代の後半には、京都議定書の

採択など大きな動向があり、イギリスや

ドイツ等の西欧諸国においても環境税

の導入が実施されるようになった。

2003年10月、ヨーロッパにおいて、

「エネルギー製品と電力に対する課税

に関する枠組み EC 指令」が公布され、

EU 各国はエネルギー製品及び電力に対

して最低税率を上回る税率の設定の責

務が規定された。

その他、欧州諸国における環境税の導

入状況は表Ⅱ-3-1 のとおりである。

ア 税の導入方法

環境税の導入方法は国によって様々

であり、既存税制の活用か新税かなどに

分けることができる。

３ 地球温暖化対策税の在り方
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既存税制を活用した国は、イギリス、

ドイツ、フランス等がある。イギリスの

気候変動税やドイツのエネルギー税は、

既存のエネルギー税制では対象外であ

ったエネルギーへの課税を、新税もしく

は既存税制の改組によって導入した。

新税を導入した国には、フィンランド、

表Ⅱ-3-1 欧州諸国における環境税の導入状況

国名 導入年 概要
1990年 二酸化炭素税の導入（既存のエネルギー税を改組し炭素含有量

に応じた課税を導入）
1994年 炭素含有量及びエネルギー量を基準とする課税に

フィンランド

1997年 炭素含有量のみに応じた課税に再変更
1991年 二酸化炭素税の導入（既存の燃料税に炭素税を上乗せ。ただし、

課税は炭素含有量に比例せず。）
1992年 石炭等に課税対象を拡大
1999年 独立した税目に改組（従来は燃料税の一部）

ノルウェー

2003年 石炭を課税対象から除外
スウェーデ
ン

1991年 二酸化炭素税の導入（炭素含有量に応じた課税を導入するととも
に、既存の燃料税を引下げ）

デンマーク 1992年 二酸化炭素税の導入（炭素含有量に応じた課税を導入するととも
に、既存の燃料税を引下げ）

1988年 一般燃料課徴金の導入（環境関連支出の財源である既存の課徴
金を統合）

1990年 一般燃料課徴金を炭素含有量に応じた課税にするとともに税率
引上げ

1992年 一般燃料税の導入（炭素含有量及びエネルギー量を基準とする
課税に移行）

1996年 燃料規制税の導入（家庭等による小規模なエネルギー消費を対
象に追加的な課税を導入）

オランダ

2004年 一般燃料税を燃料税に改組（石炭以外の課税対象は各種消費税
に統合され、燃料税の課税対象から除外）
燃料規制税をエネルギー税に改組（エネルギー消費の規模に関
する規制を撤廃）

1993～99
年

炭化水素油税の引上げ（税率を物価上昇率以上に毎年引上げ）イギリス

2001年 気候変動税の導入（事業用の電気、石炭、ガスの供給に課税対
象を拡大）

1999年 鉱油税の引上げ、電気税の導入（2000年から４年間に亘り両税の
税率を段階的に引上げ）

ドイツ

2006年 鉱油税をエネルギー税に改組（石炭等を課税対象に追加）
イタリア 1999年 鉱油税の改正（既存の鉱油税の税率を炭素含有量に応じたもの

とするとともに、2005年まで段階的に税率引上げ、石炭等に課税
対象を拡大）

2007年 石炭税の導入（電力換算によるエネルギー量を基準として課税）フランス
2010年
（予定）

炭素税の導入（ガソリンや石油等の売買に対する既存の税とは別
に、家庭や企業でこれらを燃焼してCO２を排出することに課税）

スイス 2008年 二酸化炭素税（CO２levy）の導入

（「地球温暖化対策税について」（平成21年12月２日、環境省資料）及び「欧州諸国におけるエネルギー税制による地球

温暖化問題への取組み（未定稿）」（平成21年１月現在、財務省ホームページ資料）を基に当室作成）
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デンマーク、オランダ等がある。フィン

ランドは既存税制に炭素含有量に応じ

た付加課税分を設定し、デンマークは炭

素含有量に応じた新税を導入した。オラ

ンダは、1992 年に既存税制に炭素含有

量に応じた新税を導入したものの、

2004 年に同税を既存税制に統合する改

組を行った。

イ 最近の動向

最近の動向として、フランスでは

2010 年１月から炭素税を導入する方針

を表明していたが、2009年12月29日、

フランスの違憲審査機関である憲法評

議会が炭素税について、特例が多すぎて

温暖化対策に不可欠な公平な課税とい

う原則が確立していないとして違憲の

判断を下した25。これを受け、2010 年

１月 20 日、フランス政府は課税対象を

拡大した修正案26を閣議決定し、７月１

日からの導入を目指している。

(2) 我が国と EU 諸国のエネルギー課税

の比較

我が国や EU 諸国において、環境税の

課税対象となる化石燃料等に対しては、

既に各種のエネルギー関係諸税が存在

している。また、課税対象は石油製品、

石炭、ガス及び電気といったようにほぼ

同様であるものの、その税率は国によっ

て様々である。

25 違憲判断は、温室効果ガスを大量に排出する火力
発電所や石油精製施設、セメント工場、コークス製造
工場等が産業界への配慮から軒並み課税を免除さ
れている点を問題視した（『読売新聞』（2009.12.31）。

26 憲法評議会の裁定を受け、発電所等の大規模排出
施設を原則として課税することとした（『日経新聞』夕
刊（2010.1.21）。

EU 諸国におけるエネルギー課税の税

率は我が国よりも概ね高く設定されて

おり、例えば、我が国ではガソリン１ℓ

当たり約 55 円であるのに対し、ドイツ

やオランダなどは90 円を越える課税と

なる税率を設けている。その他の税率に

ついては表Ⅱ-3-2 のとおりである。

我が国よりも比較的高い税率が設定

されている欧州ではあるが、窯業（セメ

ント等）、金属製造（鉄鋼等）など排出

量取引（EU-ETS）の対象となっている

エネルギー多消費産業については、免税

または大幅な減税といった措置がなさ

れている。

ア 税収の使途

エネルギー関係諸税の税収使途につ

いては、欧州諸国では基本的に一般財源

とされており、ドイツやイギリス等では

税収の多くが企業の社会保険料や年金

保険料の負担を軽減するための財源な

どとして使われている。

44



ガソリン 軽油 重油 石炭 天然ガス 電気

55.84（円/L）

揮発油税：53.80

石油石炭税： 2.04

34.14（円/Ｌ）

軽油引取税：32.10

石油石炭税： 2.04

2.04（円/Ｌ）

石油石炭税：2.04

0.70（円/kg）

石油石炭税：0.70

1.08（円/kg）

石油石炭税：1.08

0.375（円/kWh）

電源開発促進税：

0.375

89.80（円/Ｌ）

炭化水素油税：

89.80

89.80（円/Ｌ）

炭化水素油税：

89.80

16.57（円/Ｌ）

炭化水素油税：

16.57

2.12（円/kg）

気候変動税：2.12

4.61（円/kg）

気候変動税：4.61

0.779（円/kWh）

気候変動税：0.779

91.53（円/Ｌ）

エネルギー税：

91.53

65.78（円/Ｌ）

エネルギー税：

65.78

3.43（円/Ｌ）

エネルギー税：

3.43

1.23（円/kg）

エネルギー税：

1.23

5.38（円/kg）

エネルギー税：

5.38

1.720（円/kWh）

電気税：1.720

84.87（円/Ｌ）

石油産品内国消

費税：84.87

59.91（円/Ｌ）

石油産品内国消

費税：59.91

2.33（円/Ｌ）

石油産品内国消

費税：2.33

1.23（円/kg）

石炭税：1.23

2.91（円/kg）

天然ガス消費税：

2.91

－

地方電気税：従価税

97.99（円/Ｌ）

鉱油税：97.99

59.25（円/Ｌ）

鉱油税：59.25

59.25（円/Ｌ）

鉱油税：59.25

1.84（円/kg）

石炭税：1.84

33.99～1.72

（円/kg）

エネルギー税

15.173～0.070

（円/kWh）

エネルギー税

87.68（円/Ｌ）

液体燃料税

－基本税：80.05

－付加税： 6.68

－戦略備蓄料：0.95

50.90（円/Ｌ）

液体燃料税

－基本税：42.89

－付加税： 7.52

－戦略備蓄料：0.49

8.43（円/Ｌ）

液体燃料税

－基本税： －

－付加税：8.08

－戦略備蓄料：0.35

6.25（円/kg）

電気・特定燃料税

－基本税： －

－付加税： 6.09

－戦略備蓄料：0.17

4.10（円/kg）

電気・特定燃料税

－基本税： －

－付加税： 3.92

－戦略備蓄料：0.18

0.326（円/kWh）

電気・特定燃料税

－基本税： －

－付加税： 0.308

－戦略備蓄料：0.018

77.19（円/Ｌ）

鉱油ｴﾈﾙｷﾞｰ税：72.98

CO２税： 4.20

57.87（円/Ｌ）

鉱油ｴﾈ ﾙｷﾞｰ税：53.24

CO２税： 4.64

40.92（円/Ｌ）

鉱油ｴﾈﾙｷﾞｰ税：35.97

CO２税： 4.95

31.85（円/kg）

石炭税：27.69

CO２税： 4.16

66.92（円/kg）

天然ガス税：61.09

CO２税： 5.83

12.667（円/kWh）

電気税：11.016

CO２税： 1.651

50.20（円/Ｌ） 42.23（円/Ｌ） 1.89（円/Ｌ） 0.56（円/kg） 1.32（円/kg） 0.070（円/kWh）

日
本

イ
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ス

ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス
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ラ
ン
ダ

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

デ
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マ
ー
ク

Ｅ
Ｕ

最
低
税
率

（注１） 使途は基本的に一般財源（但し、ドイツのエネルギー税についてはその一部を道路関連の支出に充てることが法令上
定められている、等の例外がある。）。

（注２） ガソリン及び軽油については無鉛・交通用、重油、石炭、天然ガス及び電気については事業用を前提としている。この
他、各種減免措置あり。

（注３） イギリスのガソリンは無鉛の税率。また、石炭、天然ガス及び電気に対する気候変動税については事業用のみ課税さ
れる。

（注４） ドイツのガソリンは無鉛・低硫黄、軽油は低硫黄、重油は事業用、天然ガスは事業用及び電気は事業用の税率。
（注５） フランスのガソリンは低鉛・動力用、軽油は非事業用の税率。また、石炭税及び天然ガス消費税は事業用のみ課税さ

れる。電気に対しては地方電気税があり、課税標準は契約電力によって異なる（税抜電気料金の０～ 80％）。税率は
市で最大８％、県で最大４％である。

（注６） オランダのガソリンは無鉛、軽油は交通用及び天然ガス・電気は事業用の税率
（注７） フィンランドのガソリンは改変無硫黄、軽油は無硫黄及び電気は鉱業・工業・温室用の税率。各税の付加部分（CO２課

税部分）はCO２排出量１トン当たり約2,854円に設定されている（天然ガスは半額）。
（注８） デンマークのガソリンは無鉛、軽油は動力用、天然ガスは非動力用及び電気は非居住用電力の税率。なお、デンマー

クのCO２排出量１トン当たり約1,689円に設定されている。
（注９） EU最低税率はEC指令で定められており、ガソリンは無鉛・動力用、軽油は動力用、重油は加熱・事業用、石炭は加

熱・事業用、天然ガスは加熱・事業用及び電気は事業用の税率。また、2010年に税率の引上げが行われる。
（備考１） 各国政府資料及びEU HP「Taxes in Europe Database」の税率を基に、重油・天然ガスについては比重0.9（kg/ℓ）・0.65

（kg/㎥）及び環境省・経済産業省「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」による
係数26.6（GJ/ﾄﾝ）・40.9（MJ/㎥）を用いて単位を揃えている。

（備考２） 為替レート：１ポンド＝約165.72円、１ユーロ＝約139.85円、１デンマーク・クローネ＝約18.77円（2008年４月から2009
年10月までの為替レートの平均値）

（環境省資料「地球温暖化対策税について」（平成21（2009）年12月２日）を基に当室作成）

表Ⅱ‐3‐2 我が国とEU諸国のエネルギー課税の税率の比較
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ガソリン 軽油 重油 石炭 天然ガス

日

本

24,052（円）

揮発油税：23,173

石油石炭税： 879

13,034（円）

軽油引取税：12,255

石油石炭税： 779

753（円）

石油石炭税：753

291（円）

石油石炭税：291

400（円）

石油石炭税：400

イ

ギ

リ

ス

38,681（円）

炭化水素油税：38,681

34,286（円）

炭化水素油税：34,286

6,116（円）

炭化水素油税：6,116

881（円）

気候変動税：881

1,481（円）

気候変動税：1,481

ド

イ

ツ

39,424（円）

エネルギー税：39,424

25,115（円）

エネルギー税：25,115

1,267（円）

エネルギー税：1,267

510（円）

エネルギー税：510

1,677（円）

エネルギー税：1,677

フ

ラ

ン

ス

36,557（円）

石油産品内国消費税：

36,557

22,873（円）

石油産品内国消費税：

22,873

859（円）

石油産品内国消費税：

859

510（円）

石炭税：510

907（円）

天然ガス消費税：907

オ

ラ

ン
ダ

42,206（円）

鉱油税：42,206

22,622（円）

鉱油税：22,622

21,867（円）

鉱油税：21,867

765（円）

石炭税：765

10,600～537（円）

エネルギー税

フ

ィ

ン

ラ

ン

ド

37,768（円）

液体燃料税

－基本税： 34,479

－付加税： 2,879

－戦略備蓄料：410

19,435（円）

液体燃料税

－基本税： 16,375

－付加税： 2,872

－戦略備蓄料：187

3,112（円）

液体燃料税

－基本税： －

－付加税： 2,983

－戦略備蓄料：130

2,595（円）

電気・特定燃料税

－基本税： －

－付加税： 2,526

－戦略備蓄料：68

1,277（円）

電気・特定燃料税

－基本税： －

－付加税： 1,221

－戦略備蓄料：56

33,246（円）

鉱油エネルギー税：

31,435

CO２税： 1,811

22,096（円）

鉱油エネルギー税：

20,326

CO２税： 1,770

15,103（円）

鉱油エネルギー税：

13,277

CO２税： 1,826

13,219（円）

石炭税：11,492

CO２税： 1,727

20,868（円）

天然ガス税：19,049

CO２税： 1,819

21,625（円） 16,124（円） 697（円） 232（円） 412（円）

Ｅ
Ｕ

最
低
税
率

デ
ン
マ
ー
ク

表Ⅱ‐3‐3 我が国とEU諸国のCO２排出量１トン当たりのエネルギー課税の税率の比較

（注１） 使途は基本的に一般財源（但し、ドイツのエネルギー税についてはその一部を道路関連の支出に充てることが法
令上定められている、等の例外がある。）。

（注２） ガソリン及び軽油については無鉛・交通用、重油、石炭及び天然ガスについては事業用を前提としている。この他、
各種減免措置あり。

（注３） イギリスのガソリンは無鉛の税率。また、石炭及び天然ガスに対する気候変動税については事業用のみ課税され
る。

（注４） ドイツのガソリンは無鉛・低硫黄、軽油は低硫黄、重油は事業用及び天然ガスは事業用の税率。
（注５） フランスのガソリンは低鉛・動力用、軽油は非事業用の税率。また、石炭税及び天然ガス消費税は事業用のみ課税

される。
（注６） オランダのガソリンは無鉛、軽油は交通用及び天然ガスは事業用の税率
（注７） フィンランドのガソリンは改変無硫黄及び軽油は無硫黄の税率。各税の付加部分（CO２課税部分）はCO２排出量１ト

ン当たり約2,854円に設定されている（天然ガスは半額）。
（注８） デンマークのガソリンは無鉛、軽油は動力用及び天然ガスは非動力用の税率。なお、デンマークのCO２排出量１ト

ン当たり約1,689円に設定されている。
（注９） EU最低税率はEC指令で定められており、ガソリンは無鉛・動力用、軽油は動力用、重油は加熱・事業用、石炭は加

熱・事業用及び天然ガスは加熱・事業用の税率。また、2010年に税率の引上げが行われる。
（備考１） 各国政府資料及びEU HP「Taxes in Europe Database」の税率を基に、重油・天然ガスについては比重0.9（kg/ℓ）・

0.65（kg/㎥）及び環境省・経済産業省「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」
により、ガソリンは「ガソリン」、重油は「A重油」、石炭は「一般炭」、天然ガスは日本については「液化天然ガス」、そ
の他の国については「天然ガス」の係数を用いて換算している。

（備考２） 為替レート：１ポンド＝約165.72円、１ユーロ＝約139.85円、１デンマーク・クローネ＝約18.77円（2008年４月から
2009年10月までの為替レートの平均値）

（環境省資料「地球温暖化対策税について」（平成 21（2009）年 12 月２日）を基に当室作成）
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イ CO２排出量１トン当たりの税率

このようなエネルギー関係諸税を、

CO２排出量１トン当たりに換算し比較

したものが表Ⅱ-3-3 である。

同表は、例えばガソリンから CO２を

１トン排出した場合、我が国においては

24,052 円の課税がなされることを示し

ている。

CO２排出量１トン当たりの課税状況

をみると、必ずしも炭素に比例した税率

が設定されているとはいえず、また、課

税対象の中でも特にガソリンに対する

税率が高いことが伺える。

このような化石燃料等に対する税率

を、炭素含有量当たりの税率に換算し、

化石燃料毎の税率のバラツキをみると、

バラツキが少ない国として、デンマーク

等北欧諸国が挙げられる27。

ただし、各国とも多様な軽減措置や還

付措置を導入しており、実際の課税状況

は産業部門によって異なっているのが

現状である28。

(3) 我が国における環境税（地球温暖化

対策税）の検討の経緯

27 「欧州諸国の石油製品すなわち化石燃料に対する
既存税と温暖化対策税の税率について、炭素含有
量１単位（ｔ‐C）当たりの税率換算したうえで、石油製
品間の税率のバラツキを変動係数によって示した」も
のを参考としているが、試算の詳細な内容について
は、横山彰「温暖化対策と経済成長の制度設計」（勁
草書房）を参照されたい。

28 例えば、北欧４カ国（フィンランド、スウェーデン、ノ
ルウェー、デンマーク）においては、デンマークを除
き、家計部門の税率が産業部門（農業、建設、金融
等）を大きく上回っている。また、産業部門間におい
ても税率は異なっている。（篠原克岳「環境税（地球
温暖化対策税）とエネルギー関係諸税について」（平
成 21 年６月 25 日）（「税務大学校論叢第 61 号」））

ア 平成 21（2009）年９月まで

我が国においては、平成 16（2004）

年８月に、環境省が農林水産省とともに

環境税の創設を財務当局に要求して以

降、毎年度要望が行われてきた。

平成 20（2008）年 11 月、環境省は、

平成 21（2009）年度の税制改正要望で、

平成 20（2008）年度からの京都議定書

の第一約束期間の開始を踏まえ、地球温

暖化対策を加速するため、地球温暖化対

策のための税制を推進するとして、環境

税の創設等を要望した。しかし、同年

12 月、平成 21（2009）年度税制改正

大綱では「環境税については、税制抜本

改革に関する議論の中で、税制全体のグ

リーン化を図る観点から、様々な政策的

手法全体の中での位置づけ、課税の効果、

国民経済や産業の国際競争力に与える

影響、既存の税制との関係等に考慮を払

いながら、納税者の理解と協力を得つつ、

総合的に検討する。」とされ、平成 21

（2009）年度の導入は見送られること

となった。

イ 平成 21（2009）年９月以降

第 45 回衆議院議員総選挙によって、

民主党が第一党となり鳩山内閣が発足

した後、９月 22 日、鳩山総理は、国連

気候変動首脳会合において、我が国の中

期目標について「1990 年比で言えば

2020 年までに 25％削減」を目指すとし、

「国内排出量取引制度や、再生可能エネ

ルギーの固定価格買取制度の導入、地球

温暖化対策税の検討をはじめとして、あ

らゆる政策を総動員して実現をめざし

ていく」と発言した。
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10 月 30 日、環境省は地球温暖化対

策税の創設などの平成 22（2010）年度

税制改正要望を公表し、11 月 11 日、

同税の具体案が示された（以下、「具体

案」という。）（表Ⅱ-3-4）。その後、政

府税制調査会等においてその取扱いが

議論され、12 月 22 日、平成 22（2010）

年度からの同税の導入は見送られたも

のの、平成 22（2010）年度税制改正大

綱に「地球温暖化対策の観点から、1990

年代以降、欧州各国を中心として、諸外

国において、エネルギー課税や自動車関

連税制などを含む、環境税制の見直し・

強化が進んでいます。我が国における環

境関連税制による税収の対 GDP 比は、

欧州諸国に比べれば低いといえますが、

今後、地球温暖化対策の取組を進める上

で、地球温暖化対策のための税について、

今回、当分の間として措置される税制の

見直しを含め、平成 23（2011）年度実

施に向けて成案を得るべく更に検討を

進めます。」と盛り込まれた。

ウ 地球温暖化対策税の具体案について

環境省が発表した地球温暖化対策税

の具体案は、自動車関係諸税29の暫定税

率の廃止を前提とした上で、原油、ガソ

リン、軽油、天然ガス及び石炭等を課税

対象とし、税収総額は約２兆円というも

のである。その税収は地球温暖化対策の

歳出・減税に優先的に充てるとともに、

軽減措置として、製品原料となる化石燃

29 参考資料「５ 国・地方の自動車関係諸税の内訳」
及び「６ エネルギー課税の状況」参照。

表Ⅱ‐3‐4 平成 22 年度税制改正要望 地球温暖化対策税の具体案

課税の
仕組み

①原油、石油製品（ガソリン、軽油、重油、灯油、航空機燃料）、ガス状炭化水素（天然ガ
ス、LPG 等）、石炭を対象に、輸入者、採取者の段階で課税（石油石炭税の納税システ
ムを活用）

②ガソリンについては、①に加えて、ガソリン製造者等の段階で課税（揮発油税の納税シ
ステムを活用）

税率

①（輸入者・採取者）
・原油、石油製品 2,780 円/㎘ （1,064 円/二酸化炭素トン、 3,900 円/炭素トン）
・ガス状炭化水素 2,870 円/ｔ （1,064 円/二酸化炭素トン、 3,900 円/炭素トン）
・石炭 2,740 円/ｔ （1,174 円/二酸化炭素トン、 4,303 円/炭素トン）
②（ガソリン製造者等）
・ガソリン 17,320 円/ｔ （7,467 円/二酸化炭素トン、 27,380 円/炭素トン）

税収額

○総額約 2.0 兆円
①全化石燃料への課税 1.0 兆円強

（うち石炭の税率の天然ガスとの均衡化 0.03 兆円）
②ガソリンへの上乗せ課税 1.0 兆円弱

軽減措置

○以下については、免税とする
・製品原料としての化石燃料（ナフサ）
・鉄鋼製造用の石炭・コークス
・セメントの製造に使用する石炭
・農林漁業用Ａ重油
○その他、国際競争力強化等の観点からの特定産業分野への配慮や低所得者等への

配慮については、使途となる歳出・減税で対応

実施時期
○平成 22（2010）年度４月より実施。
○次年度以降、国内排出量取引制度が導入される際には、各国の例も参考に、排出量

取引の対象となる事業者の負担の軽減措置を検討する。

使途
○「チャレンジ 25」実現に向けた政策パッケージに盛り込まれる地球温暖化対策の歳出・

減税に優先的に充てることとするが、特定財源とはしない。

その他
○軽油についての個別の課税については、税制調査会において別途ガソリンに準じて検

討が必要

（環境省資料を基に当室作成）
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料（ナフサ）や鉄鋼製造用の石炭・コー

クス、農林漁業用Ａ重油などに対する免

税措置が示されていた。

同税導入による国民負担については、

暫定税率廃止による負担減と地球温暖

化対策税創設による負担増を比較する

と、同税の導入によって世帯当たり年間

1,127 円の負担増になると試算されて

いる（表Ⅱ-3-5）。ただし、この負担額

は日本国民全体の平均の負担額である

ため、ガソリン車を保有しない世帯や、

北海道や東北など灯油の使用量の多い

寒冷地域では税負担が大きくなること

が指摘されていた。

補論 暫定税率の廃止と地球温暖化対

策税の導入をめぐる議論の経過

自動車関連諸税の暫定税率は、道路特

定財源制度を前提として昭和 49(1974)

年に創設され、これまで、税率の引上げ

や延長が行われてきたが、同制度は平成

21（2009）年４月から廃止された。

民主党は先の衆議院議員総選挙にお

いて暫定税率の廃止を主張しており、暫

定税率の廃止の是非が平成 22（2010）

年度税制改正の主要な論点となってい

た。

一方、揮発油税など暫定税率を廃止す

ると、ガソリン消費を促し、これが温暖

化対策に逆行するとの懸念もあり、

2020 年までに 25％削減するという中

期目標との整合性が問題となっていた。

また、自動車関連諸税の暫定税率による

税収は国と地方を合わせて約 2.5 兆円

にのぼり、財政状況が逼迫する中、暫定

税率を廃止する場合、代替財源の確保が

不可欠であった。

そこで、地球温暖化対策税を暫定税率

の廃止と併せて導入するとの案が提案

されたものの、経済活動への懸念から早

期の導入には慎重な意見等が大勢を占

め、平成 22（2010）年度からの導入は

見送られることとなった。

表Ⅱ‐3‐5 世帯当たり直接の税負担額の変化

現 行 地球温暖化対策税創設
年間世帯当たり

直接の税負担額

年間世帯当たり

直接の税負担額

灯油 422 世帯当たり年間 1,127 円の負担増 灯油 997

ＬＰＧ 1,643 ＬＰＧ 1,897

都市ガス 255 都市ガス 706

電力 2,839 電力 5,719

ガソリン 34,701 ガソリン 31,588

軽油 984 軽油 1,064

合計
40,844

（月：3,404） 合計
41,971

（月：3,498）

（環境省資料を基に当室作成）

・暫定税率廃止による負担

減

・地球温暖化対策税創設

による負担増

・軽油への追加的な課税

による負担増

－16,094 円

＋16,728 円

＋ 493 円

＋ 1,127 円

（ 月 額 ９ ４ 円 ）
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(4) 今後の主な課題

地球温暖化対策税に関する主な課題

としては、税の制度設計そのものが主要

な論点であるが、本論においては、特に

政権交代以降、同税と暫定税率との関係

が重点的に議論されたことを踏まえ、暫

定税率との関係についても触れること

とする。

ア 暫定税率との関係

(ｱ) 暫定税率の廃止

暫定税率の廃止はガソリンや軽油価

格の低下につながり、自動車利用者によ

るガソリン等の消費量の増加といった

消費行動の変化がみられるものである
30。平成 20（2008）年４月に暫定税率

が１ヶ月間失効した際には、CO２排出量

が約 200 万トン増加したとの試算31も

なされており、暫定税率の廃止は温暖化

対策上の措置と逆行するものと指摘さ

れている。

しかし、暫定税率の廃止は民主党マニ

フェストにおいて公約された事項であ

り、平成 22（2010）年度税制改正大綱

においても「長い経緯に縛られてきた現

行の 10 年間の暫定税率は、廃止します

が、当分の間、揮発油税、地方揮発油税、

30 ガソリン価格は、平成 10（1998）年度には１ℓ当たり
97円であったが、平成19（2007）年度には146円とな
り、その販売量は価格の上昇と反比例して、消費量
が減少傾向にあった。
こうした中、平成 20（2008）年４月に暫定税率が失効

し、価格が約 25 円下がると、月間販売量は対前年同
月比 17％増となった。軽油においても同様の傾向が
見られており、エネルギー価格の変化は消費に確実
な影響を与える結果となっている（「環境税等のグリ
ーン税制に係るこれまでの議論の整理」（平成 20
（2008）年 11 月 17 日 中央環境審議会 総合政策・
地球環境合同部会グリーン税制とその経済分析等に
関する専門委員会））。

31 前掲脚注 30 参照

軽油引取税について現在の税率水準を

維持することとしました。」とされてお

り、「当分の間」が過ぎれば、現行の水

準がいずれは引き下げられると考えら

れる。

一方、暫定税率の廃止に対して、地球

温暖化対策は喫緊の課題であることを

踏まえ、暫定税率については最低限維持

することが必要との指摘がある。

このように温暖化対策との整合性を

どのように図るかが課題となる。

(ｲ) 暫定税率の廃止と新税の創設

暫定税率の廃止は温暖化対策上の措

置と逆行するものの、暫定税率の廃止分

に相当する税率を新税によって補填等

することに対しては、温暖化対策として

有効であるとの指摘がある。また、暫定

税率廃止による大幅な税収の減少を防

ぐことが期待できるため、暫定税率の廃

止と同時に地球温暖化対策税の創設を

実施すべきとの指摘がある。

一方、一般家庭や中小企業者のように

小規模多数の CO２排出源に対し新たな

課税の導入を行う前に、税制のグリーン

化等による既存税制の一層の活用が重

要であるとの指摘がある。また、既存の

環境・エネルギー税制が複数あることを

踏まえ、新たな税制が必要と言えるのか

との指摘もある。

暫定税率に相当する新税の創設につ

いては、民主党マニフェストにおいて公

約されていた暫定税率の廃止に反する

おそれがあるとの指摘がある。これに対

し、「民主党政策集 INDEX2009」には「ガ

ソリン等の燃料課税は、一般財源の『地
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球温暖化対策税（仮称）』として一本化

します。」と記載されており、暫定税率

等の廃止と新税の創設は必ずしもマニ

フェスト違反と言えないとの指摘もあ

る。

いずれにしても、減税されないことま

たは新税の創設といった負担を強いる

場合には、国民に対し十分な説明を行う

必要があるとの指摘がある。

イ 地球温暖化対策税について

(ｱ) 同税の導入による影響

税導入に消極的な立場からは、地球温

暖化対策税の導入は、企業に対し追加的

なコスト負担を強い将来の投資や研究

開発の原資を奪うものであり、原油高の

影響もあって特に中小事業者はこれ以

上の負担は困難であること、炭素リーケ

ージへの懸念があることなどの意見が

出されている。

また、炭素リーケージによって、日本

の CO２排出量は減るものの、工場の移

転先あるいは製品の製造元の途上国か

らの排出量が増加してしまい、世界全体

の温室効果ガス排出量が逆に増えてし

まうのではないかという懸念がある。

一方で、税導入に積極的な立場による

と、経済への影響は軽微であり、税収や

免税措置の活用を図ればそうした懸念

には及ばず、むしろ省エネ・環境技術の

開発が促進されることとなり、プラス効

果が生ずるなどとされている。また、炭

素リーケージについては、課税によるエ

ネルギーコストの上昇だけによって、工

場等の立地という重要な企業行動に大

きな影響が生じるとは考えにくいとさ

れている。

また、IPCC では、京都議定書の達成

目標のため先進国等が税導入等の温暖

化対策を講じて排出量を削減した場合、

先進国の削減量の５～20％程度が開発

途上国に移転するものの、世界全体とし

ては削減が進むと指摘している。

なお、このような炭素リーケージに関

する分析は経済全体に関する分析であ

り、個々の業種で見れば、鉄鋼業等エネ

ルギー多消費産業では影響が大きい場

合もあることに留意する必要がある。

(ｲ) 税収の使途

地球温暖化対策税の具体案において

は、同税の使途は「『チャレンジ 25』実

現に向けた政策パッケージに盛り込ま

れる地球温暖化対策の歳出・減税に優先

的に充てることとするが、特定財源とは

しない。」とされている。

したがって、同税の使途は基本的に一

般財源と解されている。この点について、

「地球温暖化対策税なのだから地球温

暖化対策のために使うべき」という発想

があり32、特定財源とすべきとの指摘が

ある。

一方、環境税を導入している諸外国に

おいて、その使途は基本的に一般財源と

されていること、一般財源としての環境

税の二重の配当（コラム参照）や「民主

党政策集 INDEX2009」に一般財源化す

るとされていることから、一般財源化が

32 「地球温暖化対策に関する世論調査（平成 19 年８
月）」によると、環境税について「賛成」とする者の割
合が 40.1％であり、それらの者に税収使途を尋ねた
ところ、「すべて地球温暖化対策のための財源とす
べき」とするものの割合が 70.9％に上っている。
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適当であるとの指摘がある。

(ｳ) 課税の仕組み

具体案における同税の課税の仕組み

では、輸入者、採取者の段階（川上段階）

で課税するものとなっている。

輸入者や採取者等の川上段階で課税

した場合、消費者段階への価格転嫁が行

いにくく、化石燃料の消費者が税の負担

を実感しにくくなるおそれがあるとの

指摘がある。したがって、環境への配慮

行動を促すという観点からは、消費段階

にある川下で課税するべきとの指摘が

ある。また、川上で課税した場合、川下

に位置する化石燃料の消費者に対して、

税の減免・還付措置を講ずることは制度

設計上困難となるとの指摘がある。

一方、川上段階で課税することは、川

下への価格転嫁が必要となるものの、化

石燃料の販売店等が領収証に税額を表

示することなどによって税の価格転嫁

を期待することができるとの見解もあ

る。また、川上段階での納税義務者は比

較的少数であるとともに、既存税の制度

を活用することが可能であり、効率的な

執行が可能となるとの指摘がある。すな

わち、川下段階の課税では、膨大な徴税

コストが必要となるほか、徴収漏れの問

題が生ずるおそれが指摘されている。

(ｴ) 税収の規模

具体案において同税の税収額は、①全

化石燃料への課税１兆円強、②ガソリン

への上乗せ課税１兆円弱、総額約２兆円

とされている。約２兆円規模の税収が確

保されると、幅広い温暖化対策、例えば

家庭での取組や森林吸収源対策として

の森林整備なども含めた対策に活用で

きるとされ、財源としての効果があると

の指摘がある。

一方、温暖化対策には、既に１兆円近

い予算が使われており、現状の温暖化対

策予算の効果の十分な検証や、石油石炭

税など既存のエネルギー関連税制との

関係について所要の整理がなされる必

要があるとの指摘もある。

(オ) ポリシーミックス

環境税（温暖化対策税）や国内排出量

取引制度等の経済的手法の導入に当た

っては、税と排出量取引制度は別個のも

のではなく、相互補完的な関係にあると

の認識の下、議論をする必要があるとの

指摘がある33。

相互に関連の強い国内排出量取引制

度と税の在り方に関する議論は、対象範

囲の重複を避けて設置するなど、制度設

計上での密接な調整とともに、その導入

時期といった基本的な枠組みを明確に

する必要があるとの指摘がある。

一方、税と排出量取引制度との導入時

期について、諸外国においては、まず、

幅広い部門に対する環境税を創設し、そ

の後、排出量取引制度や固定価格買取制

度等の政策が導入されている例が多く、

これらの制度の導入が同時でなければ

ならない理由はないとの指摘がある。

33 「環境税や排出量取引制度等の経済的手法につ
いては、ポリシーミ ックスの考え方に沿って、排出削
減効果の最大化を図りつつ、国民負担や行財政コス
トを極力小さくすることができるよう、活用すべきであ
る。（略）この２つの政策手法は、代替的というよりも相
互に補強、補完の関係にある。」（50 頁、脚注 30 参
照）。
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環境税のメリットには、外部費用（環境配慮費用）を内部化し、環境

を改善する効果、つまり、CO２排出量の削減効果が期待されている。環

境税にはこの効果以外にも次のような効果があるといわれている。

環境税を創設することによって、当然であるが、新たな税収が生み出

されることとなる。この税収を、既存の間接税や所得税などの減税に回

すことによって、労働市場や消費における他の社会的余剰の損失を減少

させる効果があるとされる。また、税収を環境負荷軽減のための補助金

とすることにより、環境税と組み合わせて、環境改善効果をさらに高め

ることが期待できるとされている。

このような環境税によるメリットのことを、環境税の二重の配当とい

う。 

【コラム】環境税の二重配当
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鳩山総理は、平

成 21（2009）年９

月、国連気候変動

首脳会合において、

1990 年比で 2020

年までに温室効果

ガスを 25％削減す

るとの目標を公表

した。その後、そ

の達成のための方

策として「チャレ

ンジ 25」を提案し

た。その中で、太

陽光や太陽熱、風力発電等の自然エネル

ギーの利用は、温暖化対策における有効

な手段であるとし、自然エネルギーの利

用促進を掲げている。

(1) 再生可能エネルギー及び新エネル

ギーの定義

我が国では、自然エネルギーの分類と

して、「再生可能エネルギー」と「新エ

ネルギー」の概念が用いられている34。

再生可能エネルギーは、「風力や太陽

光などのように、絶えず資源が補充され

て枯渇することのないエネルギー」と定

義されている35。具体的には、太陽光、

34 「新エネルギー」という言葉は、諸外国ではあまり使
われておらず、主に「再生可能エネルギー」が用いら
れている。また、国により再生可能エネルギーの定義
が異なる。例えば、日本と比較し、EU では、潮力、波
力等も再生可能エネルギーに位置付けているが、雪
氷熱利用、温度差熱利用は、位置付けていない（図
Ⅱ-4-1 参照）。

35 総合資源エネルギー調査会第２回新エネルギー部
会（平成 13 年２月 27 日）資料７「新エネルギー・再生

太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱、

波力等のエネルギーが挙げられ、一定期

間に供給されるエネルギーは限定的と

いえるが半永久的に利用できるのが特

徴である36。

一方、新エネルギーは、再生可能エネ

ルギーのうち、その普及のために支援を

必要とするものとされている37。具体的

には、太陽光発電、風力発電、バイオマ

スエネルギー利用、雪氷熱、温度差エネ

ルギー利用等が、新エネルギーとして定

義されている。

その他、再生可能エネルギーの普及、

可能エネルギーの範囲等について」参照。
36 「再生可能エネルギーに関する政策動向と今後の
展望（総論）」山口馨 『外国の立法 225（2005.8）』2
頁参照。

37 「新エネルギーの利用等の促進に関する特別措置
法」において、「新エネルギー利用等」として規定さ
れているが、総合資源エネルギー調査会新エネルギ
ー部会において、化石原料由来の廃棄物は再生可
能エネルギーではないことから、廃棄物発電、熱利
用等が除外されるなど、見直しが行われた。

４ 再生可能エネルギーの活用の在り方

再生可能エネルギー

新エネルギー

太陽光発電

風力発電

バイオマス発電

中小規模水力発電※１

地熱発電※２ 

発電分野

太陽熱利用

温度差熱利用

バイオマス熱利用

雪氷熱利用

熱利用分野

バイオマス燃料製造

大規模水力発電、海洋エネルギー

図Ⅱ-4-1 再生可能エネルギー・新エネルギーの概念図

※１ 中小規模水力は、1,000ｋW 以下のもの。
※２ 地熱発電は、水よりも低い沸点の物質を地熱による熱水で沸騰させて発電する「バイナリー方

式」のものに限る。
（資源エネルギー庁・NEDO の HP を基に当室作成）

再生可能エネルギーの普
及、エネルギー効率の飛躍
的向上、エネルギー源の多
様化に資する新規技術であ
って、その普及を図ることが
特に必要なもの

・クリーンエネルギー自動車
・天然ガスコージェネレーション
・燃料電池 等

革新的なエネルギー高
度利用技術
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エネルギー効率の飛躍的向上、エネルギ

ー源の多様化に資する新規技術等につ

いては、「革新的なエネルギー高度利用

技術」として整理された。具体的には、

クリーンエネルギー自動車、天然ガスコ

ージェネレーション、燃料電池等を指す

（図Ⅱ-4-1）。

(2) 再生可能エネルギー全体にかかる

現状及び主な課題

ア 再生可能エネルギーの割合

(ｱ) 国内動向

我が国の一次エネルギー国内供給38

38 一次エネルギーとは、石油、石炭、天然ガス、水力、
太陽、地熱等、自然から直接得られるエネルギーの
ことをいう。一次エネルギー国内供給とは、国内へ供
給された一次エネルギーの総量のことをいう（詳細に
ついては、参考資料「７ 一次エネルギー国内供給と
最終エネルギー消費」参照）。なお、我々が通常使
用している電気、ガソリン、都市ガス等は、一次エネ
ルギーを転換して得られるエネルギーであり、二次
エネルギーという。

に占める再生可能エネルギーの割合は、

年々増加している。平成 19（2007）年

実績では、家庭等での発電量を含む新エ

ネルギー等は一次エネルギー国内供給

の 3.0％、地熱は同 0.1％、揚水発電39を

含む水力は同 2.8％を占めている（図Ⅱ

-4-2）。

政府は、一次エネルギー総供給40に占

める再生可能エネルギーの割合を 2020

年までに 10%程度の水準まで引き上げ

るとしており、今後の再生可能エネルギ

39 揚水発電は、川の上と下に二つのダム（調節池）を
作り、電力需要の少ない夜間に電力を用いて下のダ
ムから水をくみ上げ、くみ上げた水を電気需要の多
い昼間に流して発電するもので、水の落差を利用し
て発電する他の水力発電とは区別されている。

40 一次エネルギー総供給とは、国内産出された一次
エネルギーと、輸入された一次エネルギーの合計の
ことをいう（詳細については、参考資料「７ 一次エネ
ルギー国内供給と最終エネルギー消費」参照）。

石油
244

41.2%

LPG
18

3.1%

天然ガス
105

17.7%

水力
17

2.8%

原子力
60

10.1%

石炭
130

21.9%

新エネルギー等
18

3.0%

地熱
1

0.1%

一次エネルギー供給量
（2007年実績）
５９３百万kL

（単位：百万kL）

（経済産業省、平成21 年８月26 日発表、「長期エネルギー需給
見通し（再計算）」を基に当室作成）

図Ⅱ-4-2 我が国の一次エネルギー供給に占める
再生可能エネルギー及び新エネルギーの割合

一次エネルギー供給

図Ⅱ-4-3 一次エネルギー総供給に占める
再生可能エネルギーの割合

○2005年実績は、IEAの一次エネルギー供給ベース（日本は、長期
エネルギー需給見通し及び新エネルギー部会緊急提言等ベー
ス。中国は2006年。）

○2020年目標は、EU 各国は最終消費エネルギーベース。日本は
一次エネルギー供給ベース。中国は IEA の一次エネルギー供給
ベース。

（低炭素社会構築に向けた再生可能エネルギー普及方策検討会「低
炭素社会構築に向けた再生可能エネルギー普及方策について（提
言）」、日本の目標についは地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検
討会エネルギー供給 WG（第１回）配付資料「エネルギー供給 WG における
検討の進め方」、米国の目標については、同配付資料「国内外における再生
可能エネルギーの現状と導入目標」を基に当室作成）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

米国

日本

中国

ＥＵ

イギリス

ドイツ

フランス

スペイン

イタリア

デンマーク

スウェーデン

2005年実績

2020年目標
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表Ⅱ-4-1 再生可能エネルギー導入拡大ついて
盛り込まれた主な政策等

日付 主な政策
平成 20（2008）年

福田元総理のスピーチ「『低炭素社会・日
本』をめざして」

６月９日

CO２排出量を2020年までに2005年比14％
削減可能、とし、再生可能エネルギー導入
拡大について言及
『低炭素社会づくり行動計画』閣議決定７月29日
太陽光発電導入量を2020 年までに10 倍と
する目標のほか、風力、水力発電等につい
ても促進を進める旨明記
『新エネルギー政策の新たな方向性─新エ
ネルギーモデル国家の構築に向けて─』（総
合資源エネルギー調査会新エネルギー部会）

９月25日

太陽光による発電、熱利用、風力発電等の
促進について明記

平成21（2009）年
１月13日 住宅用太陽光発電システム導入に対する補

助金交付事業 募集開始
麻生前総理のスピーチ「新たな成長に向け
て」

４月９日

2020 年までにエネルギー消費に占める再
生可能エネルギーの比率を20％まで引き上
げたい旨発表
『経済危機対策』（「経済危機対策」に関
する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合
同会議）

４月10日

太陽光や小水力発電の促進について明記
麻生前総理のスピーチ「未来を救った世代
になろう」

６月10日

2020 年までに太陽光発電を現状の 20 倍にす
る、小水力発電の導入を促進する等発言
『経済財政改革の基本方針2009』閣議決定６月23日
2020年頃に最終エネルギー消費に占める再生
可能エネルギーの比率を 20％程度、太陽光発
電を20 倍程度にする旨明記
鳩山総理の国連気候変動首脳会合における演
説

９月22日

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導
入等により、温室効果ガスを 2020 年までに
1990年比で25％削減するとの目標を国際公約

11月１日 太陽光発電の新たな買取制度 開始
11月６日 再生可能エネルギーの全量買取に関するプ

ロジェクトチーム 設置
『明日の安心と成長のための緊急経済対
策』

12月８日

太陽熱利用機器普及のための事業、全再生
可能エネルギーの全量買取制度の導入検討
等について明記

12月下旬 地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ
検討会及び自動車、住宅・建築物、地域づ
くり、エネルギー供給の４つのワーキン
グ・グループ 設置
「新成長戦略（基本方針）～輝きのある日
本へ～」

12月30日

固定価格買取制度拡充等による再生可能エ
ネルギー拡大支援について明記

（政府の報道発表資料等を基に当室作成）

ー導入促進に係る施策に期待が集まる。

(ｲ) 国際動向

欧州諸国の再生可能エネルギー導入

量は大幅に伸びている。

また、欧州等の国々では、その導入拡

大に向けた野心的な目標を掲げており、

また、EU 全体では、2020 年に最終エネ

ルギー消費41の 20％を再生可能エネル

ギーにするとの目標をかかげている（図

Ⅱ-4-3）。

イ 我が国における取組

我が国において、本格的に再生可能エ

ネルギーが政府の政策に盛り込まれ、注

目が集まり始めたのは、G８北海道洞爺

湖 サ ミ ッ ト が 開 催 さ れ た 平 成 20

（2008）年である。以後、様々な政策

の中に、再生可能エネルギー（もしくは、

新エネルギー）の文言が盛り込まれ、注

目されていることがわかる（表Ⅱ-4-1）。

ウ 主な課題

再生可能エネルギーは、資源の枯渇が

ないため、その活用は資源に乏しい我が

国にとっては、国産エネルギーとして、

また石油代替エネルギーとして、エネル

ギーの安定供給の確保に資するという

メリットがある。また、発電装置の生産

過程を含めたライフサイクル全体で見

た場合に CO２排出量が火力発電等に比

べて少ないこと、再生可能エネルギーの

多くが地域分散型であり、需要地と近接

していることから輸送によるエネルギ

41 最終エネルギー消費とは、消費者に利用されるエ
ネルギーの合計のことをいう。最終エネルギー消費と
一次エネルギー国内供給は一致しないが、これは、
エネルギー転換の際のロス（転換損失）があるためで
ある（詳細については、参考資料「７ 一次エネルギ
ー国内供給と最終エネルギー消費」参照）。
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ー損失が低く抑えられること等のメリ

ットもある。

一方で、再生可能エネルギー導入に関

する主な課題として以下が指摘されて

いる。

(ｱ) 導入補助金制度

導入補助金制度は、初期の導入コスト

が割高な段階において、その価格差を直

接的に補填するものとして有効である

とされており、平成 22（2010）年度予

算案には、住宅用太陽光発電導入支援対

策費補助金、新エネルギー等導入加速化

支援対策費補助金等が計上されている
42。

しかし、年度毎に拠出可能な補助金総

額に上限があること、また、単年度の予

算制度であるため、制度の継続期間が不

明確であり、再生可能エネルギー事業投

資家、機器供給メーカー等の投資計画を

立てにくくしていることが指摘されて

いる。さらに、補助金制度の運用にかか

る行政コストがかさみやすいこと、年度

内のある一時期に行政事務が集中する

こと等の運用上の課題なども指摘され

ている。

(ｲ) RPS 制度

RPS 制度43は、エネルギーの安定的か

つ適切な供給を確保するため、電気事業

者に対して、毎年、その販売電力量に応

じて、一定割合以上の新エネルギー（風

 
42 平成 22（2010）年２月 25 日現在。以下、平成 22 年
度予算案に関する記述についても同じ。

43 RPS（Renewables Portfolio Standard)制度は、「電気
事業者による新エネルギー 等の利用に関する特別
措置法」に基づく、 新エネルギー 等の利用を義務付
け、新エネルギー 等の更なる普及を図る制度。

力、太陽光、地熱、水力44、バイオマス

を熱源とする熱45等）による発電電力の

利用目標量を義務付け、新エネルギーの

さらなる普及を図るものである。電気事

業者は、自ら新エネルギーにより発電す

る、あるいは、他から新エネルギーによ

る電力を購入する等の方法で義務を履

行することとされている。

我が国でも、同制度を平成 15（2003）

年から導入しており、各電力会社の利用

目標量は、４年毎に当該年度以降８年間

の目標量を定めることとされ、現在は平

成 26 年度まで定められている。この目

標量は、年々数値を引き上げており、新

エネルギー等の導入量拡大に有用であ

ると評価する一方で、目標量が低いとの

意見もある。

また、同制度は、市場を活用し新エネ

ルギー間のコスト競争を促すことで、費

用対効果の高い導入拡大を実現できる

とされているが、天候の影響を受けやす

いこと、相対的に導入コストが高い新エ

ネルギーの導入が進まないこと、買取価

格の将来予測が困難なため投資回収年

数が定まらないこと等が指摘されてい

る。

(ｳ) 固定価格買取制度

固定価格買取制度とは、電力会社にエ

ネルギーの一定価格での買取りを義務

付けるものであり、主に再生可能エネル

ギーの普及拡大を目的として、我が国を

はじめ、ドイツ、スペイン等で用いられ

44 出力 1000kW 以下の水力発電所の原動力として用
いられる水力。

45 原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びに
これらから製造される製品を除く。
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ている。

各国において買取

りの対象とするエネ

ルギーや買取価格、買

取期間等は異なるが、

定められた一定期間

において買取開始時

の価格が保証される46

ため、再生可能エネル

ギーの導入に対する

インセンティブにな

るとされている。

我が国では、平成21

（2009）年11月より、

法律に基づく太陽光発電の余剰電力の

固定価格買取制度が導入されている。

同制度では、開始当初の買取価格を、

住宅の場合には 48 円/kWh に設定47し、

10 年間買取価格を固定することとされ

た48。これにより、太陽光発電の導入費

用の回収にかかる期間が、新築住宅への

設置の場合には 10 年程度、既築住宅へ

の設置の場合には15 年程度に短縮され

ると試算されている（図Ⅱ-4-4）。

民主党は、先の総選挙のマニフェスト

において、「全量買い取り方式の再生可

46 買取価格は、普及量や生産コストの推移に従って
定期的に見直され、計画的に逓減していくものとされ
ている。

47 非住宅（事業所、工場等）用の場合は、24円/kWh、
ダブル発電の場合の一般住宅では39円/kWh、非住
宅では 20 円/kWh と設定された。

48 平成 22（2010）年１月 26 日、経済産業省総合資源
エネルギー調査会新エネルギー部会・電気事業分
科会買取制度小委員会（以下「買取制度小委員会」
という。）において、平成 22 年度の電気買取価格も、
現行と同じ 48 円/kWh で買い取ることが適当であると
の結論が得られた。この結論を踏まえつつ、パブリッ
クコメント（２月 28 日まで）を実施した上で、平成 22
（2010）年度の買取価格を定めることとしている。

能エネルギーに対する固定価格買取制

度を早期に導入する」ことを掲げ、国連

気候変動首脳会合における鳩山総理の

演説においても、温室効果ガス 25％削

減のための一つの手法として、「再生可

能エネルギーの固定価格買取制度の導

入」を宣言している。

これを受け、平成 21（2009）年 11

月、政府は、再生可能エネルギーの全量

買取に関するプロジェクトチームを設

置し、すべての再生可能エネルギーによ

る発電電力の全量を買い取る制度（全量

全種買取制度）の是非について検討を進

めている。

再生可能エネルギーの導入拡大の動

きの一方で、いくつかの課題が指摘され

ている。

現行の太陽光発電の新たな買取制度

に関しては、電力会社が買取に要する費

用は、電気料金に転嫁されることになっ

ており、月々の国民負担額は一般的な家

太陽光発電システムのコスト回収の試算
(新築の場合:3.5ｋWシステム設置モデルケース)

太陽光発電システム 約１８５万円

前制度

導入費用

国の支援
（補助金･減税）

約43万円

自宅で消費
した電力料金

約35万円

余った電力の
売買収入

約50万円

国の支援
（補助金･減税）

約43万円

自宅で消費
した電力料金

約35万円

余った電力の売買収入

約１００万円

自治体等の補助

約20万円（平均）

新制度
導入後

（約10年間でのコスト回収の内訳）
37万円

費用回収が
できない！！

約148万円

約198万円

10年間で費用
回収可能

図Ⅱ-4-4 「太陽光発電の新たな買取制度」による試算

（経済産業省の資料を基に当室作成）
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庭では 100 円未満とされている49が、太

陽光発電の設置のための金銭的余裕や

場所がない人にとっては、負担だけが増

えるとの不満の声も聞かれ、この不公平

感を解消する必要がある。

また、検討中の全量全種買取制度が実

現した場合、電力会社の買取電力量がさ

らに増えることが予想され、国民負担が

増えるのではないかとの指摘がある。国

民負担の増減に限らず、各電力の導入見

込み、RPS 制度等の他の制度とのバラン

ス等、詳細な制度設計案が示されていな

いため、政府はこれを早急に提示するこ

とが求められている。

49 平成 22（2010）年１月 26 日、買取制度小委員会（前
掲注 48 参照）において、平成 22（2010）年４月から、
平成 21（2009）年分（制度開始月の 11 月及び 12 月
分）の買取に要した費用の電力料金への転嫁額が審
議され、すべての一般電気事業者において１kWｈ当
たり１銭未満であったことが確認されたため、実質的
に転嫁されるのは平成 23（2011）年４月以降となっ
た。

さらに、現行の太陽光発電の新たな買

取制度の検証結果を踏まえた上で、全量

全種買取制度の在り方について検討す

ることの必要性も指摘されている。

(ｴ) 系統安定化対策

ａ 基礎的な影響と検討状況

太陽光発電、風力発電等の再生可能エ

ネルギー電力は、一部のものを除き、発

電出力が天候や風量などの気象条件に

左右され変動するという特性を持つ。太

陽光発電の導入量が現在（2008 年末の

累積導入量 214 万 kW）の６倍以上の約

1,300 万 kW を越えると、安定的な電力

供給のために系統（電力系統）50安定化

対策が必要になるとされている。

系統安定化対策を行わなかった場合

50 電力の発生から消費に至るまでの発電所、送電線、
変電所、配電線、需要家等の一連の設備が一体的
に結合されたシステム。

逆潮流（太陽光発電出力が系統側

に逆流）
潮流（電流）

負荷 負荷負荷
負荷負荷 出力抑制

１０７Ｖ

電圧

９５Ｖ

適正電圧範囲

（１０１±６Ｖ）

逆潮流あり

逆潮流なし

配電用変電所の変圧器からの距離

図Ⅱ-4-5 配電網の電圧上昇の抑制

（出所：低炭素電力供給システムに関する研究会（第２回）配付資料「資料３系統安定化対策のオプションについて」）

配電用変電所
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には、配電網の電圧上昇の

抑制、余剰電力の発生、出

力の急激な変動等の現象

が生ずる可能性があるこ

とが指摘されている。

（配電網の電圧上昇の抑

制）

太陽光発電の余剰電力

が電力系統に逆流すると

配電網の電圧が上昇する。

電圧が基準値を超えると、

電圧を適正に維持するた

め、太陽光発電の出力を抑

制する必要がある。これにより、発電電

力量が減少する可能性があることが指

摘されている（図Ⅱ-4-5）。

（余剰電力の発生）

電気需要の少ない時期に、ベース供給

力（原子力、水力、火力最低出力）と太

陽光発電の余剰電力量の合計が需要を

上回る可能性があり、電力全体で余剰電

力が発生するおそれがある。これにより、

系統側の電源設備、流通設備の稼働率が

低下するため、コストアップが指摘され

ている（図Ⅱ-4-6）。

（出力の急激な変動）

再生可能エネルギーの大量導入によ

り、天候などの影響による出力の大幅な

変動の可能性がある。これにより、電力

の需給バランスが崩れると周波数が適

正値を超えて、電気の安定供給（質の確

保）に問題が生じる可能性があると指摘

されている。

これらの現象に対処するため、政府に

おいては、蓄電池の設置等の対応策が検

討されているところである。

ｂ 注目される対策技術

再生可能エネルギーの大量導入のた

めに注目されているのが、スマートグリ

ッドである51。

スマートグリッドには、太陽光発電や

風力発電の発電量に応じて、エアコンや

給湯器等の家電機器の稼動を自動的に

調整することができる等の特徴がある。

そのため、IT 技術を活用して効率的に需

給バランスをとり、電力の安定供給を実

現する次世代型の電力送配電網とされ

ている。

政府は、「日本型スマートグリッド」

として、2020 年に向けた系統対策を進

めるとともに、電力ネットワーク全体と

地産地消の相互補完関係の可能性を見

 
51 スマートグリッドの導入目的は、国、地域、企業等に
より異なり、①停電を減らし信頼性の向上を図るため、
②電気料金の着実な回収のため、③再生可能エネ
ルギーの大量導入と電気自動車充電インフラの整備
のため等とされている。

図Ⅱ-4-6 余剰電力の発生

（出所：資源エネルギー庁 再生可能エネルギーの全量買取に関するプロジェクトチーム
（第 1 回）配付資料「資料２再生可能エネルギーの現状と導入促進策について」）
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据えて、技術的課題、社会コスト最小化

の観点から検証を進めることが必要と

している。

なお、スマートグリッド構成技術に関

する日本の実施状況及び課題について

は、図Ⅱ-4-7 に示すとおりである。

これらの系統安定化対策を目的として、

平成 22（2010）年度予算案においては、

「次世代送配電ネットワーク構築に向け

た技術開発・実証事業」、スマートグリッ

ドの基盤となるエネルギーマネジメント

システム開発等を目的とした「地域エネ

ルギーマネジメントシステム開発事業

（新規）」、新エネルギーを最大限利用す

るための要となる蓄電池の開発等を目的

とした「蓄電複合システム化技術開発（新

規）」等が計上されている。

図Ⅱ-4-7 スマートグリッド構成技術に関する日本の実施状況・課題

（出所：経済産業省 総合資源エネルギー調査会総合部会基本計画委員会（第１回会合）配付資料「昨今のエネルギー政策を巡る情勢
と我が国の課題について」） 
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(3) 再生可能エネルギー

毎の現状と主な課題

ア 太陽光発電

太陽光発電は、発電装置

である太陽電池を利用し

て、太陽のエネルギーを直

接電力に変換して発電す

るため、運転中は温室効果

ガスを排出しないとされ

ている。

(ｱ) 国際動向

世界全体の太陽光発電導入量は、急激

に伸びており、IEA52の PVPS53の参加国

の 2008 年 12 月末時点の導入量は

1342.5 万 kW であり、2007 年時の 787

万 kW から、倍に達しそうなほどの伸び

をみせている。日本は、2004 年まで太

陽光発電導入量で１位を誇っていたが、

2005 年にドイツに抜かれ２位になった。

さらに、2008 年にはスペインにも抜か

れ、現在は３位に後退している（図Ⅱ

-4-8）。

ドイツでは、1991 年から固定価格買

取制度を導入しており、2004 年には制

度の改正が行われ、買取価格の引き上げ

等を行ったことにより太陽光発電の投

資回収年数が大幅に短縮され、導入量が

増加した。

52 IEA（International Energy Agency、国際エネルギー
機関）は、加盟国において石油を中心としたエネル
ギーの安全保障を確立するとともに、中長期的に安
定的で持続可能なエネルギー需給構造を確立する
ことを目的としている機関である。現在の加盟国は、
豪、加、仏、独、伊、日本、韓国、英、米等、28 カ国で
ある。

53 Photovoltaic Power Systems Programme の略、太陽
光発電に関し広く先進諸国間の研究能力や情報交
換を進めようとする太陽光発電システム研究協力実
施協定。

また、スペインでは、1994 年から固

定価格買取制度を導入しており、2007

年６月からは、設備容量 100kW 超の太

陽光発電の固定買取価格を平均 82％引

き上げることで、インセンティブを大幅

に引き上げた。この効果により、2008

年、スペインは、太陽光発電総導入量に

おいて米国及び日本を抜き２位に浮上

している。なお、太陽光発電の累積導入

量が規定量に達したために、2008 年９

月、スペイン政府は、2009 年以降に稼

動する設備の買取価格の引き下げを決

定している。

一方、太陽電池の生産量においては、

我が国は 1999 年から 2007 年まで世界

１位を誇っていたが、2008 年には、中

国の生産量が急激に伸び、世界２位に転

落している（図Ⅱ-4-9）。

(ｲ) 国内動向

ａ 現状

我が国では、住宅用の太陽光発電設備

設置費の一部を補助する事業（住宅用太

陽光発電補助金）が平成６（1994）年

度から開始され、これにより導入量を延

主要国の太陽光発電の導入量

（「TRENDS IN PHOTOVOLATAIC APPLICATIONS」2009を基に当室作成）

0

100

200

300

400

500

600

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

万ｋＷ

ドイツ

スペイン

日本

米国

図Ⅱ-4-8 主要国の太陽光発電の累積導入量

（IEA「TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS 2009」を基に当室作成）
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ばしてきたが、平成 17（2005）

年度で同事業は終了した（図

Ⅱ-4-10）。

電力会社は、平成４（1992）

年から、自主的取組として、

一般家庭の太陽光発電による

余剰電力を、販売電力料金単

価相当で購入する余剰電力購

入メニューを実施しており、

政府の補助事業が終了した平

成 18 年度以降も継続してい

た。しかし、導入を後押しす

る制度の一つではあったが、

法的強制力のない自主的取組

である限り、電力会社の都合

による変更もあるため、導入

促進策としては限界がある54

との意見も出ていた。

その後、政府は、住宅用太

陽光発電システムの価格低下

を促しつつ市場の拡大を図る

ことを目的として、平成 20

（2008）年度補正予算に、住

宅用太陽光発電導入支援対策

費補助金を計上し、平成 21

（2009）年１月 13 日から新

たな補助金交付の募集を開始

した。

また、同年、政府は、さらなる太陽光

発電の導入を目指し、電力会社に対して、

太陽光発電による電気の買取を含む非

化石エネルギー源の利用を義務付ける

ための法律55を制定し、11 月１日より、

54 日本弁護士連合会ホームページ「地球温暖化防止
対策の強化に向けて」（平成 18 年（2006）年 11 月 22
日、日本弁護士連合会）

55 「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー

「太陽光発電の新たな買取制度56」を開

始している。

こうした政策を講じた結果、国内の太

陽光発電の導入量は着実に伸び、平成

20（2008）年末の累計では約 214 万 kW

に達している。また、平成 19（2007）

源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の
促進に関する法律（平成 21 年法律第 72 号）」

56 57 頁、「(ｳ) 固定価格買取制度」参照。

（出所：資源エネルギー庁 再生可能エネルギーの全量買取に関するプロジェクトチー
ム（第１回）配付資料「再生可能エネルギーの現状と促進策について」）

図Ⅱ-4-9 世界の太陽電池の生産量（2008 年）

図Ⅱ-4-10 日本における太陽光発電新規導入量

（IEA「TRENDS IN PHOTOVOLTAICAPPLICATIONS 2009」を基に当室作成）
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年末では約 192 万 kW の導入量のうち

およそ８割の約 155 万 kW を住宅用太

陽光発電が占めていた。

ｂ 主な課題

現在、太陽光発電システムの価格は、

3.5kW のシステムを新築住宅に設置し

た場合には、約185万円とされている。

そのため、先に挙げた系統安定化対策57

による出力不安定の解消や、導入補助金

制度58、固定価格買取制度等により、太

陽光発電を一層普及させ、太陽光発電シ

ステムの価格を低下させることが求め

られている。

その他、現在 10～20％とされている

発電の変換効率の向上、パネルの耐久性

の向上、保守点検の徹底等も指摘されて

いる。

（参考）
平成 22（2010）年度予算案に計上された主な事業
○住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金
（57 頁、「(ｱ) 導入補助金制度」参照）
○太陽光発電システム次世代高性能技術の開発

（新規）
各種太陽電池の要素技術の確立、横断的な材料
開発及び周辺技術の開発の実施を目的とする。
○太陽光発電無線送受電技術研究開発委託費
宇宙太陽光発電システムの中核的技術であるマイ
クロ波による無線送電技術の確立に向けた研究開
発の実施を目的とする。

イ 風力発電

風力発電は、風の力を利用して風車を

回すことによる回転運動を発電機に伝

えて電気を起こすもので、風以外の他の

燃料を必要としないため、運転中は温室

効果ガスを排出しない。また、自然エネ

ルギーの中では比較的効率や稼働率が

57 59 頁、「(ｴ) 系統安定化対策」参照。
58 57 頁、「(ｱ) 導入補助金制度」参照。

高く、他の再生可能エネルギーに比べて

発電コストが安価であることから、国際

的に導入促進が期待されている。

太陽光発電システム販売をめぐる問題

太陽光発電の導入量の増減に合わせて増減

しているものがある。それは、太陽光発電シス

テム（ソーラーシステム）の訪問販売トラブル

である。

独立行政法人国民生活センターの資料によ

ると、平成 21（2009）年４月から平成 22

（2010）年２月 24 日までの太陽光発電の訪

問販売に関する相談は、1,728 件であった。

平成 20（2008）年度は、1,437 件であり、

平成 22 年度を１ヶ月残して、すでに前年度を

超えている。

政府は、平成 21（2009）年度に、相談窓

口を設ける等の対策を講じているが、今後、全

再生可能エネルギーの全量買取制度が導入さ

れた場合、さらに同種のトラブルの発生が予想

されるため、より一層の対策を進める必要があ

る。

（参考）国民生活センターに寄せられた相談例

① 国の補助金が受けられるとの説明で購入

したが、補助金対象外であった

② 補助金の募集件数に限りがあるとして契

約を急がせられた

国民生活センターに寄せられた
ソーラーシステムに関する相談件数推移

（国民生活センター「消費生活相談データベース」で当室
が検索した結果を基に当室において作成。なお、2009年度
のデータは、2010年２月23日更新分までとなっている。）
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(ｱ) 国際動向

世界の風力発電の累積導入量は、

近年急速に増加し、2008 年では約

１億 2,080 万 kW に達している。

国別導入量では、米国、ドイツ、

スペインが上位を占めている。こ

れらの国々では、電力会社による

買取義務を設け、各種の優遇措置

を講じて導入を進めている（図Ⅱ

-4-11）。

(ｲ) 国内動向

ａ 現状

国内の風力発電の導入量は、着実に伸

びており、平成 20（2008）年度までの

総設備容量は約 188 万 kW、設置基数は

1,517 基に達している（図Ⅱ-4-12）。

風力発電の導入には、事業用、公共用

の導入に対する補助金制度、優遇税制等

がある。また、研究開発・実証試験に対

する支援も行っているが、平成 20

（2008）年末時点の日本の風力発電導

入量は、世界第 13 位に留まる。これに

は、日本には平地が少なく地形が複雑で

あり、風力発電の設置に適した地域が少

ないという事情がある。

ｂ 主な課題

また、風況が良く設置に適した地域で

あっても、自然公園法や自然環境保全法

により、対象地域に応じた規制に従い許

認可を受けなければならない等、法によ

る規制のために風力発電を設置できな

いことがある。そのため、規制緩和を求

める声もある。また、日本海側を中心に、

冬季雷による被害が風力発電事業者の

採算を悪化させる事例があり、落雷対策

に関する支援が求められている。

この他、猛禽類をはじめとした鳥類が

風車の羽に衝突し死亡する事故（バード

ストライク）の防止策、風力発電の稼動

に伴う騒音対策、低周波音による健康へ

の影響等の検討も必要とされている。

近年では、風況が良く、生態系への悪

影響が懸念されない等の適地を陸上で

確保することは困難として、大きな賦存

量を有する洋上風力についての期待が

上昇しており、平成 22（2010）年度予
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図Ⅱ-4-12 我が国の風力発電導入量

(NEDOのHPデータを基に当室作成)
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（資源エネルギー庁再生可能エネルギーの全量買取に
関するプロジェクトチーム（第１回）（平成 21 年 11 月
６日）配付資料「再生可能エネルギーの現状と導入促進
策について」を基に当室作成）

図Ⅱ-4-11 世界の風力発電導入量

（資源エネルギー庁 再生可能エネルギーの全量買取に
関するプロジェクトチーム（第１回）配付資料「再生可能エ
ネルギーの現状と導入促進策について」を基に当室作成）
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図Ⅱ-4-13 主要国の地熱発電設備容量算案には、「洋上風力発電実証事業（新

規）」が計上されている。

（参考）
平成 22（2010）年度予算案に計上された主な事業
○洋上風力発電実証事業（新規）
洋上風力発電システムの導入に関する、環境影響
の把握や地域への受容性を評価した上で、実海域
における実証事業を行い、洋上風力発電システム
の早期実用化を促進することを目的とする。
○次世代風力発電技術研究開発
主に陸上における風力発電の導入に関し、我が国
特有の気象・地形等に一層適合した技術開発の実
施を目的とする。

ウ 地熱利用

地熱利用には、地熱による発電と熱利

用とがある。

地熱発電は、地下深部に浸透した雨水

等が地熱により加熱され、高温の熱水と

して貯えられている地熱貯留層から、坑

井により地上に熱水・蒸気を取り出し、

タービンを回して電気を起こすシステ

ムである。

地熱利用は、地熱貯留層から取り出し

た熱水や蒸気を熱として利用するもの

で、温泉としての利用のほか、施設園芸

加温等の事例がある。

(ｱ) 国際動向

国際的には、活火山数が多

く地熱資源を豊富に所有す

る米国、フィリピン、インド

ネシア等の国々で地熱発電

が用いられている。また、こ

れらの地熱資源保有国は、大

規模な開発目標を掲げ、地熱

発電の開発に積極的に取り

組んでいる（図Ⅱ-4-13、表

Ⅱ-4-2）。

活火山数
（個）

地熱資源量
（万 kW）

インドネシア 150 2779

米国 133 2300

日本 100 2054

フィリピン 53 600

メキシコ 35 600

アイスランド 33 580

ニュージーランド 19 365

イタリア 14 327

主要国の地熱資源保有量

（地熱発電に関する研究会（第１回）（平成 20年 12

表Ⅱ-4-2 主要国の地熱資源保有量

（資源エネルギー庁 地熱発電に関する研究会（第１回）配付資料

「地熱発電の開発可能性」を基に当室作成）
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(ｲ) 国内動向

ａ 現状

国内では、平成 20（2008）年度まで

に18 地点で地熱発電所が稼動しており、

発電導入量は約 53 万 kW である。地熱

発電は、安定的な発電が可能であり、技

術的にも成熟している。また、事業用、

公共用の地熱発電の導入には国による

補助制度も活用することができる。

しかし、我が国の地熱発電は第２次石

油ショックを契機に増加したが、近年、

設置が停滞している（図Ⅱ-4-14）。

ｂ 主な課題

地熱発電の設置が停滞している主な

理由としては、開発リスクと開発コスト

を挙げることができる。

開発する際には、地下深部の調査を行

い、取得可能な蒸気量の予測等を含めた

発電計画の策定が必要であるが、開発の

結果、計画通りの蒸気量が確保できない

等の開発リスクが伴う。

そのため、地熱発電の設置を促進して

いくためには、精度、信頼性の高いデー

タを整備することが重要であり、探査技

術の向上等が望まれている。

また、地熱発電は開発コストが高く、

経済性の面で開発のインセンティブが

働きにくい状況にある。コストの増加要

因としては、開発のリードタイムが通常

10 年かかり、人件費や金利等がかさむ

こと、調査・開発段階で多数の坑井を掘

削する必要があり多額の費用を要する

こと、地熱発電の特性からその立地が火

山帯のある山岳地域である場合が多く、

基幹送電線から離れているため、新規送

電線の建設が必要な場合があり多額の

費用を要すること等が挙げられる。

そのため、初期開発コスト低減に資す

るために、地熱発電開発補助金の補助率、

補助対象の拡充等を図ることも効果的

であるとの指摘がある。

（参考）
平成 22（2010）年度予算案に計上された主な事業
○中小水力・地熱発電開発費等補助金
初期投資額を低減させるため建設費の補助等を行
い開発を促進することを目的とする。
○温泉施設における温暖化対策事業（新規）
温泉の熱や温泉の採取に伴い発生するガスを活
用し温暖化対策を図ることを目的とする。

エ 水力発電

水力発電は、河川等の水の落差を利用

して水車を回し発電する。そのため、水

自体を消費することはなく CO２も排出

しない。

(ｱ) 国際動向

水資源に恵まれているノルウェーや

カナダでは、水力発電設備容量が総発電

設備容量のそれぞれ 98％、59％を占め

ている。その他に、水力発電設備が多い

国としては、中国、米国、ロシア、日本

等が挙げられる。

(ｲ) 国内動向

ａ 現状

平成 20（2008）年度までの国内にお

ける水力発電の発電導入量は、約 4,764

万 kW である。水力発電は、安定的な発

電が可能であり、国内の技術も成熟して

いる。

近年、国内では、大規模なダム建設を

伴わない中小水力発電に注目が集まっ
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ている。

ｂ 主な課題

水力発電は、長期安定的に発電を行う

ことによって費用回収が可能とされて

いるが、近年では、開発対象となる新規

地点の奥地化、小規模化が進み、採算性

が厳しい状況にあり、水力発電事業の発

展を阻害する要因となっている。このた

め、初期投資負担を軽減するための支援

策の検討が求められている。

また、経済性に乏しい中小水力の開発

を促すため、低コストで簡易な発電シス

テムの技術の開発に取り組むことによ

り、経済性の向上を図ることも必要であ

るとされている。

さらに、大規模水力発電の開発から、

中小規模水力発電の開発への移行に伴

い、担い手もこれまで複数地点の開発を

進めてきたいわばプロフェッショナル

から、地方自治体や水道局等の地域密着

型の水力発電初心者になることから、関

係する規制について、開発規模や開発主

体の変化を考慮した手続きの明確化や

簡素化に向け、きめ細やかな制度設計・

運用を行うことが求められている。

（参考）
平成 22（2010）年度予算案に計上された主な事業
○中小水力・地熱発電開発費等補助金
初期投資額を低減させるため建設費の補助等を行
い開発を促進することを目的とする。

オ バイオマス

バイオマスとは、再生可能な生物由来

の有機性資源で化石資源を除いたもの

である（図Ⅱ-4-15）。

バイオマスを利用するものとして、バ

イオマス発電59、バイオマス熱利用60、

59 バイオマスを直接燃焼、生物化学的変換、熱化学
的変換させる等、それぞれのバイオマスに適したエ

バイオマス資源の分類及び主要なエネルギー利用形態

（出所：資源エネルギー庁「エネルギー白書 2009」122 頁）

図Ⅱ-4-15 バイオマス資源の分類及び主要なエネルギー利用形態

（出所：資源エネルギー庁『平成 20 年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書 2009）』）
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バイオマス燃料製造61がある。

バイオマスは、燃焼することにより

CO２を発生させるが、植物は CO２を吸収

して成長することから、トータルで見る

と大気中の CO２は増加しない「カーボ

ン・ニュートラル」な再生可能エネルギ

ーとされている。

バイオマスは、石油などの化石資源が

21 世紀中にも枯渇してしまう可能性が

あると指摘されている中、近年の原油価

格の高騰といった状況も重なり、石油に

代替するエネルギー源として関心が高

まっている。

ネルギー変換技術により、発電に利用することをい
う。

60 バイオマスを直接燃焼した際に廃熱ボイラから発生
する蒸気の熱を利用すること、バイオマスを発酵させ
た際に発生するメタンガスを都市ガスの代わりに燃焼
して利用すること等をいう。

61 ペレット等の固体燃料、バイオエタノールやバイオ
ディーゼル燃料（ＢＤＦ）等の液体燃料、バイオガス
等の気体燃料等、様々な形態のバイオ燃料をバイオ
マスから製造することをいう。

(ｱ) 国際動向

2006 年のバイオマス利用状況は、世

界全体で一次エネルギー供給の約 10％

を占めており、経済協力開発機構

（OECD）諸国では約 3.5％、非 OECD 諸

国では約 16.1％を占めている。また、

バイオマス導入を政策的に推進する国

も多くなってきている。

(ｲ) 国内動向

ａ 現状

平成 18（2006）年度までの国内にお

けるバイオマス発電（廃棄物発電を含

む）の導入量は原油換算で 290.5 万 kl

であり、バイオマス熱利用は原油換算で

156 万 kl であった。

ｂ 主な課題

平成 20（2008）年における我が国の

バイオマス賦存量からみると、未利用量

が多く、今後の活用が期待されるが、無

（出所：農林水産省地球温暖化対策本部（第１回）会議後公表資料

図Ⅱ-4-16 我が国のバイオマス賦存量・利用率（2008 年）

（出所：農林水産省地球温暖化対策本部（第１回）会議後公表資料「農林水産分野における地球温暖化対策について」）
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尽蔵の太陽光と異なり、有限な資源であ

り、供給量と価格の変動を伴うという点

に留意が必要であることが指摘されて

いる（図Ⅱ-4-16）。

また、太陽光や風力などは、そのもの

が燃料になるため、燃料調達コストがか

からないが、例えば、未利用間伐材等を

利用する場合には、伐採、集材、運搬な

ど調達段階で発生する費用、CO２の排出

が大きな問題となる。

その他、未利用バイオマスの活用促進

のための研究開発や環境整備も期待さ

れている。

（参考）
平成 22（2010）年度予算案に計上された主な事業
○新エネルギー技術研究開発（バイオマスエネル

ギー等高効率転換技術開発を含む）
セルロース系原料から、より低コストで高効率なエ
ネルギー化を可能にする先進的・革新的な新技術
の開発を目的とする。
○戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術

開発事業（新規）
バイオマスのガス化及び液体化（ＢＴＬ）、バイオガ
スの円滑な利用等に関する技術の開発を目的とす
る。

カ 太陽熱利用

太陽熱利用には、太陽熱発電62と太陽

熱利用63とがある。

太陽熱利用機器は、エネルギー変換効

率が高く、再生可能エネルギーの中でも

設備費用が比較的安価で対費用効果面

でも有効である。

(ｱ) 国際動向

近年、国際的に太陽熱利用機器の導入

62 太陽光を集熱器で集め、それにより高温高圧の蒸
気を作りタービンを回すことで発電する。

63 太陽熱温水器あるいはソーラーシステムで温水や
蒸気を作り、給湯や暖房等の熱利用を行う。

量が伸びている。2007 年の主要国の新

規導入量では、中国の導入量が圧倒的に

多く、それに続くのは米国となっている

（図Ⅱ-4-17）。

中国では、支援策は実施されていない

が、太陽熱利用機器を比較的安価に導入

できること、国内太陽熱産業が発展して

いること、豊富な資源量があること等を

要因に普及している。

また、ドイツでも近年の手厚い政策支

援により普及が拡大している。

(ｲ) 国内動向

ａ 現状

現在市販されている太陽熱利用機器

は、ソーラーシステムと太陽熱温水器の

二つに大きく分けられている。以前は、

集熱器とお湯を貯める部分が一体の、太

陽熱を集めて温水を作る太陽熱温水器

が主流であったが、集熱器とお湯を貯め

図Ⅱ-4-17 太陽熱利用導入量

※１ 2006 年は、2007 年までの累積導入量から 2006 年におけ
る新規導入量を引いたもの

※２ 2005 年は、※１から 2005 年における新規導入量を引い
たもの

（出典）IEA Solar Heating & Cooling Programme,
“Solar Heat Worldwide” (2009)

（地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会エネルギー供給Ｗ
Ｇ（第１回）配付資料「国内外における再生可能エネルギーの現状と導
入目標」を基に当室作成）
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る部分が完全に分離したソーラーシス

テムも導入されている。現在までの技術

開発により、給湯に加え、暖房や冷房に

まで用途を広げた高性能なソーラーシ

ステムも開発されている。

平成 20（2008）年までの我が国の太

陽熱利用機器の累積出荷台数は、ソーラ

ーシステムが約 63 万台、太陽熱温水器

が約 668 万台となっている64。

我が国において太陽熱利用機器は、昭

和 54（1979）年の第２次石油ショック

の際、国の低利融資や補助金制度により

急激に普及したが、円高、1990 年代の

石油価格の低位安定、エコキュート・太

陽光発電等競合する他の製品の台頭等

を背景に普及台数は年々減少している。

平成 14（2002）年度からは、住宅用

太陽熱利用機器の導入促進策として、設

64 （社）ソーラーシステム振興協会 HP「太陽熱利用機
器販売台数推移」
（http://www.ssda.or.jp/energy/result.html）

置費用に対する補助金交付事業が開始

されたが、著しい増加傾向は見られず、

平成 17（2005）年度をもって事業は終

了した（図Ⅱ-4-18）。

ｂ 主な課題

太陽熱利用機器の導入における課題

としては、我が国の年間日射量や日射強

度では、常に高温の熱を太陽から得るこ

とは難しいこと、重量があり屋根の強度

が足りない場合があること等が挙げら

れる。今後、太陽熱利用の促進のため、

一層の高効率化、軽量化、コストの引き

下げ等が必要とされている。また、建築

物の新築・改増築時に、暖房や給湯等の

熱需要の一部を太陽熱利用で行うこと

を義務付けることで促進を図れるので

はないかとする提案等もある。

なお、平成 21（2009）年度補正予算

の成立に伴い、家庭用太陽熱利用機器の

リース事業者に対して、同機器及び工事
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図Ⅱ-4-18 太陽熱利用機器販売台数推移（昭和 50 年～平成 20 年）

（社団法人ソーラーシステム振興協会 HP データを基に当室作成）
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（年） 
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費の２分の１を補助することにより、リ

ース料の低減を図る「家庭用太陽熱利用

システム普及加速化事業65」が開始され

ることとなっており、太陽熱利用機器の

設置件数の増加が期待される。

（参考）
平成 22 年度予算案に計上された主な事業

○太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業
太陽熱利用システムについて、実フィールドにおけ
る実証研究を目的とする。

65 平成 22 年度予算案においては、同事業は計上され
ていない。
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温室効果ガスの 1990 年比 25％削減

という目標の達成を目指すためには、エ

ネルギー効率の高い既存技術の世界的

普及のみならず、太陽電池、燃料電池、

バイオマス、CO２回収･貯留（CCS）等の

革新的技術のさらなる加速と、ブレーク

スルー技術が必要とされる。

また、発電過程で CO２を発生させな

い原子力については、温暖化対策として

どのような取扱いをするかについて

様々な議論がある。

ここでは、CCS 等の主な革新的技術と

原子力発電について触れたい。

(1) CCS 等の革新的技術

ア ガス化複合発電(IGCC)66と CCS

(ｱ) IGCC 及び CCS とは

IGCC とは、石炭を高温のガスにして

ガスタービンを回し、さらに、排熱によ

り蒸気タービンを回すことにより、発電

効率を高める技術である（図Ⅱ-5-１）。

発電効率については、従来の石炭火力が

42％程度であったのに対し、48～50％

程度まで向上させることが可能である

とされることから、温暖化対策として期

待されている。また、これまで未利用で

あった低品質の石炭の利用が可能とな

るというメリットがあると言われてい

る。

一方、CCS は、火力発電所や天然ガス

66 IGCC：Integrated coal Gasification Combined Cycle

の略

鉱山などから人為的に排出されるガス

中の CO２を分離・回収し、これを地中

（海底下を含む）や海洋に送り込み、長

期間にわたり貯留・隔離することにより、

大気中への CO２放出を抑制する技術で

ある（図Ⅱ-5-2）。

IGCC において、石炭から発生するガ

スは、CO２と水素（H２）であり、このう

ち H２はガスタービンを回すための燃料

となる。残った CO２は、CCS 技術によ

り、分離・回収し、地中等に貯留・隔離

することで、CO２の発生を抑制すること

が期待されている（図Ⅱ-5-3）。

(ｲ) 我が国の取組

石炭は、世界中に広く賦存し、かつ埋

蔵量が多いことから、安定供給が見込め

る重要なエネルギー資源として活用さ

れている。しかし、温暖化対策の観点か

らみると、単位発熱量当たりの CO２発

生量が石油等に比べて多いため、その利

用に当たっては、CO２の排出を最大限抑

制した方法で行うことが求められてい

る。

また電力の供給面でみた場合、石炭火

力発電は我が国の発電電力量の約 25％

を占めており、IGCC 等による発電効率

の向上に加え、CO２の回収･貯留を行う

ことが、CO２の大幅な削減を行うために

は必要であるとの認識が広まりつつあ

る。

５ その他
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（出所：総合資源エネルギー調査会鉱業分科会クリーンコール部会報告「我が国クリーンコール政策の新たな展開 2009」（平成 21 年 6 月））

図Ⅱ-5-3 発電から CCS に至るトータルシステムの概要

図Ⅱ-5-１ IGCC の概要

図Ⅱ-5-2 CCS の概要

（出所：図Ⅱ-5-１及び図Ⅱ-5-2 とも、「地球温

暖化対策に係る中長期ロードマップ検討

会エネルギー供給ＷＧ（第 1 回）配付資

料（平成 22 年 1 月 13 日）） 
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IGCC への取組は古く、昭和 61 年度に

電力９社、電源開発及び電力中央研究所

の共同で「石炭ガス化複合発電技術研究

組合」が設立されてから、常磐共同火力

勿来（なこそ）発電所構内に設置された

施設（パイロットプラント）において、

国の補助を受けて実証実験が行われて

きた。平成 20（2008）年９月には 2000

時間の連続運転に成功しており、2015

年頃に実用化の見込みとされている。

CCS については、平成 12（2000）年

度から、経済産業省の補助事業として、

財団法人地球環境産業技術研究機構

（RITE）により、新潟県長岡市において

実証実験が行われてきた。2015 年頃に

技術が確立され、2020 年頃から本格運

用の見込みとされている。

これらの技術については、平成 20 年

７月に閣議決定された「低炭素社会づく

り行動計画」において、CO２の分離・回

収コストの低減や IGCC 技術と併せて、

CO２をほぼ排出しないゼロエミッショ

ン石炭火力発電の実現を目指すとされ

ていた。

平成 21（2009）年 10 月に総合科学

技術会議がまとめた「平成 22 年度の科

学技術に関する予算等の資源配分の方

針」では、「温室効果ガス 25％削減に向

けた革新的技術、新産業の創出」として、

CO２回収・貯留（CCS）等の革新的技術

のさらなる加速が必要と位置付けられ

るとともに、同年 12 月に閣議決定され

た「新成長戦略」の中でも「グリーン・

イノベーションによる環境・エネルギー

大国戦略」において、火力発電所の効率

化等の革新的技術開発の前倒しが指摘

される等、積極的に取り組んでいくこと

が示されている。

また、CCSについては、2009 年11 月

の日米首脳会談において、エネルギー・

環境分野での技術開発分野での協力を

推進することとされ、その中で、CCS

技術が重要とされている。CCS-EOR（石

油増進回収）に関連し、中国でも、我が

国のクリーンコール技術と併用した

CCS への我が国の関与、協力が期待さ

れている。

なお、小名浜火力発電所環境影響評価

準備書に対する平成21 年５月の環境大

臣意見では、「今後計画される石炭火力

発電所は、その時点で採用可能な IGCC、

CCS 等の最高水準の技術を用いて、二

酸化炭素の排出を最大限抑制したもの

とするよう求めること。」とされている。

(ｳ) 諸外国の取組

依然として世界の主要電源である石

炭火力について、我が国だけでなく、各

国ともCCSやIGCC等の技術開発に積極

的に取り組んでいる（表Ⅱ-5-１）。

表Ⅱ-5-１ 各国の技術開発動向
技術開発動向（IGCC/CCS）

米
国

○エネルギー省、石炭利用研究協議会、米国電力研究
所がロードマップを発表。ガス排出目標、効率目標、
コスト目標を設定している。
○複数の CCS プロジェクトに対して、総額 2.9 億ドル
の補助を発表している。

Ｅ
Ｕ

○欧州理事会において、エネルギー・気候変動政策パッ
ケージが最終合意。CCS の法的枠組みを設定し、定格出
力300MW 以上の新設化石燃料プラントを対象に、CCS
設備設置のためのスペースを確保することを義務化。
○2020 年までに商業的に実現可能な CCS 技術を保持
することを目指した、ゼロエミッション化石燃料発電
プラントに関するEU 技術プラットフォームを設立。

豪
州

○政府は CCS 等に関する研究機関を設立し、多数の
炭素回収、貯留、隔離等の実証実験を実施・計画。
○石炭発電由来の温室効果ガス排出削減を目指すパ
ートナーシップ（COAL21）において、2030 年までの
アクションプランを作成。CCS や IGCC 等を優先技術
として位置付け、研究開発を後押し。

（出所：地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会エネルギー供
給ＷＧ（第 1 回）配付資料（平成 22 年 1 月 13 日））
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(ｴ) 課題

（IGCC 導入における課題）

IGCC については、安定運転に係る信

頼性の確保や低コスト化、また電力需要

に応じ機動的に出力を増減させる性能

(負荷追従性)の向上等の課題が指摘さ

れている67。

（CCS 導入における課題）

CCS の実用化に向けても、多くの課題

が指摘されている。

○ 環境面

環境面では、貯留された CO２が漏洩

した場合の環境、生態系への影響が懸念

されている。IPCC の特別報告書68では、

貯留地点を適切に選定した場合、CO２

が漏洩する可能性は 100 年を経過して

も非常に低いとしているが、長期的に見

た場合には漏洩の可能性がゼロとはい

えないことや、長期間にわたる CO２の

貯留の際に、漏洩その他の問題が起きた

場合の責任の所在が不明確であること

などが問題視されている。このため、リ

スク評価や環境影響評価等を通じ、社会

的合意形成を図っていく必要がある。

○ 経済面

（コスト低減）

現状の技術では、CO２を分離し、地中

67 低炭素電力供給システムに関する研究会「低炭素

電力供給システムの構築に向けて 低炭素電力供給

システムに関する研究会報告書」(2009 年 7 月)
68 平成 17（2005）年に公表された、IPCC の CCS に関

する特別報告書のことをいう。100 年後に貯留した

CO2が 99％以上留まる確率は 90～99％としている。

なお、全世界の CO２貯留可能量は、地中貯留につ

いては約２兆トンと推定され、現在の世界のCO２排出

量の約 80 年分に相当するとの指摘もある。

に貯留するには CO２１トン当たり

7,000 円～1 万 5,000 円のコストが必要

と試算されている。特に CO２の分離・

回収はコストの過半を占めるため、その

低コスト化はとりわけ重要な技術的課

題になっている。このコスト低減につい

ては、「低炭素社会づくり行動計画」に

おける革新的技術開発のロードマップ

では、分離・回収コストを 2015 年頃に

トン当たり 2,000 円台、2020 年代に

1,000 円台に低減することを目指して

おり、低コスト化に向けた技術開発の一

層の推進が求められている。

（技術協力と技術移転）

気候変動問題の解決のためには、革新

的技術の実用化・商業化が必要不可欠で

あり、CCS 等の大型実証研究やその基

盤となる基礎的研究開発の実施が不可

欠となっている。しかし、これらの研究

開発には巨額の費用等が必要となり、国

際的連携を持つことが求められている。

また、CCS 等の低炭素型の技術に対

する需要は今後ますます高まることが

想定されるため、我が国が費用と時間を

かけて開発してきた技術が国内で実用

化・商業化されるとともに、海外でも評

価され正当な対価が得られる形で、技術

移転が進むことが望まれている。

イ 燃料電池

(ｱ) 燃料電池とは

燃料電池は、水素と酸素とを化学的に

反応させることによって直接電気を発

生させる小型の発電装置である。燃料と

なる水素は、天然ガス・LP ガス、石炭、

石油等の化石燃料、製鉄や石油精製など
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のプロセスで生じる副生ガス、電力によ

る水の電気分解など多様なエネルギー

源から作ることができる。

特に、発電の際には CO２を発生しない

こと、また、発電効率が 30～60％と高

く、コージェネレーション・システム（熱

電併給システム）として利用した場合に

は理論的には総合エネルギー効率が

80％程度となること等から、強力な温

暖化対策として注目されている。

(ｲ) 我が国の取組

燃料電池は、平成 20 年３月に策定さ

れた「Cool Earth－エネルギー革新技術

計画」において、CO２の大幅削減のため

に重点的に取り組むべき革新技術の１

つに選定され、また、昨年(平成 21 年)12

月に閣議決定された政府の「新成長戦

略」のうち、「グリーン・イノベーショ

ンによる環境・エネルギー大国戦略」の

中においても、その重要性が言及されて

いる。

（家庭用燃料電池）

家庭用燃料電池は、家庭における省エ

ネルギーや CO２排出削減への大きな効

果が期待されている。我が国では、愛称

を「エネファーム」とした家庭用燃料電

池が、2009 年５月に世界で初めて市販

されている(右上写真参照)。

経済産業省では、家庭用燃料電池の普

及のため、平成 21 年度から補助金の助

成を開始しており、2009 年５月 22 日

の受付開始から、2010 年２月 26 日時

点で 4,160 台を超える応募があった69。

69 一般社団法人燃料電池普及促進協会 HP

（燃料電池自動車）

燃料電池自動車は、走行時に温室効果

ガスを一切排出しないため、CO２総排出

量の約２割を占めている運輸部門から

の排出削減方策として期待されている。

現在、経済産業省の「水素・燃料電池

実証プロジェクト」により、燃料電池自

動車と水素ステーションの実用化を目

指して研究・活動が行われている。

(ｳ) 諸外国の取組

燃料電池については、米国や欧州にお

いても国家レベルで基礎研究から技術

開発、実証研究の取組が行われており、

さらに、我が国と同様に 2015 年からの

燃料電池自動車の一般普及を目指して

いるとされる。

また、燃料電池の普及に欠かせない高

性能蓄電池についても、米国、欧州、ア

ジアにおいて開発が国家レベルの支援

を受け活発化してきている。

http://www.fca-enefarm.org/subsidy/subsidy.html

エネファーム(一般社団法人燃料電池普及促進協会 HP)
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(ｴ) 課題

家庭用燃料電池は、製造コストが１台

当たり約 300～350 万円(平成 21

（2009）年３月末現在)と高く、国から

の補助を受けても 200 万円台となるこ

とから、今後普及拡大していくためには、

さらなる低コスト化、信頼性の向上が必

要とされる。特に家庭用燃料電池のコス

トの半分近くを占めているのがセンサ

ーやポンプ等の周辺部品であることか

ら、これら周辺部品の低コスト化や高性

能化について早期に進めていくことが

求められている。

また、燃料電池自動車についても、製

品化された車の価格は１億円台と相当

高く、リースしたとしても年間数百万円

かかるとも言われており、低コスト化を

図っていくことが求められている。

このほか、普及の課題として、高性能

蓄電池（バッテリー）の開発の重要性も

指摘されており、我が国が世界各国に先

駆けて次世代自動車等を本格的に普及

させるためには、高性能蓄電池の早期開

発も求められている。

(2) 原子力発電

ア 原子力発電の現状

我が国では、53 基、合計出力 4,793.5

万 kW の商業用原子力発電所が運転さ

れており（2009 年１月１日現在） 、

米国、フランスに次ぎ、世界で３番目の

原子力発電国となっている。2007 年度

の原子力発電電力量は、我が国の総発電

電力量の 25.6％を占めている 。

世界では、550基、合計出力３億9,044

万 kW の原子力発電所が運転されてい

る（2009 年１月１日現在、表Ⅱ-5-2）。

各国の原子力発電所の建設は、1979

年の米国スリーマイルアイランド原子

力発電所事故、1986 年の旧ソ連チェル

ノブイリ原子力発電所事故等を契機に

停滞していた。しかし、近年、温暖化対

策やエネルギー安定供給などを目的と

して、多くの国で、原子力見直しの機運

が高まり、アジア地域では、原子力発電

表Ⅱ-5-2 世界の原子力発電量
2009 年１月１日現在（単位：万 kW）

国 出力 基数

1 米国 10630.2 104

2 フランス 6602.0 59

3 日本 4793.5 53

4 ロシア 2319.4 27

5 ドイツ 2145.7 17

6 韓国 1771.6 20

7 ウクライナ 1381.8 15

8 カナダ 1328.8 18

9 英国 1195.2 19

10 スウェーデン 938.4 10

その他 5937.8 90

合計 39044.4 550

((社)日本原子力産業協会 HP「世界の原子力発電開発の現状」を基に
当室作成)
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設備容量が増加しており、また、原子力

発電所の新規建設が少ない欧米地域に

おいても、出力増強や設備利用率の向上

によって、発電電力量は増加傾向にある。

ドイツやスウェーデンなどの国にお

いても、脱原発路線が見直されつつある。

ドイツでは、改正原子力法が 2002 年

に成立し、当時運転中であった国内 19

基の原子炉を 2020 年頃までに全廃す

るとしていた。しかし、2005 年９月の

連邦議会選挙の結果、原子力推進派のキ

リスト教民主党・社会同盟と、脱原子力

派の社会民主党による大連立政権が誕

生し、前政権の脱原子力政策が継続され

ているが、国内には脱原子力政策に対す

る批判もある。また、メルケル現首相は、

原発の稼動期間の延長に意欲を示して

いるため、先行きは不透明な情勢である。

スウェーデンでは、1980 年に、国民

投票の結果を踏まえて 2010 年までに

原子力発電所を全廃させることとして

いた。しかし、2006 年９月の総選挙で

脱原子力派の社会民主党が敗北して誕

生した中道右派４党による連立政権は、

脱原子力政策を引き継がなかった。その

ため、原子炉の閉鎖を行わず、かつ、新

規建設方針を打ち出している。

なお、米国では、オバマ大統領が 2010

年の一般教書演説で、「雇用創出の観点

から安全でクリーンな原子力発電所を

米国内に建設する」と表明している70。

70 高レベル放射性廃棄物を永久地層処分する最終
処分場の候補地として指定されたネバダ州のユッカ
マウンテンにおける処分場建設事業の予算は廃止
予定であり、米国のバックエンド政策の在り方を予算、
環境、経済の面から包括的に検討を行う有識者会合
を設置し、２年以内に報告書を取りまとめることとされ

イ 我が国の取組

平成 17（2005）年 10 月、原子力委

員会により策定された「原子力政策大

綱」において、原子力発電は、エネルギ

ー安全保障の確保や温暖化対策の観点

からその重要性が増しており、我が国で

は引き続き、原子力発電を基幹電源とし

て位置付けその推進を図り、2030 年以

降も総発電電力量の 30％～40％程度と

いう現在の水準程度かそれ以上の供給

割合を原子力発電が担うという基本目

標が示された。政府は、これを原子力政

策の基本目標として閣議決定した 。

同基本目標を実現するための具体策

について、総合資源エネルギー調査会電

気事業分科会原子力部会が開催され、平

成 18（2006）年８月、「原子力立国計

画」がとりまとめられている。

政権交代後の平成 21（2009）年 12

月30 日に閣議決定された「新成長戦略」

においても、グリーン・イノベーション

による環境・エネルギー大国戦略の一つ

として、「安全を第一として、国民の理

解と信頼を得ながら、原子力利用につい

て着実に取り組む」と政府としての方針

が明記されている。

ウ 原子力発電所の設備利用率の低迷

日本の原子力発電の設備利用率は、平

成 20（2008）年には約 60％となって

おり、主要利用国と比較すると低位で推

移している（図Ⅱ-5-4）。

これは、平成 14（2002）年以降に電

気事業者の不正問題が発生したことを

ている。
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受けた定期検査の長期化や、平成 19

（2007） 年の新潟県中越沖地震による

柏崎刈羽原子力発電所の全基運転停止

等による影響が出ているためである。

なお、柏崎刈羽原子力発電所では、東

京電力により、原子炉建屋等すべての号

機について 1,000 ガルの揺れ（中越沖

地震において、発電所の基礎盤面上で観

測された最大観測値は 680 ガル）を想

定した耐震工事が実施され、７号機は平

成 21（2009）年 12 月 28 日に、６号

機は平成 22（2010）年 1 月 19 日に運

転が再開されている。

エ 課題

温暖化対策を進める上での原子力発

電のメリット・デメリットは、表Ⅱ-5-3

のように整理できる。

原子力発電は、発電の際に CO２を排

出せず、ライフサイクル全体でも他の発

電技術に比べて排出される CO２が少な

いとされている。

一方で、核燃料製造や使用済み核燃料

の処理、保守点検・放射性物質管理等に

おいて、大量の電力を消費することや、

運転停止中のものについても、原子炉冷

却用のナトリウムが固まらないよう、加

熱するための大量の電気が使用される

など、多くの CO２を排出していること

が指摘されており、ライフサイクル全体

図Ⅱ-5-4 世界の主な国の原子力発電所の設備利用率の推移

※ 2008 年については、暫定値

（（独）原子力安全基盤機構「原子力施設運転管理年報 平成 21 年版（平成 20 年度実績）」を基に当室作成）
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での CO２排出量は、本当に他の発電技

術に比べて少ないのか疑問であるとの

指摘もある。

また、仮に、現在原子力に依存してい

る電力のすべてを再生可能エネルギー

で代替すると、原子力発電の方が発電コ

ストが安いため、電気料金が上がる可能

性が指摘されている。そのため、電力に

占める再生可能エネルギーの割合を高

めていくと同時に、今後も一定程度原子

力発電を利用していく必要があるとの

意見がある。

一方で、地震による影響も含め、原子

力発電における安全性の確保や放射性

廃棄物処理問題、そしてコスト面等、原

子力発電については、今後解決すべき問

題が残されており、これらへの対応が求

められている。

表Ⅱ-5-3 メリット・デメリット

（各種資料を基に当室作成）

原子力発電は、発電の際に CO２を排出せ
ず、発電所の建設、燃料の製造等のライ
フサイクルに伴い発生する CO２を考慮
しても他の発電技術に比べて少ない
発電コストが風力発電などの再生可能
エネルギーよりも安い

メ
リ
ッ
ト

核燃料サイクルを利用すれば資源枯渇
の心配がない

事故により外部へ放射線や放射性物質
が漏れる可能性がある

デ
メ
リ
ッ
ト

放射性廃棄物を長期間にわたって適切
に管理し処分する必要があるが、この放
射性廃棄物の処理方法が未確立である
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１ 「新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～」（抄）
（平成 21 年 12 月 30 日 閣議決定）

１.「新需要創造・リーダーシップ宣言」

（中略）

（課題解決型国家を目指して：二つのイノベーション）

第一の課題は、地球温暖化（エネルギー）対策である。世界最高水準の低炭素型社会の実現に向

けて社会全体が動き出すことにより、生活関連や運輸部門、まちづくりなど幅広い分野で新しい需

要が生まれる。

（中略）

こうした体制を作り出す政府の役割も成長戦略の鍵となる。「グリーン・イノベーション」、「ラ

イフ・イノベーション」などを戦略的なイノベーション分野として人材育成や技術開発を後押しす

るほか、需要を創造する、同時に、利用者の立場に立った、社会ルールの変更に取り組む。そして、

政府は新たな分野に挑戦する人々を支援する。財政措置に過度に依存するのではなく、国内外の金

融資産の活用を促しつつ、市場創造型の「ルールの改善」と「支援」のベストミックスを追求する。

（中略）

２．６つの戦略分野の基本方針と目標とする成果

日本は、世界に冠たる健康長寿国であり、環境大国、科学・技術立国、治安の良い国というブラ

ンドを有している。こうした日本が元来持つ強み、個人金融資産（1,400 兆円）や住宅・土地等実

物資産（1,000 兆円）を活かしつつ、アジア、地域を成長のフロンティアと位置付けて取り組めば、

成長の機会は十分存在する。また、我が国は、自然、文化遺産、多様な地域性等豊富な観光資源を

有しており、観光のポテンシャルは極めて高い。さらに、科学・技術、雇用・人材は、成長を支え

るプラットフォームであり、持続的な成長のためには長期的視点に立った戦略が必要である。

以上の観点から、我が国の新成長戦略を、

・ 強みを活かす成長分野（環境・エネルギー、健康）、

・ フロンティアの開拓による成長分野（アジア、観光・地域活性化）、

・ 成長を支えるプラットフォーム（科学・技術、雇用・人材）

として、2020 年までに達成すべき目標と、主な施策を中心に方向性を明確にする。

２．6 つの戦略分野と主な早期実行プロジェクト

（１）グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略

我が国は高度成長期の負の側面である公害問題や二度にわたる石油危機を技術革新の契機とし

て活用することで克服し、世界最高の環境技術を獲得するに至った。

ところが今日では、数年前まで世界一を誇った太陽光発電が今ではドイツ・スペインの後塵を拝

していることに象徴されるように、国際競争戦略なき環境政策によって、我が国が本来持つ環境分

野での強みを、必ずしも活かすことができなくなっている。

【2020 年までの目標】
『50 兆円超の環境関連新規市場』、『140 万人の環境分野の新規雇用』、『日本の民間ベースの技
術を活かした世界の温室効果ガス削減量を 13 億トン以上とすること（日本全体の総排出量に相
当）を目標とする』
【主な施策】
●電力の固定価格買取制度の拡充等による再生可能エネルギーの普及
●エコ住宅、ヒートポンプ等の普及による住宅・オフィス等のゼロエミッション化
●蓄電池や次世代自動車、火力発電所の効率化など、革新的技術開発の前倒し
●規制改革、税制のグリーン化を含めた総合的な政策パッケージを活用した低炭素社会実現に向
けての集中投資事業の実施



（総合的な政策パッケージにより世界ナンバーワンの環境・エネルギー大国へ）

気候変動問題は、もはや個々の要素技術で対応できる範囲を超えており、新たな制度設計や制度

の変更、新たな規制・規制緩和などの総合的な政策パッケージにより、低炭素社会づくりを推進す

るとともに、環境技術・製品の急速な普及拡大を後押しすることが不可欠である。

したがって、グリーン・イノベーション（環境エネルギー分野革新）の促進や総合的な政策パッ

ケージによって、我が国のトップレベルの環境技術を普及・促進し、世界ナンバーワンの「環境・

エネルギー大国」を目指す。

このため、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築や意欲的な目標の合意

を前提として、2020 年に、温室効果ガスを 1990 年比で 25％削減するとの目標を掲げ、あらゆ

る政策を総動員した「チャレンジ２５」の取組を推進する。

（グリーン・イノベーションによる成長とそれを支える資源確保の推進）

電力の固定価格買取制度の拡充等による再生可能エネルギー（太陽光、風力、小水力、バイオマ

ス、地熱等）の普及拡大支援策や、低炭素投融資の促進、情報通信技術の活用等を通じて日本の経

済社会を低炭素型に革新する。

安全を第一として、国民の理解と信頼を得ながら、原子力利用について着実に取り組む。

蓄電池や次世代自動車、火力発電所の効率化、情報通信システムの低消費電力化など、革新的技

術開発の前倒しを行う。さらに、モーダルシフトの推進、省エネ家電の普及等により、運輸・家庭

部門での総合的な温室効果ガス削減を実現する。

電力供給側と電力ユーザー側を情報システムでつなぐ日本型スマートグリッドにより効率的な

電力需給を実現し、家庭における関連機器等の新たな需要を喚起することで、成長産業として振興

を図る。さらに、成長する海外の関連市場の獲得を支援する。

リサイクルの推進による国内資源の循環的な利用の徹底や、レアメタル、レアアース等の代替材

料などの技術開発を推進するとともに、総合的な資源エネルギー確保戦略を推進する。

（快適性・生活の質の向上によるライフスタイルの変革）

エコ住宅の普及、再生可能エネルギーの利用拡大や、ヒートポンプの普及拡大、LED や有機 EL な

どの次世代照明の 100％化の実現などにより、住宅・オフィス等のゼロエミッション化を推進する。

これはまた、居住空間の快適性・生活の質を高めることにも直結し、人々のライフスタイルを自発

的に低炭素型へと転換させる大きなきっかけとなる。

こうした家庭部門でのゼロエミッション化を進めるため、各家庭にアドバイスをする「環境コン

シェルジュ制度」を創設する。

（老朽化した建築物の建替え・改修の促進等による「緑の都市」化）

日本の都市を、温室効果ガスの排出が少ない「緑の都市」としていくため、中長期的な環境基準

の在り方を明らかにしていくとともに、都市計画の在り方や都市再生・再開発の在り方を環境・低

炭素化の観点から抜本的に見直す。

老朽化し、温室効果ガスの排出や安全性の面で問題を抱えるオフィスビル等の再開発・建替えや

改修を促進するため、必要な規制緩和措置や支援策を講じる。

（地方から経済社会構造を変革するモデル）

公共交通の利用促進等による都市・地域構造の低炭素化、再生可能エネルギーやそれを支えるス

マートグリッドの構築、適正な資源リサイクルの徹底、情報通信技術の活用、住宅等のゼロエミッ

ション化など、エコ社会形成の取組を支援する。そのため、規制改革、税制のグリーン化を含めた

総合的な政策パッケージを活用しながら、環境、健康、観光を柱とする集中投資事業を行い、自立

した地方からの持続可能な経済社会構造の変革を実現する第一歩を踏み出す。

これらの施策を総合的に実施することにより、2020 年までに 50 兆円超の環境関連新規市場、

140 万人の環境分野の新規雇用、日本の民間ベースの技術を活かした世界の温室効果ガスの削減を

13 億トン以上とすること（日本全体の総排出量に相当）を目標とする。

（中略）



フロンティアの開拓による成長

（３）アジア経済戦略

～「架け橋国家」として成長する国・日本～

（中略）

（日本の「安全・安心」等の制度のアジア展開）

また、アジア諸国が経済・社会のセーフティネットをより厚いものにするために、日本の「安全・

安心」の考え方が貢献できる部分は大きく、経済成長の基盤ともなる。環境分野や製品安全問題等

にかかる日本の技術や規制・基準・規格を、アジア諸国等とも共同で国際標準化する作業を行い、

国際社会へ発信・提案することなどにより、アジア諸国の成長と「安全・安心」の普及を実現しつ

つ、日本企業がより活動しやすい環境を作り出す。また、スマートグリッド、燃料電池、電気自動

車など日本が技術的優位性を有している分野においては、特に戦略的な国際標準化作業を早急に進

める。食品においても、流通の多様化・国際化等を踏まえ、アジア諸国とも共同しつつ、食品安全

基準の国際標準化作業等に積極的に貢献する。

（日本の「安全・安心」等の技術のアジアそして世界への普及）

その上で、環境技術において日本が強みを持つインフラ整備をパッケージでアジア地域に展開・

浸透させるとともに、アジア諸国の経済成長に伴う地球環境への負荷を軽減し、日本の技術・経験

をアジアの持続可能な成長のエンジンとして活用する。具体的には、新幹線・都市交通、水、エネ

ルギーなどのインフラ整備支援や、環境共生型都市の開発支援に官民あげて取り組む。同時に、土

木・建築等で高度な技術を有する日本企業のビジネス機会も拡大する。さらには、建築士等の資格

の相互承認も推進し、日本の建設業のアジア展開を後押しする。これらにより日本も輸出や投資を

通じて相乗的に成長するという好循環を作り出す。また、日本の「安全・安心」の製品の輸出を促

進するとともに、インフラ・プロジェクトの契約・管理・運営ノウハウの強化に取り組む。これら

の取組は、アジアを起点に広く世界に展開していく。

（中略）

３．豊かな国民生活の実現を目指した経済運営と今後の進め方

（中略）

（２）新たな成長戦略の取りまとめに向けた今後の進め方

本「基本方針」に沿って、来年初めから有識者の意見も踏まえる形で以下のような「肉付け」を

行い、その結果も踏まえて、「成長戦略策定会議」において、2010 年６月を目途に「新成長戦略」

を取りまとめることとする。

（目標・施策の具体化・追加）

２．に掲げた各戦略分野について、「国民の声」も踏まえつつ、①需要創造効果、②雇用創造効

果、③知恵の活用（財政資源の有効活用）等の視点から、目標設定、施策の更なる具体化や追加な

どについて検証を行うとともに、新たに明らかになった課題について、その解決に向けた方策を徹

底的に検討する。

（「成長戦略実行計画（工程表）」の策定と政策実現の確保）

政策は「実現」してこそ意味がある。

本「基本方針」に盛り込まれた目標・施策に加えて、上述の「目標・施策の具体化・追加」を行

った上で、「新成長戦略」の取りまとめ時に、国家戦略室において「成長戦略実行計画（工程表）」

を策定する。その際、2010 年内に実行に移すべき「早期実施事項」、今後４年間程度で実施すべ

き事項とその成果目標（アウトカム）、2020 年までに実現すべき成果目標（アウトカム）を時系

列で明示する。

加えて、「成長戦略実行計画（工程表）」を計画倒れに終わらせずに確実に実現するため、「政策

達成目標明示制度」（「予算編成等の在り方の改革について」（平成 21 年 10 月 23 日閣議決定））

に基づく、各政策の達成状況の評価・検証を活用する。



２ 国際排出量取引で取得・移転が行える排出枠・クレジットの種類

※ 「Land-use, land-use change and forestry（土地利用・土地利用変化及び林業）」の略称。京都議定

書第３条第３項及び第３条第４項で規定される「土地利用」、「土地利用変化」である。

排出枠・

クレジット

プロジェクト

名称
概 要

ＡＡＵ
京都議定書第１約束期間に各国に割り当てられた排
出枠

ＣＥＲ
クリーン開発
メカニズム
（ＣＤＭ）

発展途上国において温室効果ガス削減プロジェクト
を実施し、その結果生じた削減量に基づき発行される
クレジット

ＥＲＵ
共同実施
（ＪＩ）

先進国同士が協力して温室効果ガス削減プロジェク
トを実施し、その結果生じた削減量に基づき発行され
るクレジット

ＲＭＵ ＬＵＬＵＣＦ※

先進国が自国で植林等の温室効果ガスの吸収減活動
を行うことにより増加する吸収量（新規植林・再植
林・吸収源に関連した追加的活動による純吸収量から
算定される）

３ 排出量取引の価格気配動向

(「日経・ＪＢＩＣ排出権取引参考気配」データを基に当室作成)
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４ ＯＥＣＤ環境統計における環境関連歳出と税制

環境関連税制の内訳 （２００４年（億ドル））

課税対象 日 本

エネルギー物品（Energy products） ４８５

輸送目的 ４０６

うち、ガソリン ２９７

生活上の使用目的 ７９

化石燃料 ４４

電気 ３４

自動車、その他輸送手段（Motor vehicles and transport） ２９１

取引課税 ４２

保有課税 ２４９

（注１）OECD による「環境関連税制」（Environmentally Related Taxes）の定義は以下のとおり
・ 特に環境に関連するとみなされる課税物件に課される一般政府に対する全ての強制的・一方的な

支払い
・ 税の名称及び目的は基準とならない
・ 税の使途が定まっているかは基準とならない

（注２）「環境関連税制」の課税対象には、上記「エネルギー物品」・「自動車・その他輸送手段」のほか、「廃
棄物管理」、「オゾン層破壊物質」等がある。

（出所：環境省資料）

環境関連税制の税収

GDP（％ of GDP） 税収（億ドル）

うちエネルギ
ー物品

うち自動車その
他輸送手段

うちエネルギー
物品

うち自動車その他
輸送手段

デンマーク ４．８ ２．５ １．９ １１７ ６１ ４８

オランダ ３．６ １．９ １．３ ２１６ １１７ ７９

フィンランド ３．３ １．９ １．２ ６１ ３７ ２３

イタリア ３．０ ２．２ ０．４ ５１３ ３７９ ７４

イギリス ２．６ ２．０ ０．５ ５６４ ４４３ １０３

ドイツ ２．５ ２．２ ０．４ ６９７ ６０１ ９６

フランス ２．１ １．６ ０．２ ４４２ ３３４ ４２

日本 １．７ １．１ ０．６ ７７６ ４８５ ２９１

カナダ １．２ １．０ ０．２ １２５ ９９ ２４

アメリカ ０．９ ０．６ ０．３ １，０５６ ６９４ ３４６

OECD 平均 １．８ １．３ ０．４

（注）GDP 比の内訳については、OECD 環境統計には示されていないため、OECD が公表している各国の
GDP を基に試算した。

（出所：環境省資料）

○軽油引取税
○石油ガス税
○航空機燃料税

○揮発油税
○地方道路税

○石油石炭税

○電源開発促進税

○自動車取得税

○自動車重量税
○自動車税
○軽自動車税



５ 国・地方の自動車関係諸税の内訳
税目 税率 21 年度 本則税率相当 暫定上乗せ分相当

揮発油税
（暫定税率）48.6/ℓ
（本則税率）24.3/ℓ

26,280 13,140 13,140

石油ガス税 （本則税率）17.5/kg 130 130 －

自動車重量税
＜自家用車＞
（暫定税率）6,300 円/0.5t 年
（本則税率）2,500 円/0.5t 年

6,460 2,849 3,611

国

計 32,870 16,119 16,751

地方揮発油譲与税
<地方揮発油税>
（暫定税率）5.2 円/ℓ
（本則税率）4.4 円/ℓ

2,812 2,379 433

石油ガス贈与税
<石油ガス税>
（本則税率）17.5 円/kg.

133 133 －

自動車重量譲与税
<自動車重量税・自家用乗用>
（暫定税率）6,300 円/0.5t 年
（本則税率）2,500 円/0.5t 年

3,300 1,455 1,845

自動車取得税
（暫定税率）自家用は取得価
額の 5%
（本則税率）取得価額の 3%

2,533 1,698 835

軽油引取税
（暫定税率）32.1 円/ℓ
（本則税率）15.0 円/ℓ

9,277 4,335 4,942

地
方

計 18,055 10,000 8,055

合計 50,925 26,119 24,806

（税制調査会資料を基に当室作成）

（単位：億円）

エネルギー課税の状況

輸入原油

国産原油

輸入石
油製品

輸入LPG

国産天然ｶﾞｽ

輸入LNG

輸入石炭

国産石炭

2,040
円/㎘

1,080
円/t

700
円/t

ガソリン

軽油

ｼﾞｪｯﾄ燃料

ナフサ

灯油

重油

潤滑油

アスファルト

その他
（ﾊﾟﾗﾌｨﾝ、硫黄）

石油ｶﾞｽ

自 動 車 用

工 業 用

自 動 車 用

工 業 用

航空機燃料

工 業 用

燃 料 用

工 業 用

燃 料 用

発 電 用

各種潤滑油

道路舗装用

工 業 用

自 動 車 用

工 業 用

都市ガス用

燃 料 用

発 電 用

燃 料 用
工 業 用

発 電 用

揮発油税・地方揮発油税 53,800円/㎘

消

費

者

（
事

業

者

を

含

む
）

石
油
石
炭
税

（揮発油税及び地方揮発油税は特定用途免税あり）

軽油引取税 32,100円/㎘

（一般に軽油引取税は免税）

航空機燃料税 26,000円/㎘

（揮発油税及び地方揮発油税は石化免税）

（揮発油税及び地方揮発油税は灯油免税）

（揮発油税及び地方揮発油税は灯油免税）

電源開発税 375円/1,000kWh

石油ガス税 9,800円/㎘

（アンモニア等製造用輸入LDPは石油石炭税が免税）

電源開発税 375円/1,000kWh

（鉄鋼、セメント等製造用輸入石炭は石油石炭税が免税）

電源開発税 375円/1,000kWh

川 上 川 下

は石油石炭税の課税対象となる輸入石油製品。
※１ 輸入石化用ナフサ等は石油石炭税が免税、国産石化用ナフサ等は石油石炭税が還付
※２ 輸入農林漁業用 A 重油は石油石炭税が免税、国産農林漁業用 A 重油は石油石炭税が還付
※３ 国産石油アスファルトは石油石炭税が還付

※２

※１

※１

※１

※３

６ エネルギー課税の状況

（出所：税制調査会資料）

川 上 川 下



７ 一次エネルギー国内供給と最終エネルギー消費

国内に供給されたエネルギーは、発電等のエネルギー転換を経て、最終的に消費さ

れる（下図参照）。

石油、石炭、太陽光、水力等の元々の形で、国内に供給されたエネルギーの総量を

「一次エネルギー国内供給※」といい、最終的に消費者に使用されるエネルギー量の

ことを「最終エネルギー消費」という。

「一次エネルギー国内供給」が、「最終エネルギー消費」に移行する間には、発電に

よる損失、輸送中の損失及び自家消費により、エネルギー量が減少する。「一次エネル

ギー国内供給」を 100 とすると、「最終エネルギー消費」は 69 程度とされている。こ

れらの過程を図示したものが次頁の【我が国のエネルギーバランス・フロー概要】で

ある。

※ 資源エネルギー庁の『総合エネルギー統計』には、「一次エネルギー国内供給」と「一次エネルギー
総供給」の二つの概念がある。国内産出された一次エネルギーと、輸入された一次エネルギーの合計
を「一次エネルギー総供給」といい、「一次エネルギー総供給」から輸出分を差し引き、在庫変動を加
算したものを「一次エネルギー国内供給」という。一般的に、我が国全体の「エネルギー需要」を考
える場合には、「一次エネルギー国内供給」が用いられる。なお、IEA 統計における「一次エネルギー
総供給」は、「一次エネルギー国内供給」に相当する。（資源エネルギー庁『平成 20 年度エネルギーに
関する年次報告（エネルギー白書 2009）』参照）

【エネルギーの供給過程と利用形態】

（出所：資源エネルギー庁「日本のエネルギー2009」）



我が国のエネルギーバランス・フロー概要

一次エネルギー国内供給 ２２，８１３ エネルギー転換／転換損失等

原子力 ２，３１７ 原子力 ２，３１７

水力・地熱・新エネ等 １，３６５ 水力・地熱等 ６６０

３２５

天然ガス ４，０８８
発電用天然ガス ２，３１７

２１

天然ガス １，５９４

精製用原油 ８，９２９

ＮGＬ・コンデンセート １２６

原料用ナフサ・ＬＰＧ等

石油 １０，００６

（原油、NGL・コンデンセート
の他、石油製品を含む）

原油 ９，１７３

石油製品 ８３３

石炭 ５，０３７

一般炭・無煙炭 ３，３１６

原料炭 １，６９４

石炭製品 ２７

発電用原油 ４４７

発電用一般炭 ２，１８９

自家発用一般炭 ２３５

一般炭 ２１５

高炉吹込用・セメント焼成用石炭 ４２０

石炭製品製造用原料炭 １，８５４

事業用発電 ８，８３１
（投入量計）

原子力 2,317

水力・地熱等 660

都市ガス 57

天然ガス 2,317

石油 1,095

石炭 2,384

電力
3,563

都市ガス
天然ガス 1,594
石油製品 52
他転換 21

石油精製
石油化学
９，０５５

（投入量計）

精製用原油等
9,055

民生用
灯油・ＬＰＧ等

1,350

輸送用 ガソリン
2,038

輸送用 軽油
1,140

他輸送燃料 428

発電用
産業用
重油等

産業用蒸気石油 320
石炭 254
その他 429.4

蒸気 837
転換損失 166

石炭製品製造
１８９２（投入計）

石油製品 13
一般炭 25.02
原料炭 1,854

（注１）本フロー図は、我が国のエネルギーフローの概念を示すものであり、細かいフローについては表現されていない。
特に転換部門内のフローは表現されていないことに留意。

（注２）「石油」は、原油、NGL・コンデンセートの他、石油製品を含む。 「石炭」は、一般炭、無煙炭の他、石炭製品を含む。

水力等 324.8
天然・都市ｶﾞｽ 106
石油 345.6
石炭 371.8

電力 465

自家用発電

1,666

我が国のエネルギーバランス・フロー概要

一次エネルギー国内供給 ２２，８１３ エネルギー転換／転換損失等

原子力 ２，３１７ 原子力 ２，３１７原子力 ２，３１７

水力・地熱・新エネ等 １，３６５ 水力・地熱等 ６６０水力・地熱等 ６６０

３２５３２５

天然ガス ４，０８８
発電用天然ガス ２，３１７発電用天然ガス ２，３１７

２１２１

天然ガス １，５９４天然ガス １，５９４

精製用原油 ８，９２９

ＮGＬ・コンデンセート １２６

原料用ナフサ・ＬＰＧ等

石油 １０，００６

（原油、NGL・コンデンセート
の他、石油製品を含む）

原油 ９，１７３

石油製品 ８３３

石油 １０，００６

（原油、NGL・コンデンセート
の他、石油製品を含む）

原油 ９，１７３

石油製品 ８３３

石炭 ５，０３７

一般炭・無煙炭 ３，３１６

原料炭 １，６９４

石炭製品 ２７

石炭 ５，０３７

一般炭・無煙炭 ３，３１６

原料炭 １，６９４

石炭製品 ２７

発電用原油 ４４７発電用原油 ４４７

発電用一般炭 ２，１８９発電用一般炭 ２，１８９

自家発用一般炭 ２３５自家発用一般炭 ２３５

一般炭 ２１５一般炭 ２１５

高炉吹込用・セメント焼成用石炭 ４２０高炉吹込用・セメント焼成用石炭 ４２０

石炭製品製造用原料炭 １，８５４石炭製品製造用原料炭 １，８５４

事業用発電 ８，８３１
（投入量計）

原子力 2,317

水力・地熱等 660

都市ガス 57

天然ガス 2,317

石油 1,095

石炭 2,384

事業用発電 ８，８３１
（投入量計）

事業用発電 ８，８３１
（投入量計）

原子力 2,317

水力・地熱等 660

都市ガス 57

天然ガス 2,317

石油 1,095

石炭 2,384

電力
3,563

都市ガス
天然ガス 1,594
石油製品 52
他転換 21

都市ガス
天然ガス 1,594
石油製品 52
他転換 21

石油精製
石油化学
９，０５５

（投入量計）

精製用原油等
9,055

民生用
灯油・ＬＰＧ等

1,350

輸送用 ガソリン
2,038

輸送用 軽油
1,140

他輸送燃料 428

発電用
産業用
重油等

石油精製
石油化学
９，０５５

（投入量計）

精製用原油等
9,055

石油精製
石油化学
９，０５５

（投入量計）

精製用原油等
9,055

石油精製
石油化学
９，０５５

（投入量計）

精製用原油等
9,055

民生用
灯油・ＬＰＧ等

1,350

輸送用 ガソリン
2,038

輸送用 軽油
1,140

他輸送燃料 428

発電用
産業用
重油等

産業用蒸気石油 320
石炭 254
その他 429.4

蒸気 837
転換損失 166

石炭製品製造
１８９２（投入計）

石油製品 13
一般炭 25.02
原料炭 1,854

石炭製品製造
１８９２（投入計）

石油製品 13
一般炭 25.02
原料炭 1,854

（注１）本フロー図は、我が国のエネルギーフローの概念を示すものであり、細かいフローについては表現されていない。
特に転換部門内のフローは表現されていないことに留意。

（注２）「石油」は、原油、NGL・コンデンセートの他、石油製品を含む。 「石炭」は、一般炭、無煙炭の他、石炭製品を含む。

水力等 324.8
天然・都市ｶﾞｽ 106
石油 345.6
石炭 371.8

電力 465

自家用発電

1,666

(投入量計)



（平成19（2007）年度、単位：1015Ｊ）

▲７，０１９ 最終エネルギー消費 １５，７９４

発電損失
５，２５７

自家消費・送配電
損失等 ３９４

電力
３，６３３

家庭用ガス

業務用ガス

産業用ガス

家庭用

業務用

輸送用燃料
３，６０６

旅客用

貨物用

転換部門投入・消費等
１，７３３

産業用石油製品
３，１２７

転換部門投入・消費等

コークス・副生ガス １，４２２

民生家庭
２，１３５

電力 １，０４８

都市ガス ４３２

石油製品 ６３３

その他 ２３

民生業務
２，８３２

電力 １，３２９

都市ガス ７３３

石油製品 ７１７

その他 ５２

運輸旅客
２，２２７

ガソリン １，７１０

軽油 １６８
ジェット燃料油 １３７
ＬＰＧ・電力他 ２１３

運輸貨物
１，４４７

ガソリン ３２８

重油他 １４７
軽油 ９７２

産業
７，１５３

産業用蒸気 ６８８

天然ガス ７１

都市ガス ２３１

電力 １，１８９

新エネ等 ５

石油製品 ３，１２７

石炭（製品） １，８４２

（資源エネルギー庁の資料を基に当室作成）

４７０

転換部門投入・消費
８３６．９

産業用蒸気 ６８８
１４９

発電損失 ６８４

（平成19（2007）年度、単位：1015Ｊ）

▲７，０１９ 最終エネルギー消費 １５，７９４

発電損失
５，２５７

自家消費・送配電
損失等 ３９４

自家消費・送配電
損失等 ３９４

電力
３，６３３

家庭用ガス

業務用ガス

産業用ガス

家庭用

業務用

輸送用燃料
３，６０６

旅客用

貨物用

転換部門投入・消費等
１，７３３

転換部門投入・消費等
１，７３３

産業用石油製品
３，１２７

転換部門投入・消費等転換部門投入・消費等

コークス・副生ガス １，４２２

民生家庭
２，１３５

電力 １，０４８

都市ガス ４３２

石油製品 ６３３

その他 ２３

民生家庭
２，１３５

民生家庭
２，１３５

電力 １，０４８

都市ガス ４３２

石油製品 ６３３

その他 ２３

民生業務
２，８３２

電力 １，３２９

都市ガス ７３３

石油製品 ７１７

その他 ５２

民生業務
２，８３２

電力 １，３２９

都市ガス ７３３

石油製品 ７１７

その他 ５２

運輸旅客
２，２２７

ガソリン １，７１０

軽油 １６８
ジェット燃料油 １３７
ＬＰＧ・電力他 ２１３

運輸旅客
２，２２７

運輸旅客
２，２２７

ガソリン １，７１０

軽油 １６８
ジェット燃料油 １３７
ＬＰＧ・電力他 ２１３

運輸貨物
１，４４７

ガソリン ３２８

重油他 １４７
軽油 ９７２

運輸貨物
１，４４７

ガソリン ３２８

重油他 １４７
軽油 ９７２

運輸貨物
１，４４７

ガソリン ３２８

重油他 １４７
軽油 ９７２

産業
７，１５３

産業用蒸気 ６８８

天然ガス ７１

都市ガス ２３１

電力 １，１８９

新エネ等 ５

石油製品 ３，１２７

石炭（製品） １，８４２

産業
７，１５３

産業
７，１５３

産業用蒸気 ６８８

天然ガス ７１

都市ガス ２３１

電力 １，１８９

新エネ等 ５

石油製品 ３，１２７

石炭（製品） １，８４２

（資源エネルギー庁の資料を基に当室作成）

４７０

転換部門投入・消費転換部門投入・消費
８３６．９

産業用蒸気 ６８８
１４９

発電損失 ６８４
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